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は じ め に 

  

令和 6 年度の東京都立精神保健福祉センターの事業実績をまとめた令和 7 年版事業概要を

お届けいたします。 

 

精神保健医療福祉の分野では、国の施策の方向性として、平成 30 年度以後「精神障害に

も対応した地域包括ケアシステム」の構築を基本理念として、各地域での基盤整備に向けた

取組の推進が図られてきました。 

そして、国の「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」に

おける議論の後、令和 4 年 12 月に「精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備」

の位置づけで「精神保健福祉法」が改正されました。 

今回の改正法には、医療保護入院制度の改正に加え、精神科病院における虐待防止や入院

者訪問支援事業の実施に関する内容等が盛り込まれるとともに、精神保健福祉に関する相談

支援の対象者の拡大（精神障害者だけでなく精神保健に課題を抱える者も対象とする）と、

それに対する適切な支援の包括的な確保も明確化されました。 

こうした経緯から、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築に向けて今後

益々保健医療福祉の各機関が緊密に連携していく取組が求められ、当センターにおいても、

より一層、精神保健福祉領域における専門的技術機関、中核機関としての役割が求められて

いくものと思われます。 

また、依存症施策においては、令和元年度から当センターを含めた 3 つの都立（総合）精

神保健福祉センターが、東京都の依存症相談拠点として位置付けられ、相談体制の一層の充

実を図ることや地域連携会議を開催することなど、専門的相談機関としての機能の更なる強

化に向けた取組を進めてきました。 

さらに近年は、甚大な被害がもたらされている災害の発生等もあり、今後、そう遠くない

将来に、首都直下型地震や南海トラフ地震などの大規模な災害の発生が想定される中、ＤＰ

ＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の活動をはじめとした、災害時支援体制の充実や、さらな

る強化を進めていくことが重要な課題となります。 

こうして見ていくと、地域精神保健福祉領域においては、幅広く、新たに求められる多く

の課題があり、これらの課題に着実に取り組んでいくことが、さらに必要とされてきており

ます。 

こうした背景を踏まえつつ、当センターでは、都民のこころの悩み等に対応していくとと

もに、精神障害を持つ方が、地域住民の一員として、安心して自分らしい暮らしが送れるよ

う、関係機関との協力や連携の体制をより一層推進し、精神保健福祉活動における技術的な

中核機関としての役割を全うできるよう努力してまいります。 

 

今後とも皆様方の御指導、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

令和 7 年 9 月 

                  東京都立精神保健福祉センター   

                         所長  石黒 雅浩 
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１１  沿沿革革及及びび主主要要事事業業のの推推移移  

 

 昭和 35年 1月   精神衛生法第７条に基づき、都民の精神衛生に関する相談・指導及び精神衛生に関

する知識の普及を図るため、世田谷区松原に、「梅ヶ丘精神衛生相談所」開設（建

物面積 132㎡、職員 5名） 

 昭和 37年 6月   同相談所増築、職員増員（建物面積 267.3 ㎡、職員 8名） 

 昭和 40年 6月   精神衛生法改正により、第一線機関に位置づけられた保健所と連携して、活動を強

化するようになる。 

 昭和 41年 7月   昭和 40年 6月の精神衛生法改正に伴い、台東区下谷に、「精神衛生センター」開

設（建物面積 502 ㎡）。梅ヶ丘精神衛生相談所は、「精神衛生センター梅ヶ丘分室」

となる。職員は分室を含め 20名。 

 昭和 56年 6月   アルコール相談業務開始 

 昭和 60年 4月   中部総合精神衛生センターの発足に伴い、当センターの担当地域は、東部１４区（千

代田、中央、文京、台東、墨田、江東、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、

江戸川）及び島しょとなる。「精神衛生センター梅ヶ丘分室」は廃止。 

 昭和 63年 7月   精神衛生法が大きく改正され、新たに精神保健法として施行されたことに伴い、 

「精神保健センター」と名称を変更。 

 昭和 64年 1月   アルコール特定相談として位置づけ 

 平成 4年 7月   多摩総合精神保健センターの発足に伴い、当センターの担当地域は、東部１３区（練

馬区を中部総合精神保健センターに変更）及び島しょとなる。 

 平成 7年 7月   精神保健法の一部を改正する法律の施行に伴い、「精神保健福祉センター」と名称

を変更 

      9月    精神科デイケアを保険診療適用事業に変更 

 平成 8年 1月   薬物関連相談開始 

      4月    薬物特定相談事業として位置づけ 

 平成 13年 4月   思春期･青年期相談を特定相談として位置づけ 

 平成 14年 4月   法改正により、都道府県（及び政令指定都市）の必置機関となる。 

          思春期･青年期、親グループの開始 

 平成 16年 4月   思春期･青年期、本人グループの開始 

 平成 17年 4月   学校連携事業の開始 

 平成 18年 4月   障害者自立支援法の施行 

 平成 21年 4月   地域体制整備担当係長の配置 

 平成 23年 4月   アウトリーチ支援事業の本格開始 

 平成 28年 3月     現在地での庁舎改築のため、仮設庁舎(プラチナ第２ビル)に移転 

         精神保健福祉センター・下谷分室改築工事 基本設計完了 

平成 29年 3月     精神保健福祉センター・下谷分室改築工事 実施設計完了 

      9月     精神保健福祉センター・下谷分室改築工事着手 

平成 31年 3月     新庁舎に移転。東京都老人性認知症専門医療事業終了 

      4月     依存症相談拠点として位置づけ 

令和 5年 3月   東京都精神障害者社会適応訓練事業終了 
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２２  設設置置目目的的とと運運営営方方針針  

 

東京都立精神保健福祉センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（昭和

25 年法律第 123 号）（以下「精神保健福祉法」という。）第 6 条に定める「精神保健福祉セ

ンター」として、「東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター

条例」（昭和 60 年東京都条例第 27 号）に基づき以下の事業を行う。 

 

○ 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究を行うこと。 

○ 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助を行うこと。 

○ 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち、複雑又は困難なものを行

うこと。 

○ 都内に住所を有する回復途上にある精神障害者に対し、社会適応性を診断し、診療、訓

練及び就労援助等を行うこと。 

○ 精神医療審査会の審査に関する事務並びに精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保

健福祉手帳の判定を担当すること。（事務局は中部総合精神保健福祉センターに設置） 

 

精神保健福祉センターの役割は、地域住民の精神的健康の保持、増進から、精神障害及び

現代社会の様々なストレスによる適応障害の発生予防、更には精神疾患により生じた社会生

活上の困難を改善するためのリハビリテーションに至るまで広範囲にわたる。 

当センターは、精神保健福祉に関する総合的技術センターとしてこれらの役割を果たすた

め、地域精神保健福祉活動の課題を分析し、保健所をはじめとする保健・医療・福祉・教育・

司法・労働等の関係諸機関に対して積極的に協力援助を行い、各機関の緊密な連携を図る。

また、地域住民による精神保健福祉に関する活動を積極的に支援し、心の健康が重視され、

障害を持つ者も暮らしやすくなるような地域づくりに貢献する。 

３３  業業務務ののああららまましし  

 

  当センターは東部 13 区（千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、

荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区）及び島しょ部を担当地域とし、以下の業務を行う。 

 

 都内（総合）精神保健福祉センターの担当地域  
 

 

（１）技術援助 

保健所をはじめ、精神保健福祉に関わる機関や施設に対し、専門的立場から技術援助・協力を行

う。 

 

（２）教育研修 

精神保健福祉に関わる機関や施設職員を対象に、技術の向上と連携を図るため研修を行っている。

また、関係機関職員現任研修と医療系、社会福祉系の学生の実習を受け入れている。 

 

（３）広報普及 

都民が自らメンタルヘルスに関心を持ち、より健康的な生活が営めるよう、また、心の病を持つ

人が地域で安心して暮らしていけるよう、精神保健福祉に関する知識の普及啓発や地域の資源等に

関する情報発信を行う。 

 

（４）調査研究 

地域精神保健福祉に関する諸活動を推進するために調査研究を行うとともに、統計及び資料の収

集を行う。 
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３３  業業務務ののああららまましし  

 

  当センターは東部 13 区（千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、

荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区）及び島しょ部を担当地域とし、以下の業務を行う。 

 

 都内（総合）精神保健福祉センターの担当地域  
 

 

（１）技術援助 

保健所をはじめ、精神保健福祉に関わる機関や施設に対し、専門的立場から技術援助・協力を行

う。 

 

（２）教育研修 

精神保健福祉に関わる機関や施設職員を対象に、技術の向上と連携を図るため研修を行っている。

また、関係機関職員現任研修と医療系、社会福祉系の学生の実習を受け入れている。 

 

（３）広報普及 

都民が自らメンタルヘルスに関心を持ち、より健康的な生活が営めるよう、また、心の病を持つ

人が地域で安心して暮らしていけるよう、精神保健福祉に関する知識の普及啓発や地域の資源等に

関する情報発信を行う。 

 

（４）調査研究 

地域精神保健福祉に関する諸活動を推進するために調査研究を行うとともに、統計及び資料の収

集を行う。 
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（５）精神障害者地域移行体制整備支援事業 

精神科病院への長期入院のために、地域での生活に不安を持ち、退院が可能な状況であるにもか

かわらず、退院に踏み出せない方への働きかけや、退院を後押しする病院スタッフ・地域支援者と

連携し、精神障害者の地域移行のための体制作りを支援すると共に、病院と地域をつなぐ橋渡しを

行い、相互の理解を深め、広域にわたるネットワークの強化を図る支援を行う。 

 

（６）精神保健福祉相談 
 

ア 精神保健福祉相談一般  

心の病気や精神的な問題を持つ地域住民の相談に対して、保健所をはじめ関係機関と連携を図

りながら支援を行う。 
 

イ 島しょ巡回相談・援助 

島しょ部における精神保健福祉活動の充実を図るため、島しょ保健所出張所及び支所と連携し

巡回相談・技術援助を行う。 
 

ウ 法律問題事例検討会 

相談事例の「法的根拠」を理解し問題解決につなげるため、弁護士を助言者とする検討会を開

催する。 
 

エ 依存症相談 

依存症関連問題の発生予防、依存症者の社会復帰の促進等を図ることを目的とし、個別相談、

家族教室、当事者向けプログラム、専門スタッフによる事例検討会、専門的立場から関係機関へ

の技術援助等を行う。また、関係機関との連携を深め、包括的な支援を実施する。 
 

オ 思春期・青年期相談 

思春期・青年期特有の発達課題に関連した心理的問題を有する者、あるいは若年発症の精神障

害者に対して、メンタルヘルスの増進や障害の早期発見・早期対応を図ることを目的とし、個別

相談、本人を対象としたグループワーク、家族を対象としたグループワーク、専門スタッフによ

る事例検討会、教育機関に対する技術援助等を行う。 

 

（７）アウトリーチ支援 

専門職チームが、区市町村･保健所等と連携して訪問型の支援を行い、精神障害者の地域生活の

安定化を目指すとともに、区市町村、保健所、医療機関、福祉サービス事業等の関係機関の職員に

支援技法の普及を図り、地域における人材育成を推進する。 

 

（８）組織育成 

地域精神保健福祉の向上を図るため、精神保健福祉サービスを担う民間の組織や精神障害者の生

活を支援する様々な活動に対して援助を行っている。また、新たに組織を作ろうとする際の支援も

行う。 
 

（９）東京都災害時こころのケア体制整備 

大規模災害等により機能しなくなった精神医療の補填、被災した精神障害者や災害ストレスを受

けた被災住民等への対応及び地域精神保健活動の支援等、災害等発生時における専門的なこころの

ケアに関する支援体制を整備する。 

 

（10）社会復帰活動（デイケア） 

平成 7 年 9月から、精神科デイケア基準（小規模）に基づき、保険診療としてデイケアを行って

いる。グループ活動、個別のケースワーク、家族支援を通して、利用者が社会生活を円滑に営める

よう支援する。 

 

（11）精神医療審査会 

平成 11 年に改正された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により、平成 14 年度から

精神医療審査会の事務及び精神保健福祉手帳や通院医療費公費負担に関わる審査が精神保健福祉

センターに移管された。東京都では中部総合精神保健福祉センターに事務局が設置されている。 
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（５）精神障害者地域移行体制整備支援事業 

精神科病院への長期入院のために、地域での生活に不安を持ち、退院が可能な状況であるにもか

かわらず、退院に踏み出せない方への働きかけや、退院を後押しする病院スタッフ・地域支援者と

連携し、精神障害者の地域移行のための体制作りを支援すると共に、病院と地域をつなぐ橋渡しを

行い、相互の理解を深め、広域にわたるネットワークの強化を図る支援を行う。 

 

（６）精神保健福祉相談 
 

ア 精神保健福祉相談一般  

心の病気や精神的な問題を持つ地域住民の相談に対して、保健所をはじめ関係機関と連携を図

りながら支援を行う。 
 

イ 島しょ巡回相談・援助 

島しょ部における精神保健福祉活動の充実を図るため、島しょ保健所出張所及び支所と連携し

巡回相談・技術援助を行う。 
 

ウ 法律問題事例検討会 

相談事例の「法的根拠」を理解し問題解決につなげるため、弁護士を助言者とする検討会を開

催する。 
 

エ 依存症相談 

依存症関連問題の発生予防、依存症者の社会復帰の促進等を図ることを目的とし、個別相談、

家族教室、当事者向けプログラム、専門スタッフによる事例検討会、専門的立場から関係機関へ

の技術援助等を行う。また、関係機関との連携を深め、包括的な支援を実施する。 
 

オ 思春期・青年期相談 

思春期・青年期特有の発達課題に関連した心理的問題を有する者、あるいは若年発症の精神障

害者に対して、メンタルヘルスの増進や障害の早期発見・早期対応を図ることを目的とし、個別

相談、本人を対象としたグループワーク、家族を対象としたグループワーク、専門スタッフによ

る事例検討会、教育機関に対する技術援助等を行う。 

 

（７）アウトリーチ支援 

専門職チームが、区市町村･保健所等と連携して訪問型の支援を行い、精神障害者の地域生活の

安定化を目指すとともに、区市町村、保健所、医療機関、福祉サービス事業等の関係機関の職員に

支援技法の普及を図り、地域における人材育成を推進する。 

 

（８）組織育成 

地域精神保健福祉の向上を図るため、精神保健福祉サービスを担う民間の組織や精神障害者の生

活を支援する様々な活動に対して援助を行っている。また、新たに組織を作ろうとする際の支援も

行う。 
 

（９）東京都災害時こころのケア体制整備 

大規模災害等により機能しなくなった精神医療の補填、被災した精神障害者や災害ストレスを受

けた被災住民等への対応及び地域精神保健活動の支援等、災害等発生時における専門的なこころの

ケアに関する支援体制を整備する。 

 

（10）社会復帰活動（デイケア） 

平成 7 年 9月から、精神科デイケア基準（小規模）に基づき、保険診療としてデイケアを行って

いる。グループ活動、個別のケースワーク、家族支援を通して、利用者が社会生活を円滑に営める

よう支援する。 

 

（11）精神医療審査会 

平成 11 年に改正された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により、平成 14 年度から

精神医療審査会の事務及び精神保健福祉手帳や通院医療費公費負担に関わる審査が精神保健福祉

センターに移管された。東京都では中部総合精神保健福祉センターに事務局が設置されている。 
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４４  精精神神保保健健福福祉祉社社会会資資源源（（東東部部 1133 区区・・島島ししょょ部部））                 
 （単位：か所） 

地 区 

※1 

人 口 

  (人) 

※2  

保健所 

ﾃﾞｲｹｱ 

※3  

生活介護 

※3 

自立訓練 
(生活訓練) 

※3  

地域活動

支援ｾﾝﾀｰ

(Ⅰ型) 

※3  

就労移行

支援 

※3  

就労継続 

支援 

※3  

福祉ﾎｰﾑ 

※3  

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ﾎｰﾑ 

※3  

保険診療

ﾃﾞｲｹｱ 

 Ａ型  Ｂ型 

千代田区 69,181 1  2 1 20  4   1 7 

中央区 188,909   2 1 2 1 5  3 5 

文京区 236,476 1 1 1 2 5  6  5 5 

台東区 217,124 1 3 4 1 8 2 9  6 6 

墨田区 288,368    1 7  10 1 4 5 

江東区 543,854 4  3 3 6 3 21  6 3 

豊島区 296,139   1 1 14 4 13  27 10 

北区 366,281   4 1 8 1 11  11 1 

荒川区 223,981  1 2 1 3 1 12 1 16 1 

板橋区 582,645  2 5 3 7 1 18  45 8 

足立区 701,991 1 7 3 1 14 6 39  21 10 

葛飾区 471,970   3 3 6 3 15  27 2 

江戸川区 696,345  3 1 5 13 5 20  41 3 

大島支庁 

管内 
11,072 1      1   1 

三宅支庁 

管内 
2,454 1          

八丈支庁 

管内 
6,877  1     2  3  

小笠原支庁 

管内 
2,464           

計 4,906,131 10 18 31 24 113 27 186 2 216 67 

 

出典・資料 ※１：令和7年6月現在 東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」 

 ※２：令和7年6月現在 各自治体ホームページより 

 ※３：「令和6年版 東京都の精神保健福祉の動向（特別区・島しょ編）」より 

・ 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型及び地域活動支援センターⅠ型

は、主な対象者に精神障害者を含む事業所を集計 

・ 福祉ホーム及びグループホームは主な対象者を精神障害者とする住居について集計 

・ 地域活動支援センターⅠ型は令和7年1月1日現在。福祉ホームは令和6年4月1日現在。グルー 

プホームは令和6年6月1日現在 

・ 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援A型・B型は令和6年11月1日現在 

・ 保険診療デイケアは、令和6年12月1日現在 
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５５  組組織織及及びび職職員員数数  
 

（１）組織 

 

所長 庶務担当 1 センター所属職員の人事及び給与に関すること。 

2 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び 

保存に関すること。 

3 公印の管理に関すること。 

4 センターの予算、決算及び会計に関すること。 

5 公有財産の管理運用に関すること。 

6 センター内の取締りに関すること。 

7 使用料及び手数料の徴収事務に関すること。 

8 収納に関すること。 

9 未収金の督促及び滞納整理に関すること。 

10 センター内他の担当の担任事務に属しないこと。 

地域援助医長 相談担当、 

デイケア担当 

1 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び 

援助のうち複雑又は困難なものに関すること。 

2 精神保健福祉関係機関及び精神保健福祉関係団体 

等に対する技術援助に関すること。 

3 心理判定に関すること。 

4 利用者のデイケアに関すること。 

5 精神障害者の退院促進等に関すること(地域体制整 

備担当に属するものを除く。）。 
       

地域体制整備担当 1 精神障害者の退院促進等に関すること。 

調査担当 1 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究 

及び知識の普及に関すること。 

アウトリーチ 1 地域で生活する精神障害者に対する訪問型支援に 

関すること。 
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（２）職員数 

                                      （令和7年4月1日現在） 

           職 種 

 
 

   区 分 

事務系 福祉系 医療技術系 

計 事 

 

務 

福 

 

祉 

心 

 

理 

医 

 

師 

保 

健 

師 

看 

護 

師 

定         数 ２ ３ ３ ４ ２ ２ １６ 

現 

 

 

 

 

 

員 

所      長      １   １ 

医      長    １   １ 

医      員    ２   ２ 

庶 務 担 当   ３       ３ 

相 談 担 当 
  ※デイケア担当を含む。 

 ４ ３   ２  ９ 

地域体制整備担当     １  １ 

調 査 担 当   １ １   １(１)   ３(１) 

ア ウ ト リ ー チ  １(１) １  １ １ ４(１) 

計 ３ ６(１) ５ ４ ２  ４(１) ２４(２) 

( )内は再任用で内書き 

 

６６  事事業業費費  

 

（１）歳出 

                                （単位：千円） 
 

 

区 分 
令和 4 年度 

決 算 額 

令和 5 年度 

決 算 額 

令和 6 年度 

決 算 額 

管 理 運 営       ２３，８９１ ２６，２５６ ３８，５１８ 

事 業 費       ２３，４７５ ２３，７１８ ２９，２５０ 

建物維持管理 ６，４９４ ６，２７０ ６，３７０ 

計 ５３，８６０ ５６，２４４ ７４，１３８ 

 

 

（２）歳入 

                                （単位：千円） 
 

 

 
 
 
 
 

区 分 
令和 4 年度 

決 算 額 

令和 5 年度 

決 算 額 

令和 6 年度 

決 算 額 

使用料及手数料 ２，１６８ ２，４１３ ２，３５４ 

国 庫 支 出 金 ６２８ ６２８ ６２８ 

諸 収 入 ３３ ２４ ３４ 

計 ２，８２９ ３，０６５ ３，０１６ 
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６６  事事業業費費  

 

（１）歳出 

                                （単位：千円） 
 

 

区 分 
令和 4 年度 

決 算 額 

令和 5 年度 

決 算 額 

令和 6 年度 

決 算 額 

管 理 運 営       ２３，８９１ ２６，２５６ ３８，５１８ 

事 業 費       ２３，４７５ ２３，７１８ ２９，２５０ 

建物維持管理 ６，４９４ ６，２７０ ６，３７０ 

計 ５３，８６０ ５６，２４４ ７４，１３８ 

 

 

（２）歳入 

                                （単位：千円） 
 

 

 
 
 
 
 

区 分 
令和 4 年度 

決 算 額 

令和 5 年度 

決 算 額 

令和 6 年度 

決 算 額 

使用料及手数料 ２，１６８ ２，４１３ ２，３５４ 

国 庫 支 出 金 ６２８ ６２８ ６２８ 

諸 収 入 ３３ ２４ ３４ 

計 ２，８２９ ３，０６５ ３，０１６ 
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７７  所所在在地地及及びび施施設設  

 

（１）所在地 

 
住所   〒１１０－０００４ 

東京都台東区下谷一丁目１番３号 

電話   ０３（３８４４）２２１０    ＦＡＸ ０３（３８４４）２２１３ 

相談電話 ０３（３８４４）２２１２ 

（月～金曜日 ９時から１７時（祝日と年末年始を除く）） 

ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/sitaya 

交通機関 

ＪＲ線 上野駅（入谷口）から徒歩１０分 

ＪＲ線 鶯谷駅（南口）から徒歩１０分 

東京メトロ日比谷線 入谷駅（１・２番出口）から徒歩５分 

（駐車場・駐輪場はありません。） 

（２）施設規模 

 
敷地面積   ３３０．９４㎡ 

延床面積   ６０１．１１㎡（福祉局精神保健医療課下谷分室を除く。） 
 
          １階   ８２．７１㎡ 

          ２階  ２４９．２１㎡ 

          ３階  ２６９．１９㎡ 

 

（外観） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  （フロア構成） 

    

    ３階 

 
 

 

    ２階 

 
 

 

    １階 

会議室、デイケア活動室、相談室、 
資料室兼カンファレンス室 

 
事務室 

 
（福祉局下谷分室） 

－ 12 －



７７  所所在在地地及及びび施施設設  

 

（１）所在地 

 
住所   〒１１０－０００４ 

東京都台東区下谷一丁目１番３号 

電話   ０３（３８４４）２２１０    ＦＡＸ ０３（３８４４）２２１３ 

相談電話 ０３（３８４４）２２１２ 

（月～金曜日 ９時から１７時（祝日と年末年始を除く）） 

ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/sitaya 

交通機関 

ＪＲ線 上野駅（入谷口）から徒歩１０分 

ＪＲ線 鶯谷駅（南口）から徒歩１０分 

東京メトロ日比谷線 入谷駅（１・２番出口）から徒歩５分 

（駐車場・駐輪場はありません。） 

（２）施設規模 

 
敷地面積   ３３０．９４㎡ 

延床面積   ６０１．１１㎡（福祉局精神保健医療課下谷分室を除く。） 
 
          １階   ８２．７１㎡ 

          ２階  ２４９．２１㎡ 

          ３階  ２６９．１９㎡ 

 

（外観） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  （フロア構成） 

    

    ３階 

 
 

 

    ２階 

 
 

 

    １階 

会議室、デイケア活動室、相談室、 
資料室兼カンファレンス室 

 
事務室 

 
（福祉局下谷分室） 

－ 13 －



Ⅱ 業務内容及び実績 

 
精神保健福祉センター事業実績（総括表） 

１ 技術援助 

（１）技術援助一般 

（２）区東部特別区・保健所・精神保健福祉センター連絡会（13 区連絡会） 

（３）心神喪失者等医療観察法関連 

２ 教育研修 

（１）精神保健福祉研修等 

（２）実習生・研修生の受入れ 

３ 広報普及 

（１）講師派遣・講演会 

４ 調査研究 

（１）調査回答 

（２）所内職員研修 

５ 精神障害者地域移行体制整備支援事業 

（１）精神障害者地域移行体制整備支援事業の目的・根拠 

（２）都内３センターでの取組み 

（３）精神保健福祉センターの取組み 

６ 精神保健福祉相談 

（１）精神保健福祉相談件数 

（２）新来相談（新規相談と再来相談） 

（３）島しょ巡回相談・援助 

（４）法律問題事例検討会 

（５）依存症相談 

（６）思春期・青年期相談 

７ アウトリーチ支援 

（１）アウトリーチ支援事業の概要 

（２）アウトリーチ支援事業実績 

（３）アウトリーチ支援事業研修・人材育成（外部研修協力を含む） 

８ 組織育成 

９ 東京都災害時こころのケア体制整備事業 

（１）事業の目的 

（２）精神保健福祉センターの取組み 

１０ 社会復帰活動（デイケア） 

（１）デイケアの概要 

（２）デイケアプログラムの内容 

（３）その他の活動 

（４）運営状況 

（５）利用実績等 



Ⅱ 業務内容及び実績 

 
精神保健福祉センター事業実績（総括表） 

１ 技術援助 

（１）技術援助一般 

（２）区東部特別区・保健所・精神保健福祉センター連絡会（13 区連絡会） 

（３）心神喪失者等医療観察法関連 

２ 教育研修 

（１）精神保健福祉研修等 

（２）実習生・研修生の受入れ 

３ 広報普及 

（１）講師派遣・講演会 

４ 調査研究 

（１）調査回答 

（２）所内職員研修 

５ 精神障害者地域移行体制整備支援事業 

（１）精神障害者地域移行体制整備支援事業の目的・根拠 

（２）都内３センターでの取組み 

（３）精神保健福祉センターの取組み 

６ 精神保健福祉相談 

（１）精神保健福祉相談件数 

（２）新来相談（新規相談と再来相談） 

（３）島しょ巡回相談・援助 

（４）法律問題事例検討会 

（５）依存症相談 

（６）思春期・青年期相談 

７ アウトリーチ支援 

（１）アウトリーチ支援事業の概要 

（２）アウトリーチ支援事業実績 

（３）アウトリーチ支援事業研修・人材育成（外部研修協力を含む） 

８ 組織育成 

９ 東京都災害時こころのケア体制整備事業 

（１）事業の目的 

（２）精神保健福祉センターの取組み 

１０ 社会復帰活動（デイケア） 

（１）デイケアの概要 

（２）デイケアプログラムの内容 

（３）その他の活動 

（４）運営状況 

（５）利用実績等 



精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー事事業業実実績績（（総総括括表表））  

  
(1) 技術指導・援助 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

技術援助件数 ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

 
(2) 教育研修・実習生 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

関係機関 
  職員研修 

回  数 ４ ７ ７ ７ ８ 

実日数 ２ ３．５ ３．５ ３．５ ８ 

実人員 ３３０ ２，１０３ ２，００３ １，７６２ １，６２５ 

延人員 ３３０ ２，１０３ ２，００３ １，７６２ １，６２５ 

学生・関係 
  職員実習 

回 数 ４ １ １ １ １ 

実日数 ４７ ８ ８ ８ １５ 

実人員 ７ １ ２ ２ ２ 

延人員 ６１ ８ １６ １６ ２３ 

 
(3) 広報普及 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

見学案内件数 １４ ２６ ２０ ３１ ４６ 

講演会件数 １７ ２３ ４４ ４１ ３５ 

情報提供件数 ２，６５７ ２，１１７ １，６７５ １，７７９ ２，２９２ 

ホームページアクセス件数  ５５５，６２１ ６４７，００３ ５１３，６８２ － － 

 
(4) 調査研究 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

研究業績件数 ４ ３ １ １ ０ 
 
(5) 精神保健福祉相談件数 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

総 数 ９，６３２ ８，５７８ ８，４０１ ８，０４３ ８，６３０ 

アルコール関連 ６２８ ６３５ ８６１ ８８４ １，０５２ 

薬物関連 ５２２ ４０４ ３７４ ４５１ ４６９ 

児童・思春期 ７３４ ７４２ ８０８ ５９０ ５７７ 

高齢者 ２２９ ２７４ ２７６ ２１１ ２２１ 

精神障害関連 ６，０５４ ５，０８７ ４，７７７ ４，７０４ ４，４９０ 

こころの健康 １，４５９ １，４２９ １，２９８ １，１９４ １，８１０ 

施設利用希望 ６ ７ ７ ９ １１ 

 
(6) 組織育成 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

組織育成件数 ６２８ ６６９ ７９４ ７１６ ６７２ 
 
(7) 社会復帰活動（デイケア） 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

デイケア 
利用者数(延) ４８２ ５７９ ７０７ ６２１ ６２６ 

実施回数 ９９ １７６ １７５ １７７ １７３ 

実施頻度 週 4 日 週 4 日 週 4 日 週 4 日 週 4 日  



精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー事事業業実実績績（（総総括括表表））  

  
(1) 技術指導・援助 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

技術援助件数 ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

 
(2) 教育研修・実習生 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

関係機関 
  職員研修 

回  数 ４ ７ ７ ７ ８ 

実日数 ２ ３．５ ３．５ ３．５ ８ 

実人員 ３３０ ２，１０３ ２，００３ １，７６２ １，６２５ 

延人員 ３３０ ２，１０３ ２，００３ １，７６２ １，６２５ 

学生・関係 
  職員実習 

回 数 ４ １ １ １ １ 

実日数 ４７ ８ ８ ８ １５ 

実人員 ７ １ ２ ２ ２ 

延人員 ６１ ８ １６ １６ ２３ 

 
(3) 広報普及 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

見学案内件数 １４ ２６ ２０ ３１ ４６ 

講演会件数 １７ ２３ ４４ ４１ ３５ 

情報提供件数 ２，６５７ ２，１１７ １，６７５ １，７７９ ２，２９２ 

ホームページアクセス件数  ５５５，６２１ ６４７，００３ ５１３，６８２ － － 

 
(4) 調査研究 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

研究業績件数 ４ ３ １ １ ０ 
 
(5) 精神保健福祉相談件数 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

総 数 ９，６３２ ８，５７８ ８，４０１ ８，０４３ ８，６３０ 

アルコール関連 ６２８ ６３５ ８６１ ８８４ １，０５２ 

薬物関連 ５２２ ４０４ ３７４ ４５１ ４６９ 

児童・思春期 ７３４ ７４２ ８０８ ５９０ ５７７ 

高齢者 ２２９ ２７４ ２７６ ２１１ ２２１ 

精神障害関連 ６，０５４ ５，０８７ ４，７７７ ４，７０４ ４，４９０ 

こころの健康 １，４５９ １，４２９ １，２９８ １，１９４ １，８１０ 

施設利用希望 ６ ７ ７ ９ １１ 

 
(6) 組織育成 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

組織育成件数 ６２８ ６６９ ７９４ ７１６ ６７２ 
 
(7) 社会復帰活動（デイケア） 

区 分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

デイケア 
利用者数(延) ４８２ ５７９ ７０７ ６２１ ６２６ 

実施回数 ９９ １７６ １７５ １７７ １７３ 

実施頻度 週 4 日 週 4 日 週 4 日 週 4 日 週 4 日  

－ 17 －



１１  技技術術援援助助  
 

（１）技術援助一般 
 

近年、精神保健福祉の問題は、保健、医療、福祉、労働、教育等、多方面の領域に拡大して

きており、緊密な連携が求められている。精神保健福祉センターでは、精神保健及び精神障害

者の福祉と医療の向上に資することを目的として、精神保健福祉を担う行政機関及び精神保健

福祉行政に密に関係する機関に対して技術援助・協力を行っている。 

技術援助・協力の内容は以下のとおりである。 
 

ア 処遇に関する相談・助言 

各機関が支援しているケースについて、対応の助言、事例検討会の参加、ケアマネージメ

ント、同行訪問等を行う。また、医療観察法に基づくケア会議の出席及びケースへの支援を

行う。 
 

  イ 情報・知識の提供 

精神保健福祉法、障害者総合支援法、医療観察法などの法律、制度に関する情報や資料の

提供、資源の紹介などを行う。 
 

  ウ 機関・組織への業務協力 

    関係機関の業務検討に関する助言、会議や連絡会への参加、講師派遣等を行う。 
 

  エ 東京都及び精神保健福祉センター主催事業 

センター主催事業として、担当地域関係機関との業務連絡会、実習協力、島しょ巡回等を

行っている。 

 

 

表表 11--((11))--11  技技術術援援助助   業業務務形形態態別別   

（単位：件） 

 区分     年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

来 所 ３９ ７３ ６９ ４１ ３０ 

出 張 ８５６ ７４９ ８５５ ８８４ ８１５ 

電 話・文 書 ２，２９５ ２，３４５ ２，８４７ ２，４７９ ２，４１８ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

    

 

表表 11--((11))--22  技技術術援援助助   種種別別   

（単位：件） 

年度 
区分 2年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール問題 ２６ ７３ １４０ １６６ ７６ 

薬物依存 ５５ ３５ ６７ ８１ ５７ 

思春期・青年期 ９４ １２１ １５８ ８９ ９０ 

高齢者問題 ８ ３ １５ ９ ５ 

デイケア ４５ ３３ １ ２ ４ 

心の健康 ３２ ２２ １９ １０ １０ 

一般精神 ５３６ ６３１ ５４３ ４２６ ３４０ 

社会適応訓練 １３ ５ ４ ０ ０ 

体制整備 ２４７ ２３９ ５８０ ５７７ ８３８ 

アウトリーチ １，５３４ １，４５９ １，６２５ １，４５１ １，２９３ 

その他 ６００ ５４６ ６１９ ５９３ ５５０ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

 

表表 11--((11))--33  技技術術援援助助   対対象象機機関関別別   

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所 １，９７６ １，９５２ ２，３６５ ２，２１３ １，９６８ 

福祉事務所 ３０ ２９ ６２ ６０ ７２ 

他福祉関係 １１７ １７４ ８５ ７９ ７１ 

医療機関 １７４ ２２８ ２９５ ２４５ １８４ 

教育機関 ５５ ２６ ４７ ４３ ２０ 

労働関係 ６５ ４８ ９５ ２２ １５ 

司法関係 ４５２ ４３２ ４１２ ３９７ ４６８ 

区市町村(精神保健主管部門） １３９ １０８ １２２ １２３ ２７１ 

その他の官公庁 １８１ １６８ ２８７ ２２１ １９３ 

その他 １ ２ １ １ １ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 
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１１  技技術術援援助助  
 

（１）技術援助一般 
 

近年、精神保健福祉の問題は、保健、医療、福祉、労働、教育等、多方面の領域に拡大して

きており、緊密な連携が求められている。精神保健福祉センターでは、精神保健及び精神障害

者の福祉と医療の向上に資することを目的として、精神保健福祉を担う行政機関及び精神保健

福祉行政に密に関係する機関に対して技術援助・協力を行っている。 

技術援助・協力の内容は以下のとおりである。 
 

ア 処遇に関する相談・助言 

各機関が支援しているケースについて、対応の助言、事例検討会の参加、ケアマネージメ

ント、同行訪問等を行う。また、医療観察法に基づくケア会議の出席及びケースへの支援を

行う。 
 

  イ 情報・知識の提供 

精神保健福祉法、障害者総合支援法、医療観察法などの法律、制度に関する情報や資料の

提供、資源の紹介などを行う。 
 

  ウ 機関・組織への業務協力 

    関係機関の業務検討に関する助言、会議や連絡会への参加、講師派遣等を行う。 
 

  エ 東京都及び精神保健福祉センター主催事業 

センター主催事業として、担当地域関係機関との業務連絡会、実習協力、島しょ巡回等を

行っている。 

 

 

表表 11--((11))--11  技技術術援援助助   業業務務形形態態別別   

（単位：件） 

 区分     年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

来 所 ３９ ７３ ６９ ４１ ３０ 

出 張 ８５６ ７４９ ８５５ ８８４ ８１５ 

電 話・文 書 ２，２９５ ２，３４５ ２，８４７ ２，４７９ ２，４１８ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

    

 

表表 11--((11))--22  技技術術援援助助   種種別別   

（単位：件） 

年度 
区分 2年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール問題 ２６ ７３ １４０ １６６ ７６ 

薬物依存 ５５ ３５ ６７ ８１ ５７ 

思春期・青年期 ９４ １２１ １５８ ８９ ９０ 

高齢者問題 ８ ３ １５ ９ ５ 

デイケア ４５ ３３ １ ２ ４ 

心の健康 ３２ ２２ １９ １０ １０ 

一般精神 ５３６ ６３１ ５４３ ４２６ ３４０ 

社会適応訓練 １３ ５ ４ ０ ０ 

体制整備 ２４７ ２３９ ５８０ ５７７ ８３８ 

アウトリーチ １，５３４ １，４５９ １，６２５ １，４５１ １，２９３ 

その他 ６００ ５４６ ６１９ ５９３ ５５０ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

 

表表 11--((11))--33  技技術術援援助助   対対象象機機関関別別   

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所 １，９７６ １，９５２ ２，３６５ ２，２１３ １，９６８ 

福祉事務所 ３０ ２９ ６２ ６０ ７２ 

他福祉関係 １１７ １７４ ８５ ７９ ７１ 

医療機関 １７４ ２２８ ２９５ ２４５ １８４ 

教育機関 ５５ ２６ ４７ ４３ ２０ 

労働関係 ６５ ４８ ９５ ２２ １５ 

司法関係 ４５２ ４３２ ４１２ ３９７ ４６８ 

区市町村(精神保健主管部門） １３９ １０８ １２２ １２３ ２７１ 

その他の官公庁 １８１ １６８ ２８７ ２２１ １９３ 

その他 １ ２ １ １ １ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

    

－ 19 －



 

表表 11--((11))--44  技技術術援援助助   地地域域別別                               （単位：件） 

年度  
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

  千代田区 ４６９ ４６９ ５０１ ４８２ ４９１ 

  中央区 ９１ ６３ １６６ １２９ ２０８ 

  文京区 ８６ ８８ １３４ １３２ １４３ 

  台東区 ２８７ ２５２ ２９４ ２５６ ２３６ 

  墨田区 １５９ ９４ １３０ １０６ ７２ 

  江東区 ７６ １１９ １９０ １１６ ８５ 

 豊島区 ２１７ ２４５ ９１ ８７ １２６ 

  北区 １１０ ２１０ １４１ ２６１ ２５５ 

  荒川区 １９２ １０６ １２５ １２６ １４３ 

  板橋区 ２０１ １８０ ２４６ １９７ ２２１ 

  足立区 ３７９ ５７４ ６６６ ５２２ ５０４ 

  葛飾区 ２３４ １９３ ２９７ ３０５ １５９ 

  江戸川区 ２９２ ２０５ ２４６ ２６５ ２５６ 

  島しょ部 １１３ ９３ １６３ １０８ １２０ 

  その他 ２８４ ２７６ ３８１ ３１２ ２４４ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

  

表表 11--((11))--55  技技術術援援助助   援援助助項項目目別別                                   （単位：件） 

年度  
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

処遇・

相談  

個別ケース ２，１６３ ２，３５４ ２，６９７ ２，２８０ ２，０３０ 

グループワーク ０ ０ ０ ０ ０ 

事例検討 ８７ ４６ ４９ ６０ ４１ 

連絡調整 ４６２ ２９２ ２０４ ２０３ １１４ 

情報知

識提供 

資源紹介 ６０ ６５ ３５ ４１ ３１ 

知識・資料提供 ３６ ４０ ５１ ６３ ４７ 

機関・

組織へ

の業務

協力  

業務検討 ３６ １５ ２５ １２１ ３ 

組織育成 ６ １ １ ０ ０ 

会議・連絡会 ６６ ５２ １５３ １８３ ７５ 

講演・研修 ２０ ６０ ４９ ４６ ５７ 

地域行事 ３ ９ ９ ２ ６２ 

調査・研究 ４ １ ３ ２ １１ 

アドミニストレーション ２ ０ １ ４ 

 
１ 

連絡調整 ２６ １５５ ３８５ ２１８ ３３１ 

センタ

ー主催

等の業

務・運

営 

事業別会議 ４６ ２１ １５ ２３ ２５ 

社会適応訓練 １３ ５ ４ ０ ０ 

高齢者医療相談調整委員会 ０ ０ ０ ０ ０ 

都主催行事 ０ ２ ０ ０ ３ 

研修・実習協力 ４ ３ ７ ２０ ５９ 

連絡調整 １２４ ３５ ３１ ９４ ３３７ 

島しょ巡回相談事業業務連絡 ７ ７ ４７ ３９ ２６ 

その他 ２５ ４ ５ ５ １０ 

合 計 ３，１９０  ３，１６７  ３，７７１  ３，４０４  ３，２６３  
 

（２）区東部特別区・保健所・精神保健福祉センター連絡会（13 区連絡会） 
 

住民の多様な精神保健福祉ニーズに応えるために、特別区及び保健所並びに東京都及び精神保

健福祉センターが精神保健福祉行政における連携を深め、適切な施策を進めるための討議及び情

報交換を目的として、平成 8 年度から実施している。 

 

 表表 11--((22))--１１  連連絡絡会会のの開開催催実実績績  (令和 6 年度)  
 

テ ー マ 「改正精神保健福祉法」について 

日 時 令和 7年 1月 31日（金曜日）午後 1時 30分から 4時 30分まで 

場 所 東京都社会福祉保健医療研修センター 702教室 

参 加 人 数 
区東部特別区及び島しょ保健所、保健センター、障害福祉課：60名 

東京都及び都立（総合）精神保健福祉センター ：18名         合計 78名 

内 容 

１ 「改正精神保健福祉法」について 

東京都立精神保健福祉センター所長 
 

２ 「入院者訪問支援事業」について 

東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課精神保健担当 
 

３ 「心のサポーター養成事業」について 

板橋区健康生きがい部健康推進課こころといのちの係 

 

（３）心神喪失者等医療観察法関連 
 

平成 15 年 7月に成立し、平成 17 年 7 月より施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為

を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、東京都心神喪失者等医療観察制度運営連

絡協議会等に参加し、東京保護観察所や関係機関と連携を図っている。 

   心神喪失者等医療観察法対象者に対しては、指定入院期間中に開催されるＣＰＡ（Care Program 

Approach）会議や指定通院中の東京保護観察所主催の地域ケア会議などに参加し、地域社会にお

ける処遇が適正かつ円滑に実施されるよう、関係機関と連携をしながら支援を行っている。 

また心神喪失者等医療観察法の処遇終了後のケースについても、地域関係機関からの求めに応

じ会議等に参加し技術支援を行っている。 

令和 6 年度に職員が参加したＣＰＡ会議及び地域ケア会議への参加回数は、オンライン会議参加

を含め 216回である。 

 

 表表 11--((33))--１１  医医療療観観察察法法ケケーースス数数  

（単位：回） 

区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

年度当初 ６３ ５６ ５９ ５８ ５４ 

新規ケース数 １０ １６ １２ １０ １４ 

終了ケース数 １７ １３ １３ １４ １１ 

年度終了時 ５６ ５９ ５８ ５４ ５７ 
 

－ 20 －



 

表表 11--((11))--44  技技術術援援助助   地地域域別別                               （単位：件） 

年度  
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

  千代田区 ４６９ ４６９ ５０１ ４８２ ４９１ 

  中央区 ９１ ６３ １６６ １２９ ２０８ 

  文京区 ８６ ８８ １３４ １３２ １４３ 

  台東区 ２８７ ２５２ ２９４ ２５６ ２３６ 

  墨田区 １５９ ９４ １３０ １０６ ７２ 

  江東区 ７６ １１９ １９０ １１６ ８５ 

 豊島区 ２１７ ２４５ ９１ ８７ １２６ 

  北区 １１０ ２１０ １４１ ２６１ ２５５ 

  荒川区 １９２ １０６ １２５ １２６ １４３ 

  板橋区 ２０１ １８０ ２４６ １９７ ２２１ 

  足立区 ３７９ ５７４ ６６６ ５２２ ５０４ 

  葛飾区 ２３４ １９３ ２９７ ３０５ １５９ 

  江戸川区 ２９２ ２０５ ２４６ ２６５ ２５６ 

  島しょ部 １１３ ９３ １６３ １０８ １２０ 

  その他 ２８４ ２７６ ３８１ ３１２ ２４４ 

合  計  ３，１９０ ３，１６７ ３，７７１ ３，４０４ ３，２６３ 

  

表表 11--((11))--55  技技術術援援助助   援援助助項項目目別別                                   （単位：件） 

年度  
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

処遇・

相談  

個別ケース ２，１６３ ２，３５４ ２，６９７ ２，２８０ ２，０３０ 

グループワーク ０ ０ ０ ０ ０ 

事例検討 ８７ ４６ ４９ ６０ ４１ 

連絡調整 ４６２ ２９２ ２０４ ２０３ １１４ 

情報知

識提供 

資源紹介 ６０ ６５ ３５ ４１ ３１ 

知識・資料提供 ３６ ４０ ５１ ６３ ４７ 

機関・

組織へ

の業務

協力  

業務検討 ３６ １５ ２５ １２１ ３ 

組織育成 ６ １ １ ０ ０ 

会議・連絡会 ６６ ５２ １５３ １８３ ７５ 

講演・研修 ２０ ６０ ４９ ４６ ５７ 

地域行事 ３ ９ ９ ２ ６２ 

調査・研究 ４ １ ３ ２ １１ 

アドミニストレーション ２ ０ １ ４ 

 
１ 

連絡調整 ２６ １５５ ３８５ ２１８ ３３１ 

センタ

ー主催

等の業

務・運

営 

事業別会議 ４６ ２１ １５ ２３ ２５ 

社会適応訓練 １３ ５ ４ ０ ０ 

高齢者医療相談調整委員会 ０ ０ ０ ０ ０ 

都主催行事 ０ ２ ０ ０ ３ 

研修・実習協力 ４ ３ ７ ２０ ５９ 

連絡調整 １２４ ３５ ３１ ９４ ３３７ 

島しょ巡回相談事業業務連絡 ７ ７ ４７ ３９ ２６ 

その他 ２５ ４ ５ ５ １０ 

合 計 ３，１９０  ３，１６７  ３，７７１  ３，４０４  ３，２６３  
 

（２）区東部特別区・保健所・精神保健福祉センター連絡会（13 区連絡会） 
 

住民の多様な精神保健福祉ニーズに応えるために、特別区及び保健所並びに東京都及び精神保

健福祉センターが精神保健福祉行政における連携を深め、適切な施策を進めるための討議及び情

報交換を目的として、平成 8 年度から実施している。 

 

 表表 11--((22))--１１  連連絡絡会会のの開開催催実実績績  (令和 6 年度)  
 

テ ー マ 「改正精神保健福祉法」について 

日 時 令和 7年 1月 31日（金曜日）午後 1時 30分から 4時 30分まで 

場 所 東京都社会福祉保健医療研修センター 702教室 

参 加 人 数 
区東部特別区及び島しょ保健所、保健センター、障害福祉課：60名 

東京都及び都立（総合）精神保健福祉センター ：18名         合計 78名 

内 容 

１ 「改正精神保健福祉法」について 

東京都立精神保健福祉センター所長 
 

２ 「入院者訪問支援事業」について 

東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課精神保健担当 
 

３ 「心のサポーター養成事業」について 

板橋区健康生きがい部健康推進課こころといのちの係 

 

（３）心神喪失者等医療観察法関連 
 

平成 15 年 7月に成立し、平成 17 年 7 月より施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為

を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、東京都心神喪失者等医療観察制度運営連

絡協議会等に参加し、東京保護観察所や関係機関と連携を図っている。 

   心神喪失者等医療観察法対象者に対しては、指定入院期間中に開催されるＣＰＡ（Care Program 

Approach）会議や指定通院中の東京保護観察所主催の地域ケア会議などに参加し、地域社会にお

ける処遇が適正かつ円滑に実施されるよう、関係機関と連携をしながら支援を行っている。 

また心神喪失者等医療観察法の処遇終了後のケースについても、地域関係機関からの求めに応

じ会議等に参加し技術支援を行っている。 

令和 6 年度に職員が参加したＣＰＡ会議及び地域ケア会議への参加回数は、オンライン会議参加

を含め 216回である。 

 

 表表 11--((33))--１１  医医療療観観察察法法ケケーースス数数  

（単位：回） 

区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

年度当初 ６３ ５６ ５９ ５８ ５４ 

新規ケース数 １０ １６ １２ １０ １４ 

終了ケース数 １７ １３ １３ １４ １１ 

年度終了時 ５６ ５９ ５８ ５４ ５７ 
 

－ 21 －



２２  教教育育研研修修  
 

（１）精神保健福祉研修等 
 

当センターでは、平成 18 年度から中部総合精神保健福祉センターと合同で、精神保健福祉研修

を企画・実施している。研修は 23 区と島しょ地域の地域精神保健福祉活動を推進する関係機関を

対象としている。地域関係機関職員の精神保健福祉に関する専門知識・技能の向上を図るととも

に、関係機関相互の連携を深めることを目的とした、より専門的な研修である。 

令和 6 年度に当センターが企画、運営した研修は、表 2-(1)-1 のとおりである。令和 2 年度よ

り新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全ての研修をオンライン形式で実施しており、感

染症法上 5 類に移行後も、島しょ地域等の遠隔地の受講者の利便性を考慮し、引続きオンライン

形式で実施している。 

 

表表 22--((11))--11  精精神神保保健健福福祉祉研研修修等等のの内内容容  (令和 6 年度)  
 

研 修 テ ー マ 

実施日 ・ 会場 
対  象 研 修 内 容 ・ 講 師 

受講者人数 
（申込者数） 

精
神
保
健
福
祉
研
修 

1 

アウトリーチ支援研修（前期） 
 
令和 6 年 7 月 30 日（火） 
オンライン研修 

特別区・島しょ地域の
行政職員、医療機関
職員、その他精神保
健福祉関係機関職員
等 

「アウトリーチ支援の理念と実践的課題」 
 
吾妻広域町村圏振興整備組合立中之
条病院 副院長 小川一夫 

１４１  

（２１６） 

2 

非対面の相談支援 
 
令和 6 年 8 月 9 日(金) 
オンライン研修 

「非対面の相談支援」 
 
成蹊大学文学部 
教授 岩田淳子 

２８３  

（３９９） 

3 

精神障害のある人の家族を
支援する 
 
令和 6 年 8 月 30 日（金） 
オンライン研修 

「精神障害のある人の家族を支援する」 
 
立正大学社会福祉学部 
教授 森田久美子 

３２６  

（４７３） 

4 

アウトリーチ支援研修（後期） 
 
令和 6 年 10 月 30 日（水） 
オンライン研修 

「精神科訪問支援の実践報告と地域生
活でのリカバリーを考える」 
 
こころのホームクリニック世田谷 
院長 高野洋輔 

８１  

（９９） 

5 

支援者のセルフケア 
 
令和 6 年 11 月 1 日（金） 
オンライン研修 

「仕事で燃え尽きないために 
～対人援助職のセルフケアの実践～」 
 
ＨＲＩ水澤都加佐カウンセリングオフィス 
所長 水澤都加佐 

２５９  

（３１３） 

6 

解決志向アプローチを学ぶ 
 
令和 6 年 11 月 29 日（水） 
オンライン研修 

「解決志向アプローチを学ぶ」 
ＫＩＤＳカウンセリングシステム 
コンサルタント 
目白大学心理学部 
教授 黒沢幸子 

３３８  

（４３０） 

依
存
症
支
援
者
研
修 

7 

依存症支援者研修 
（地域生活支援研修） 
 
令和 7 年 1 月 9 日（木） 
オンライン研修 

都内の行政職員、医
療 機 関 職 員 、教 職
員、その他精神保健
福祉関係機関職員等 

「薬物依存症の特質と対応」 
 
医療法人社団アパリ 
理事 
医師 梅野充 

１８６  

（２５１） 

研 修 テ ー マ 

実施日 ・ 会場 
対  象 研 修 内 容 ・ 講 師 

受講者人数 
（申込者数） 

そ
の
他 

8 

基幹相談支援センター向け

研修 （*精神障害者地域移

行体制整備支援事業の一環

として実施） 
令和 7 年 1 月 24 日（金） 
東京都社会福祉保健医療研
修センター 
 
 

基幹相談支援センタ
ー職員及び設置を検
討している自治体職
員 

「基幹相談支援センターにおける精神障
害への対応や相談体制について」 
 
社会福祉法人ソラティオ 
理事長 岡部正文 

１１ 

（１７） 

研修参加者合計 １，６２５人 
 

表表 22--((11))--22  精精神神保保健健福福祉祉研研修修等等受受講講者者内内訳訳  

（単位：人） 
年度  

所属機関 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所・保健センター ２００ １６７ １７７ 

福祉事務所（生活福祉課など含む） ９９ ７７ ６０ 

上記以外の区市町村の施設 ２１９ １６６ １８０ 

上記以外の都・国の施設 １９３ １４７ １３６ 

障害

福祉

サー

ビス

事業

所等 

訪問系（ホームヘルプ、重度訪問介護等） ２ ３ ０ 

日中活動系（療養介護、生活介護等） ９ ９ ９ 

施設系（施設入所支援） ４ １ ２ 

居住支援系（自立生活援助、グループホーム） １２８ １５６ ８９ 

訓練系・就労系（自立訓練、就労継続支援、就労移行支援） ２７７ ２３４ １８１ 

相談支援事業所 ８９ ８６ ５２ 

地域活動支援センター ８８ ６６ ４０ 

その他 ３２ ２２ ５９ 

医療機関 １５８ １８３ ２０６ 

学校関係 ４７ ２３ ５１ 

高齢者関係施設 １２６ １２３ １０３ 

社会福祉施設（社会福祉協議会、その他福祉施設） ２２１ ２０８ １７４ 

その他 １１１ ９１ １０６ 

受講者合計 ２，００３ １，７６２ １，６２５ 

  

（２）実習生･研修生の受入れ 
 

精神保健福祉実習としては、平成 19 年度からは「教育関係機関」のみとなった。 

実習の内容は、デイケア部門への参加の他、各事業の見学や解説、指導を行っている。 
 

表表 22--((22))--11  実実習習受受入入れれ状状況況  

                                         （単位：人） 

年度 
対象機関  

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 

教育機関 
（大学･専門学校等） 

７ ６１ １ ８ ２ １６ ２ １６ ２ ２３ 
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２２  教教育育研研修修  
 

（１）精神保健福祉研修等 
 

当センターでは、平成 18 年度から中部総合精神保健福祉センターと合同で、精神保健福祉研修

を企画・実施している。研修は 23 区と島しょ地域の地域精神保健福祉活動を推進する関係機関を

対象としている。地域関係機関職員の精神保健福祉に関する専門知識・技能の向上を図るととも

に、関係機関相互の連携を深めることを目的とした、より専門的な研修である。 

令和 6 年度に当センターが企画、運営した研修は、表 2-(1)-1 のとおりである。令和 2 年度よ

り新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全ての研修をオンライン形式で実施しており、感

染症法上 5 類に移行後も、島しょ地域等の遠隔地の受講者の利便性を考慮し、引続きオンライン

形式で実施している。 

 

表表 22--((11))--11  精精神神保保健健福福祉祉研研修修等等のの内内容容  (令和 6 年度)  
 

研 修 テ ー マ 

実施日 ・ 会場 
対  象 研 修 内 容 ・ 講 師 

受講者人数 
（申込者数） 

精
神
保
健
福
祉
研
修 

1 

アウトリーチ支援研修（前期） 
 
令和 6 年 7 月 30 日（火） 
オンライン研修 

特別区・島しょ地域の
行政職員、医療機関
職員、その他精神保
健福祉関係機関職員
等 

「アウトリーチ支援の理念と実践的課題」 
 
吾妻広域町村圏振興整備組合立中之
条病院 副院長 小川一夫 

１４１  

（２１６） 

2 

非対面の相談支援 
 
令和 6 年 8 月 9 日(金) 
オンライン研修 

「非対面の相談支援」 
 
成蹊大学文学部 
教授 岩田淳子 

２８３  

（３９９） 

3 

精神障害のある人の家族を
支援する 
 
令和 6 年 8 月 30 日（金） 
オンライン研修 

「精神障害のある人の家族を支援する」 
 
立正大学社会福祉学部 
教授 森田久美子 

３２６  

（４７３） 

4 

アウトリーチ支援研修（後期） 
 
令和 6 年 10 月 30 日（水） 
オンライン研修 

「精神科訪問支援の実践報告と地域生
活でのリカバリーを考える」 
 
こころのホームクリニック世田谷 
院長 高野洋輔 

８１  

（９９） 

5 

支援者のセルフケア 
 
令和 6 年 11 月 1 日（金） 
オンライン研修 

「仕事で燃え尽きないために 
～対人援助職のセルフケアの実践～」 
 
ＨＲＩ水澤都加佐カウンセリングオフィス 
所長 水澤都加佐 

２５９  

（３１３） 

6 

解決志向アプローチを学ぶ 
 
令和 6 年 11 月 29 日（水） 
オンライン研修 

「解決志向アプローチを学ぶ」 
ＫＩＤＳカウンセリングシステム 
コンサルタント 
目白大学心理学部 
教授 黒沢幸子 

３３８  

（４３０） 

依
存
症
支
援
者
研
修 

7 

依存症支援者研修 
（地域生活支援研修） 
 
令和 7 年 1 月 9 日（木） 
オンライン研修 

都内の行政職員、医
療 機 関 職 員 、教 職
員、その他精神保健
福祉関係機関職員等 

「薬物依存症の特質と対応」 
 
医療法人社団アパリ 
理事 
医師 梅野充 

１８６  

（２５１） 

研 修 テ ー マ 

実施日 ・ 会場 
対  象 研 修 内 容 ・ 講 師 

受講者人数 
（申込者数） 

そ
の
他 

8 

基幹相談支援センター向け

研修 （*精神障害者地域移

行体制整備支援事業の一環

として実施） 
令和 7 年 1 月 24 日（金） 
東京都社会福祉保健医療研
修センター 
 
 

基幹相談支援センタ
ー職員及び設置を検
討している自治体職
員 

「基幹相談支援センターにおける精神障
害への対応や相談体制について」 
 
社会福祉法人ソラティオ 
理事長 岡部正文 

１１ 

（１７） 

研修参加者合計 １，６２５人 
 

表表 22--((11))--22  精精神神保保健健福福祉祉研研修修等等受受講講者者内内訳訳  

（単位：人） 
年度  

所属機関 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所・保健センター ２００ １６７ １７７ 

福祉事務所（生活福祉課など含む） ９９ ７７ ６０ 

上記以外の区市町村の施設 ２１９ １６６ １８０ 

上記以外の都・国の施設 １９３ １４７ １３６ 

障害

福祉

サー

ビス

事業

所等 

訪問系（ホームヘルプ、重度訪問介護等） ２ ３ ０ 

日中活動系（療養介護、生活介護等） ９ ９ ９ 

施設系（施設入所支援） ４ １ ２ 

居住支援系（自立生活援助、グループホーム） １２８ １５６ ８９ 

訓練系・就労系（自立訓練、就労継続支援、就労移行支援） ２７７ ２３４ １８１ 

相談支援事業所 ８９ ８６ ５２ 

地域活動支援センター ８８ ６６ ４０ 

その他 ３２ ２２ ５９ 

医療機関 １５８ １８３ ２０６ 

学校関係 ４７ ２３ ５１ 

高齢者関係施設 １２６ １２３ １０３ 

社会福祉施設（社会福祉協議会、その他福祉施設） ２２１ ２０８ １７４ 

その他 １１１ ９１ １０６ 

受講者合計 ２，００３ １，７６２ １，６２５ 

  

（２）実習生･研修生の受入れ 
 

精神保健福祉実習としては、平成 19 年度からは「教育関係機関」のみとなった。 

実習の内容は、デイケア部門への参加の他、各事業の見学や解説、指導を行っている。 
 

表表 22--((22))--11  実実習習受受入入れれ状状況況  

                                         （単位：人） 

年度 
対象機関  

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 実人員 延べ人員 

教育機関 
（大学･専門学校等） 

７ ６１ １ ８ ２ １６ ２ １６ ２ ２３ 
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３３  広広報報普普及及  
  
  広く都民に対してこころの健康の増進を図るため、リーフレット・パンフレット等の作成と配布、

ホームページの作成、各種情報・資料の提供、マスコミ取材への協力、関係機関や都民を対象とした

講演会・勉強会への講師派遣などを行っている。 
 

（１）講師派遣・講演会 
 

地域の精神保健福祉に関する福祉、教育、医療、保健の各機関や家族会などから、研修や学習

会の講師として精神科医、コメディカル職員の派遣要請に対応している。令和 6 年度は、講師派

遣回数 35 回、参加者数 1,188 人であった。 

 

表 3-(1)-1 講師派遣実績  (令和 6 年度) 

（単位：人） 

区分 対象者 テーマ 人数 

1 思春期 教職員 子どもの自殺防止に向けて 31 

2 薬物 当事者 薬物乱用防止プログラム 4 

3 薬物 当事者 薬物乱用防止プログラム 5 

4 薬物 当事者 薬物乱用防止プログラム 2 

5 精神一般 区内関係機関職員 精神疾患の理解と対応 30 

6 精神一般 区民 精神障害の方への理解と接し方 9 

7 精神一般 医療介護機関職員、区職員 災害支援 ～被災者の心のケア～ 20 

8 薬物 関係機関職員 薬物依存からの回復 16 

9 精神一般 東京都住宅供給公社職員 精神疾患の基礎知識 15 

10 薬物 関係機関職員 薬物乱用について 26 

11 精神一般 関係機関職員 地域における支援の実践報告 44 

12 精神一般 東京都住宅供給公社職員 精神疾患の基礎知識 32 

13 精神一般 東京都住宅供給公社職員 精神疾患の基礎知識 30 

14 発達障害 区関係機関職員 発達障害 10 

15 発達障害 当事者家族、関係機関職員 発達障害 12 

16 高齢者 ケアマネージャー 高齢者の依存症 26 

17 高齢者 当事者家族 介護者のメンタルヘルス 10 

18 精神一般 区民、医療福祉機関職員 こころの病～統合失調症を中心に～ 60 

19 高齢者 ケアマネージャー 
精神疾患を抱える本人・家族への関わ
り方の工夫 

34 

20 思春期 養護教諭 
心身ともに健康な生活ができる生徒の
育成 

9 

21 自殺関連 薬剤師 メンタルヘルスと自殺に関連した問題 10 

22 アルコール 保健師、ケースワーカー 依存症支援について支援者向け研修 27 

23 精神一般 関係機関職員 地域連携の実践報告 19 

区分 対象者 テーマ 人数 

24 薬物 関係機関職員 薬物依存の理解と治療 74 

25 アルコール 関係機関職員 アルコール依存症の理解と対応 28 

26 こころの健康 関係機関職員 こころの健康と依存症 9 

27 こころの健康 関係機関職員 こころの健康と依存症 4 

28 こころの健康 関係機関職員 こころの健康を支える 9 

29 思春期 高校生 
新しい生活・環境へ旅立つあなたへ伝
えたいこと 

13 

30 アルコール 関係機関職員 アルコール依存症の理解と対応 11 

31 アルコール 関係機関職員 アルコール依存症の理解と対応 8 

32 こころの健康 関係機関職員 こだわりが強い方への対応について 38 

33 こころの健康 関係機関職員 
メンタルヘルスの不調を訴える人への
関わり方 

9 

34 こころの健康 関係機関職員 
メンタルヘルスの不調を訴える人への
関わり方 

4 

35 精神一般 関係機関職員 
支援しづらい人（支援を拒否する人）
を支援する 

500 

 

－ 24 －



３３  広広報報普普及及  
  
  広く都民に対してこころの健康の増進を図るため、リーフレット・パンフレット等の作成と配布、

ホームページの作成、各種情報・資料の提供、マスコミ取材への協力、関係機関や都民を対象とした

講演会・勉強会への講師派遣などを行っている。 
 

（１）講師派遣・講演会 
 

地域の精神保健福祉に関する福祉、教育、医療、保健の各機関や家族会などから、研修や学習

会の講師として精神科医、コメディカル職員の派遣要請に対応している。令和 6 年度は、講師派

遣回数 35 回、参加者数 1,188 人であった。 

 

表 3-(1)-1 講師派遣実績  (令和 6 年度) 

（単位：人） 

区分 対象者 テーマ 人数 

1 思春期 教職員 子どもの自殺防止に向けて 31 

2 薬物 当事者 薬物乱用防止プログラム 4 

3 薬物 当事者 薬物乱用防止プログラム 5 

4 薬物 当事者 薬物乱用防止プログラム 2 

5 精神一般 区内関係機関職員 精神疾患の理解と対応 30 

6 精神一般 区民 精神障害の方への理解と接し方 9 

7 精神一般 医療介護機関職員、区職員 災害支援 ～被災者の心のケア～ 20 

8 薬物 関係機関職員 薬物依存からの回復 16 

9 精神一般 東京都住宅供給公社職員 精神疾患の基礎知識 15 

10 薬物 関係機関職員 薬物乱用について 26 

11 精神一般 関係機関職員 地域における支援の実践報告 44 

12 精神一般 東京都住宅供給公社職員 精神疾患の基礎知識 32 

13 精神一般 東京都住宅供給公社職員 精神疾患の基礎知識 30 

14 発達障害 区関係機関職員 発達障害 10 

15 発達障害 当事者家族、関係機関職員 発達障害 12 

16 高齢者 ケアマネージャー 高齢者の依存症 26 

17 高齢者 当事者家族 介護者のメンタルヘルス 10 

18 精神一般 区民、医療福祉機関職員 こころの病～統合失調症を中心に～ 60 

19 高齢者 ケアマネージャー 
精神疾患を抱える本人・家族への関わ
り方の工夫 

34 

20 思春期 養護教諭 
心身ともに健康な生活ができる生徒の
育成 

9 

21 自殺関連 薬剤師 メンタルヘルスと自殺に関連した問題 10 

22 アルコール 保健師、ケースワーカー 依存症支援について支援者向け研修 27 

23 精神一般 関係機関職員 地域連携の実践報告 19 

区分 対象者 テーマ 人数 

24 薬物 関係機関職員 薬物依存の理解と治療 74 

25 アルコール 関係機関職員 アルコール依存症の理解と対応 28 

26 こころの健康 関係機関職員 こころの健康と依存症 9 

27 こころの健康 関係機関職員 こころの健康と依存症 4 

28 こころの健康 関係機関職員 こころの健康を支える 9 

29 思春期 高校生 
新しい生活・環境へ旅立つあなたへ伝
えたいこと 

13 

30 アルコール 関係機関職員 アルコール依存症の理解と対応 11 

31 アルコール 関係機関職員 アルコール依存症の理解と対応 8 

32 こころの健康 関係機関職員 こだわりが強い方への対応について 38 

33 こころの健康 関係機関職員 
メンタルヘルスの不調を訴える人への
関わり方 

9 

34 こころの健康 関係機関職員 
メンタルヘルスの不調を訴える人への
関わり方 

4 

35 精神一般 関係機関職員 
支援しづらい人（支援を拒否する人）
を支援する 

500 

 

－ 25 －



４４  調調査査研研究究  
  
（１）調査回答 
 

表 4-(1)-1  調査回答一覧   (令和 6 年度) 
 

調査内容 回答先 

1  
ギャンブル等依存症問題啓発週間における取
組について 

東京都 福祉局 障害者施策推進部 精神保健医
療課 

2 豊島区「障害者福祉のしおり」の校正について 豊島区 福祉部 障害福祉課 

3 ギャンブル等依存症相談事例 
東京都 福祉局 障害者施策推進部 精神保健医
療課 

4 薬物乱用対策の普及啓発等 東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 

5 
第 2 期アルコール健康障害対策基本計画の取
組状況 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精
神・障害保健課 

6 
第 4 期東京都犯罪被害者等支援計画の実施状
況等の調査について(依頼） 

東京都 福祉局 障害者施策推進部 精神保健医
療課 精神保健担当 

7 
社会貢献活動団体等との協働及びボランティ
ア参加事業実施状況調査 

東京都 生活文化スポーツ局 都民生活部 地域
活動推進課 

8 困難女性支援基本計画策定に係る調査 豊島区 男女平等推進センター 

9 全国精神保健福祉センター状況調査 全国精神保健福祉センター長会 

10 江戸川区発達障害支援情報ガイド 江戸川区 発達相談・支援センター 

11 人権啓発冊子「みんなの人権」 東京都 総務局 人権部 

12 精神保健福祉普及運動の取組状況調査 
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精
神・障害保健課 

13 東京都こどもホームページ資料 
東京都 子供政策連携室 企画調整部 企画調整
課 

14 
薬物依存症の方が医療機関に受診・相談した時
の情報提供のあり方に関するアンケート調査 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精
神・障害保健課 

15 
市販薬、処方薬及び大麻使用問題に係る相談件
数調査 

厚生労働省 

16 
全国精神保健福祉センターにおける各種依存
症対応プログラムの実施状況など活動状況の
調査 

厚生労働省 

17 
精神疾患を有する方への血液透析に関するア
ンケート 

国立精神・神経医療研究センター 

18 
妊産婦へのメンタルケア等の診療に係る実施
状況調査 

東京都 福祉局 子供・子育て支援部 

19 江戸川区障害者福祉のしおり 江戸川区 福祉部 障害者福祉課 

20 北区障害者福祉のしおり 北区 福祉部 障害者福祉課 

21 ゲームに関連した相談家族等の実態調査 国立精神・神経医療研究センター 

22 千代田区障害者福祉のしおり 千代田区 保健福祉部 障害者福祉課 

23 
島根ギャンブル障がい回復トレーニングプロ
グラム（ＳＡＴ－Ｇ）活用状況に関する調査 

全国精神保健福祉センター長会 

 
 

調査内容 回答内容 

24 
「消費生活相談用 事業者団体・行政機関等の
窓口名簿」調査について 

東京都消費生活総合センター 

25 
日本司法支援センター（法テラス）が行う犯罪
被害者支援業務に関するアンケート 

日本司法支援センター（法テラス） 

26 
足立区「障がい者のしおり」（2025 年版）の原
稿確認等について 

足立区 障がい福祉課 

27 
墨田区発達障害庁内連携マニュアルの内容確
認 

墨田区 福祉保健部 保健衛生担当 保健予防課 

28 文京区障害者福祉のてびき 文京区 福祉部 障害福祉課 

29 ネットゲーム依存治療・相談施設に関する調査 国立病院機構久里浜医療センター 臨床研究部 

 

（２）所内職員研修 
 

表 4-(2)-1 所内職員研修  (令和 6 年度) 

（単位：人） 

区 分 テーマ 講 師 開催日 参加人数 

転入者研修 

着任者研修（医療観察法） 課務担当課長代理(医師) 4 月 16 日 4 

着任者研修（思春期・青年期） 課務担当課長代理(医師) 5 月 7 日 2 

着任者研修（依存症） 医長 5 月 8 日 2 

着任者研修（精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステム） 

所長 5 月 10 日 2 

クルズス 

クルズス 精神保健福祉法の改正
と精神保健福祉政策の動向 

所長 5 月 27 日 17 

クルズス 東京都職員の精神保健 調査担当課長代理 7 月 8 日 20 

クルズス デイケア事例紹介 デイケア担当職員 1 月 29 日 19 

所内他部門

研修 

所内他部門研修 
アウトリーチ事例検討会 

アウトリーチ支援担当 4 月 25 日 1 

所内他部門研修 
アウトリーチ事例検討会 

アウトリーチ支援担当 5 月 9 日 1 

医療安全 

研修 

医療安全研修 
「災害時の事業継続計画（ＢＣＰ)」 

所長 6 月 24 日 20 

医療安全研修 
「ＣＶＰＰＰ」 

都立松沢病院精神科 
認定看護師 山口球氏 

12 月 23 日 17 

文書事務 
研修 

文書事務の基礎知識 庶務担当課長代理 10 月 29 日 3 

職場研修 
生きづらさを抱える若者の現状と
課題 

筑波大学人文社会系 
教授 土井隆義氏 

2 月 28 日 33 
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４４  調調査査研研究究  
  
（１）調査回答 
 

表 4-(1)-1  調査回答一覧   (令和 6 年度) 
 

調査内容 回答先 

1  
ギャンブル等依存症問題啓発週間における取
組について 

東京都 福祉局 障害者施策推進部 精神保健医
療課 

2 豊島区「障害者福祉のしおり」の校正について 豊島区 福祉部 障害福祉課 

3 ギャンブル等依存症相談事例 
東京都 福祉局 障害者施策推進部 精神保健医
療課 

4 薬物乱用対策の普及啓発等 東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 

5 
第 2 期アルコール健康障害対策基本計画の取
組状況 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精
神・障害保健課 

6 
第 4 期東京都犯罪被害者等支援計画の実施状
況等の調査について(依頼） 

東京都 福祉局 障害者施策推進部 精神保健医
療課 精神保健担当 

7 
社会貢献活動団体等との協働及びボランティ
ア参加事業実施状況調査 

東京都 生活文化スポーツ局 都民生活部 地域
活動推進課 

8 困難女性支援基本計画策定に係る調査 豊島区 男女平等推進センター 

9 全国精神保健福祉センター状況調査 全国精神保健福祉センター長会 

10 江戸川区発達障害支援情報ガイド 江戸川区 発達相談・支援センター 

11 人権啓発冊子「みんなの人権」 東京都 総務局 人権部 

12 精神保健福祉普及運動の取組状況調査 
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精
神・障害保健課 

13 東京都こどもホームページ資料 
東京都 子供政策連携室 企画調整部 企画調整
課 

14 
薬物依存症の方が医療機関に受診・相談した時
の情報提供のあり方に関するアンケート調査 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精
神・障害保健課 

15 
市販薬、処方薬及び大麻使用問題に係る相談件
数調査 

厚生労働省 

16 
全国精神保健福祉センターにおける各種依存
症対応プログラムの実施状況など活動状況の
調査 

厚生労働省 

17 
精神疾患を有する方への血液透析に関するア
ンケート 

国立精神・神経医療研究センター 

18 
妊産婦へのメンタルケア等の診療に係る実施
状況調査 

東京都 福祉局 子供・子育て支援部 

19 江戸川区障害者福祉のしおり 江戸川区 福祉部 障害者福祉課 

20 北区障害者福祉のしおり 北区 福祉部 障害者福祉課 

21 ゲームに関連した相談家族等の実態調査 国立精神・神経医療研究センター 

22 千代田区障害者福祉のしおり 千代田区 保健福祉部 障害者福祉課 

23 
島根ギャンブル障がい回復トレーニングプロ
グラム（ＳＡＴ－Ｇ）活用状況に関する調査 

全国精神保健福祉センター長会 

 
 

調査内容 回答内容 

24 
「消費生活相談用 事業者団体・行政機関等の
窓口名簿」調査について 

東京都消費生活総合センター 

25 
日本司法支援センター（法テラス）が行う犯罪
被害者支援業務に関するアンケート 

日本司法支援センター（法テラス） 

26 
足立区「障がい者のしおり」（2025 年版）の原
稿確認等について 

足立区 障がい福祉課 

27 
墨田区発達障害庁内連携マニュアルの内容確
認 

墨田区 福祉保健部 保健衛生担当 保健予防課 

28 文京区障害者福祉のてびき 文京区 福祉部 障害福祉課 

29 ネットゲーム依存治療・相談施設に関する調査 国立病院機構久里浜医療センター 臨床研究部 

 

（２）所内職員研修 
 

表 4-(2)-1 所内職員研修  (令和 6 年度) 

（単位：人） 

区 分 テーマ 講 師 開催日 参加人数 

転入者研修 

着任者研修（医療観察法） 課務担当課長代理(医師) 4 月 16 日 4 

着任者研修（思春期・青年期） 課務担当課長代理(医師) 5 月 7 日 2 

着任者研修（依存症） 医長 5 月 8 日 2 

着任者研修（精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステム） 

所長 5 月 10 日 2 

クルズス 

クルズス 精神保健福祉法の改正
と精神保健福祉政策の動向 

所長 5 月 27 日 17 

クルズス 東京都職員の精神保健 調査担当課長代理 7 月 8 日 20 

クルズス デイケア事例紹介 デイケア担当職員 1 月 29 日 19 

所内他部門

研修 

所内他部門研修 
アウトリーチ事例検討会 

アウトリーチ支援担当 4 月 25 日 1 

所内他部門研修 
アウトリーチ事例検討会 

アウトリーチ支援担当 5 月 9 日 1 

医療安全 

研修 

医療安全研修 
「災害時の事業継続計画（ＢＣＰ)」 

所長 6 月 24 日 20 

医療安全研修 
「ＣＶＰＰＰ」 

都立松沢病院精神科 
認定看護師 山口球氏 

12 月 23 日 17 

文書事務 
研修 

文書事務の基礎知識 庶務担当課長代理 10 月 29 日 3 

職場研修 
生きづらさを抱える若者の現状と
課題 

筑波大学人文社会系 
教授 土井隆義氏 

2 月 28 日 33 
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５５  精精神神障障害害者者地地域域移移行行体体制制整整備備支支援援事事業業 
  

（１）精神障害者地域移行体制整備支援事業の目的・根拠 
 

  ア 目的 
 

精神科病院に入院している精神障害者が、円滑に地域移行を図るための体制及び安定した地

域生活を送るための体制を整備するとともに、精神科医療機関と地域との相互理解及び連携強

化の推進を図る。 
 

イ 根拠 
 

    精神障害者地域移行体制整備支援事業実施要綱（23 福保障精第 1377 号） 

    精神障害者地域移行促進事業実施要領（23 福保障精第 1413号） 

    グループホーム活用型ショートステイ事業実施要領（23 福保障精第 1414 号） 

    地域生活移行支援会議実施要領（23福保障精第 1424 号） 

    精神障害者地域移行体制整備支援事業基幹相談支援センター向け研修実施要領 

    （5福祉障精第 1462 号） 

 

（２）都内３センターでの取組み 
 

ア 障害者地域移行促進事業  
 

令和 5 年度に引き続き新型コロナウイルス感染症への対応が緩和されたことに伴い、地域に

おける会議やワーキンググループの多くは対面での開催に戻り、より活発な情報交換や課題検

討が進められた。 

医療機関においては面会や外出の制限が未だ残る機関もみられるが、感染対策をしながら地

域のピアサポーター活動の受け入れへの協力体制が再構築され始めている。また、地域の支援

者による動機づけ支援への関心が高まっており、自治体での事業展開に期待を寄せる動きもみ

られている。 
 

(ア) 地域移行・地域定着促進事業 

社会福祉法人等に委託し、指定一般相談支援事業者等に対する地域移行・地域定着に向け

た専門的な指導・助言を行うとともに、地域生活に関する体制づくりを支援するなど、精神

障害者の地域移行・地域定着を促進した。 

また、精神科病院入院者の動機づけ支援、病院プログラムへの参加及びピアサポーターに

よる交流会等、病院内の地域連携支援体制の構築へ協力した。事業の実施に当たっては、ピ

アサポーターと協働して行っている。 

  

表表 55--((22))--11  地地域域移移行行促促進進事事業業者者  (令和 6 年度)  
 

1 世田谷区 （福）めぐはうす 2 江戸川区 
（福）ひらいルミナル 

相談支援センター くらふと 

3 八王子市 
（特非）わかくさ福祉会 

地域サポートユニット hiraku（ひらく） 4 国分寺市 
（福）はらからの家福祉会 

地域生活支援センター プラッツ 

5 西東京市 （医）薫風会 

地域活動支援センター ハーモニー 6 三鷹市 
（福）巣立ち会 

野の花 

 

表表 55--((22))--22  指指定定一一般般相相談談支支援援事事業業所所等等へへのの指指導導・・助助言言  (令和 6 年度) 

（単位：件）  

機関と内容 件数 

指定一般相談支援事業所への指導・助言 １，９３６ 

関係機関への連絡調整 ６，７６３ 

会議等への参加 ４６３ 

 

(イ) ピアサポーターとの連携及びピアサポートの活用を推進するための体制整備 

社会福祉法人等に委託（（ア）と同じ）し、ピアサポーターやピアサポーター活用アドバイ

ザーとの連携を図るとともに、ピアサポーター及びピアサポーターの育成や活用を行う相談

支援事業所に対して必要な情報提供を行った。 

 

表表 55--((22))--33  ピピアアササポポーータターーのの活活動動  (令和 6 年度)  
 

活動内容 実施状況 

総活動数（回） １６１ 

実施場所（か所） ７５ 

延べピアサポーター数（人） ２１０ 

 

(ウ) 地域移行関係職員に対する研修  

精神障害者の地域移行・地域定着に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進し、円滑か

つ効果的な地域移行・地域定着が図られるよう地域移行関係職員に対する研修を実施した。 

 

表表 55--((22))--44  地地域域移移行行関関係係職職員員にに対対すするる研研修修  (令和 6 年度)  
  

申込者数（人） ３５７ 

受講者数（人） ３１３ 

動画配信期間 
令和 7年 2月 14日～ 

2月 28日 

 

(エ) ピアサポーター活用アドバイザー事業 

社会福祉法人等に委託し、ピアサポーターの活用を更に進めるため、精神科病院に対し、

スタッフへの普及啓発、活動に係る助言や相談等の支援を行った。 

また、地域で実施しているピアサポート活動について情報を収集し、必要に応じて精神科

病院等へ情報提供を行った。ピアサポーターの育成については、精神科病院や地域関係機関

に働きかけた。 

－ 28 －



５５  精精神神障障害害者者地地域域移移行行体体制制整整備備支支援援事事業業 
  

（１）精神障害者地域移行体制整備支援事業の目的・根拠 
 

  ア 目的 
 

精神科病院に入院している精神障害者が、円滑に地域移行を図るための体制及び安定した地

域生活を送るための体制を整備するとともに、精神科医療機関と地域との相互理解及び連携強

化の推進を図る。 
 

イ 根拠 
 

    精神障害者地域移行体制整備支援事業実施要綱（23 福保障精第 1377 号） 

    精神障害者地域移行促進事業実施要領（23 福保障精第 1413号） 

    グループホーム活用型ショートステイ事業実施要領（23 福保障精第 1414 号） 

    地域生活移行支援会議実施要領（23福保障精第 1424 号） 

    精神障害者地域移行体制整備支援事業基幹相談支援センター向け研修実施要領 

    （5福祉障精第 1462 号） 

 

（２）都内３センターでの取組み 
 

ア 障害者地域移行促進事業  
 

令和 5 年度に引き続き新型コロナウイルス感染症への対応が緩和されたことに伴い、地域に

おける会議やワーキンググループの多くは対面での開催に戻り、より活発な情報交換や課題検

討が進められた。 

医療機関においては面会や外出の制限が未だ残る機関もみられるが、感染対策をしながら地

域のピアサポーター活動の受け入れへの協力体制が再構築され始めている。また、地域の支援

者による動機づけ支援への関心が高まっており、自治体での事業展開に期待を寄せる動きもみ

られている。 
 

(ア) 地域移行・地域定着促進事業 

社会福祉法人等に委託し、指定一般相談支援事業者等に対する地域移行・地域定着に向け

た専門的な指導・助言を行うとともに、地域生活に関する体制づくりを支援するなど、精神

障害者の地域移行・地域定着を促進した。 

また、精神科病院入院者の動機づけ支援、病院プログラムへの参加及びピアサポーターに

よる交流会等、病院内の地域連携支援体制の構築へ協力した。事業の実施に当たっては、ピ

アサポーターと協働して行っている。 

  

表表 55--((22))--11  地地域域移移行行促促進進事事業業者者  (令和 6 年度)  
 

1 世田谷区 （福）めぐはうす 2 江戸川区 
（福）ひらいルミナル 

相談支援センター くらふと 

3 八王子市 
（特非）わかくさ福祉会 

地域サポートユニット hiraku（ひらく） 4 国分寺市 
（福）はらからの家福祉会 

地域生活支援センター プラッツ 

5 西東京市 （医）薫風会 

地域活動支援センター ハーモニー 6 三鷹市 
（福）巣立ち会 

野の花 

 

表表 55--((22))--22  指指定定一一般般相相談談支支援援事事業業所所等等へへのの指指導導・・助助言言  (令和 6 年度) 

（単位：件）  

機関と内容 件数 

指定一般相談支援事業所への指導・助言 １，９３６ 

関係機関への連絡調整 ６，７６３ 

会議等への参加 ４６３ 

 

(イ) ピアサポーターとの連携及びピアサポートの活用を推進するための体制整備 

社会福祉法人等に委託（（ア）と同じ）し、ピアサポーターやピアサポーター活用アドバイ

ザーとの連携を図るとともに、ピアサポーター及びピアサポーターの育成や活用を行う相談

支援事業所に対して必要な情報提供を行った。 

 

表表 55--((22))--33  ピピアアササポポーータターーのの活活動動  (令和 6 年度)  
 

活動内容 実施状況 

総活動数（回） １６１ 

実施場所（か所） ７５ 

延べピアサポーター数（人） ２１０ 

 

(ウ) 地域移行関係職員に対する研修  

精神障害者の地域移行・地域定着に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進し、円滑か

つ効果的な地域移行・地域定着が図られるよう地域移行関係職員に対する研修を実施した。 

 

表表 55--((22))--44  地地域域移移行行関関係係職職員員にに対対すするる研研修修  (令和 6 年度)  
  

申込者数（人） ３５７ 

受講者数（人） ３１３ 

動画配信期間 
令和 7年 2月 14日～ 

2月 28日 

 

(エ) ピアサポーター活用アドバイザー事業 

社会福祉法人等に委託し、ピアサポーターの活用を更に進めるため、精神科病院に対し、

スタッフへの普及啓発、活動に係る助言や相談等の支援を行った。 

また、地域で実施しているピアサポート活動について情報を収集し、必要に応じて精神科

病院等へ情報提供を行った。ピアサポーターの育成については、精神科病院や地域関係機関

に働きかけた。 

－ 29 －



表表 55--((22))--55  ピピアアササポポーータターー活活用用アアドドババイイザザーー事事業業者者  (令和 6 年度)  
  

1 世田谷区 （福）めぐはうす 2 江戸川区 
（福）ひらいルミナル 

相談支援センター くらふと 

3 八王子市 
（特非）わかくさ福祉会 

地域サポートユニット hiraku（ひらく） 
4 国分寺市 

（福）はらからの家福祉会 

地域生活支援センター プラッツ 

5 西東京市 （医）薫風会 

地域活動支援センター ハーモニー 
6 三鷹市 

（福）巣立ち会 

野の花 

 

表表 55--((22))--66  ピピアアササポポーータターー活活用用アアドドババイイザザーー事事業業  相相談談連連絡絡等等内内訳訳  (令和 6 年度) 

（単位：件）  

指定一般相談支援事業所等への指導・助言 １，０２０ 

関係機関への連絡調整 ２，７８５ 

その他の活動 ３１６ 

合計（延べ） ４，１２１ 

  

表表 55--((22))——77  ピピアアササポポーータターー活活用用アアドドババイイザザーー事事業業  病病院院内内活活動動内内訳訳  (令和 6 年度) 
 

活動病院数 
対象 

入院者（実人/延人） 病院職員（実人/延人） 

１８病院 ２１１ / １，３３８ １３１ / ４３８ 

 

イ グループホーム活用型ショートステイ事業 
 

社会福祉法人等に委託し、精神障害者グループホームに併設した専用居室等を使用して、地

域生活のイメージ作りや退院後の病状悪化防止のためのショートステイを実施した。 

 

表表 55--((22))--88  ググルルーーププホホーームム活活用用型型シショョーートトスステテイイ事事業業者者  (令和 6 年度)  
 

1 練馬区 
（医）翠会 

グループホームサンホーム 
2 江戸川区 

（特非）東京ソテリア 

東京ソテリアハウス 

3 八王子市 
（医）青渓会 

グループホーム駒里 
4 国分寺市 （福）はらからの家福祉会 

ピア国分寺 

5 三鷹市  
（福）巣立ち会 

巣立ちホーム  
 

 

表表 55--((22))--99  ググルルーーププホホーームム活活用用型型シショョーートトスステテイイ事事業業実実績績  
 

区分 
年度 委託事業数 利用者数（人） 利用日数（日） 

2 年度 ５ ６４ ５７７ 

3 年度 ５ ７８ ６６６ 

4 年度 ５ ７８ ７３８ 

5 年度 ５ ９５ ８２０ 

6 年度 ５ ９４ ８２３ 

 

ウ 地域生活移行支援会議 
 

保健・医療・福祉の関係者により、本事業に係る活動の報告や評価を行うとともに、地域包

括ケアシステムを見据えた効果的な支援体制構築に向けた協議を行った。 

 

（３）精神保健福祉センターの取組み 
 

ア 精神障害者地域移行促進事業  
 

(ア) 地域への働きかけ 

地域移行促進事業の地域移行コーディネーターと共に、担当エリア 13区の精神保健福祉主

管部署、相談支援事業所等を訪問。事業説明・ヒヤリングを行い、各区状況や地域課題に合

わせて、都事業の活用についての提案、相談等を実施した。 

また、各区の要望に応じて自立支援協議会専門部会、ワーキンググループ等の協議の場に

参加し、地域移行支援及び精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関わる情報

の提供、広域的専門的助言を行った。 
 

(イ) 精神科医療機関への働きかけ 

地域移行促進事業の地域移行コーディネーター及びピアサポーター活用アドバイザーと共

に、担当エリア内協力病院を訪問。事業説明・ヒヤリングを行い、地域保健福祉サービス等

に関する情報の提供及び活用支援を行った。 

また、病院主催の地域移行支援会議等を実施している協力病院に対しては、積極的に会議

に参加し、医療機関と地域移行支援を行う自治体や事業者の間でスムーズな連携が取れるよ

う支援を行った。 
 

(ウ) 委託事業者への支援 

エリア担当委託事業者の「相談支援センターくらふと」との協働・活動支援を行った。また、

地域移行促進事業担当者連絡会において、委託事業所全体での情報共有や課題検討を行った。 
 

(エ) 地域移行関係職員に対する研修 

地域移行・地域定着に関する５つの講義をオンデマンドにて配信した。精神障害にも対応

した地域包括ケアシステムについて各区及び医療機関等での取組状況、地域移行支援、ピア

サポートについて理解を深め、精神障害者地域移行・地域定着の推進を目的に実施した。 

 

表表 55--((33))--11  対対象象機機関関別別件件数数  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

技 術 援 助 組 織 育 成 

対象機関 来所 出張 
電話 
メール 合計 対象機関 来所 出張 

電話 
メール 合計 

都・区保健所 ０ ６３ ３０８ ３７１ 相談支援センター ０ ２６ ３０９ ３３５ 

障害福祉課 ０ １６ ２２３ ２３９ 介護給付系 ０ ０ ２ ２ 

生活福祉課 ０ ０ ６ ６ 通所給付系 ０ ０ １ １ 

医療機関 ０ ２７ ５７ ８４ 居住給付系 ０ ４ ４５ ４９ 

国・都・県 ０ ２９ １０９ １３８ その他の相談機関 ０ ０ ０ ０ 

その他 ０ ０ ０ ０ その他 ０ ２ ４ ６ 

合 計 ０ １３５ ７０３ ８３８ 合 計 ０ ３２ ３６１ ３９３ 

－ 30 －



表表 55--((22))--55  ピピアアササポポーータターー活活用用アアドドババイイザザーー事事業業者者  (令和 6 年度)  
  

1 世田谷区 （福）めぐはうす 2 江戸川区 
（福）ひらいルミナル 

相談支援センター くらふと 

3 八王子市 
（特非）わかくさ福祉会 

地域サポートユニット hiraku（ひらく） 
4 国分寺市 

（福）はらからの家福祉会 

地域生活支援センター プラッツ 

5 西東京市 （医）薫風会 

地域活動支援センター ハーモニー 
6 三鷹市 

（福）巣立ち会 

野の花 

 

表表 55--((22))--66  ピピアアササポポーータターー活活用用アアドドババイイザザーー事事業業  相相談談連連絡絡等等内内訳訳  (令和 6 年度) 

（単位：件）  

指定一般相談支援事業所等への指導・助言 １，０２０ 

関係機関への連絡調整 ２，７８５ 

その他の活動 ３１６ 

合計（延べ） ４，１２１ 

  

表表 55--((22))——77  ピピアアササポポーータターー活活用用アアドドババイイザザーー事事業業  病病院院内内活活動動内内訳訳  (令和 6 年度) 
 

活動病院数 
対象 

入院者（実人/延人） 病院職員（実人/延人） 

１８病院 ２１１ / １，３３８ １３１ / ４３８ 

 

イ グループホーム活用型ショートステイ事業 
 

社会福祉法人等に委託し、精神障害者グループホームに併設した専用居室等を使用して、地

域生活のイメージ作りや退院後の病状悪化防止のためのショートステイを実施した。 

 

表表 55--((22))--88  ググルルーーププホホーームム活活用用型型シショョーートトスステテイイ事事業業者者  (令和 6 年度)  
 

1 練馬区 
（医）翠会 

グループホームサンホーム 
2 江戸川区 

（特非）東京ソテリア 

東京ソテリアハウス 

3 八王子市 
（医）青渓会 

グループホーム駒里 
4 国分寺市 （福）はらからの家福祉会 

ピア国分寺 

5 三鷹市  
（福）巣立ち会 

巣立ちホーム  
 

 

表表 55--((22))--99  ググルルーーププホホーームム活活用用型型シショョーートトスステテイイ事事業業実実績績  
 

区分 
年度 委託事業数 利用者数（人） 利用日数（日） 

2 年度 ５ ６４ ５７７ 

3 年度 ５ ７８ ６６６ 

4 年度 ５ ７８ ７３８ 

5 年度 ５ ９５ ８２０ 

6 年度 ５ ９４ ８２３ 

 

ウ 地域生活移行支援会議 
 

保健・医療・福祉の関係者により、本事業に係る活動の報告や評価を行うとともに、地域包

括ケアシステムを見据えた効果的な支援体制構築に向けた協議を行った。 

 

（３）精神保健福祉センターの取組み 
 

ア 精神障害者地域移行促進事業  
 

(ア) 地域への働きかけ 

地域移行促進事業の地域移行コーディネーターと共に、担当エリア 13区の精神保健福祉主

管部署、相談支援事業所等を訪問。事業説明・ヒヤリングを行い、各区状況や地域課題に合

わせて、都事業の活用についての提案、相談等を実施した。 

また、各区の要望に応じて自立支援協議会専門部会、ワーキンググループ等の協議の場に

参加し、地域移行支援及び精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関わる情報

の提供、広域的専門的助言を行った。 
 

(イ) 精神科医療機関への働きかけ 

地域移行促進事業の地域移行コーディネーター及びピアサポーター活用アドバイザーと共

に、担当エリア内協力病院を訪問。事業説明・ヒヤリングを行い、地域保健福祉サービス等

に関する情報の提供及び活用支援を行った。 

また、病院主催の地域移行支援会議等を実施している協力病院に対しては、積極的に会議

に参加し、医療機関と地域移行支援を行う自治体や事業者の間でスムーズな連携が取れるよ

う支援を行った。 
 

(ウ) 委託事業者への支援 

エリア担当委託事業者の「相談支援センターくらふと」との協働・活動支援を行った。また、

地域移行促進事業担当者連絡会において、委託事業所全体での情報共有や課題検討を行った。 
 

(エ) 地域移行関係職員に対する研修 

地域移行・地域定着に関する５つの講義をオンデマンドにて配信した。精神障害にも対応

した地域包括ケアシステムについて各区及び医療機関等での取組状況、地域移行支援、ピア

サポートについて理解を深め、精神障害者地域移行・地域定着の推進を目的に実施した。 

 

表表 55--((33))--11  対対象象機機関関別別件件数数  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

技 術 援 助 組 織 育 成 

対象機関 来所 出張 
電話 
メール 合計 対象機関 来所 出張 

電話 
メール 合計 

都・区保健所 ０ ６３ ３０８ ３７１ 相談支援センター ０ ２６ ３０９ ３３５ 

障害福祉課 ０ １６ ２２３ ２３９ 介護給付系 ０ ０ ２ ２ 

生活福祉課 ０ ０ ６ ６ 通所給付系 ０ ０ １ １ 

医療機関 ０ ２７ ５７ ８４ 居住給付系 ０ ４ ４５ ４９ 

国・都・県 ０ ２９ １０９ １３８ その他の相談機関 ０ ０ ０ ０ 

その他 ０ ０ ０ ０ その他 ０ ２ ４ ６ 

合 計 ０ １３５ ７０３ ８３８ 合 計 ０ ３２ ３６１ ３９３ 
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表表 55--((33))--22  援援助助分分類類項項目目別別件件数数  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

分類項目 
技 術 援 助 組 織 育 成 

来所 出張 
電話 
メール 合計 来所 出張 

電話 
メール 合計 

処遇・相談 ０ ４ ３１ ３５ ０ １ ８ ９ 

情報・知識の提供 ０ ２ １２ １４ ０ ０ ６ ６ 

機関・組織への業務協力 ０ ９９ ３２０ ４１９ ０ ２７ ８０ １０７ 

都・センター主催事業 ０ ２９ ３４０ ３６９ ０ ４ ２６７ ２７１ 

その他 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ０ １３５ ７０３ ８３８ ０ ３２ ３６１ ３９３ 

 

表表 55--((33))--33  地地域域別別内内訳訳件件数数  (令和 6 年度)  

  （単位：件） 

区 分 

千

代

田

区 

中

央

区 

文

京

区 

台

東

区 

墨

田

区 

江

東

区 

豊

島

区 

北

区 

荒

川

区 

板

橋

区 

足

立

区 

葛

飾

区 

江

戸

川

区 

島

し

ょ

部 

西 
南 
部
10
区 

多

摩

地

域 

そ

の

他 合計 

技術援助 29 17 64 55 37 33 46 50 45 91 75 41 91 27 109 28 0 838 

組織育成 4 2 12 29 1 0 31 29 29 15 0 2 220 0 8 11 0 393 

合 計 33 19 76 84 38 33 77 79 74 106 75 43 311 27 117 39 0 1,231 

 

イ グループホーム活用型ショートステイ事業 
 

担当エリア委託事業者の「東京ソテリアハウス」及び多摩エリアの「ピア国分寺」の受入会

議に出席し、運営や支援に関する助言を行った。また、関係機関からの事業利用の相談に対応

し、必要に応じて担当事業者につなげ、利用促進に努めた。 

 

ウ 地域生活移行支援会議 圏域別会議 
 

担当エリア 13 区の自治体、協力病院、相談支援事業所等を対象に集合開催にて実施した。今

年度は「退院に向けた動機付け支援（退院意欲の喚起）」をテーマとし、担当エリア内で先駆的

な活動を実施している豊島区での地域移行支援の取り組みについて話題提供を受け、各区での

取り組みについての情報共有や意見交換を行った。 

また、各機関での地域移行・地域定着支援の状況や、精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築の状況についても情報共有、意見交換を行った。 

表表 55--((33))--44  地地域域生生活活移移行行支支援援会会議議  圏圏域域別別会会議議のの実実績績  (令和 6 年度)  
 

開催日・会場 内 容 対象機関 
参加者 

（人） 

令和 6年 8月 19日 

 

社会福祉保健医療

研修センター 

502 教室 

1 東京都の精神障害者地域移行 

 体制整備支援事業について 
 

2 講義：「豊島区での地域移行支

援の取り組みについて」 

 講師：社会福祉法人豊芯会 

 相談支援センターこかげ 

 地域生活支援拠点等コーディネ

ーター 精神保健福祉士 

三好康太氏 
 

3 各機関の地域移行・地域定着に

係る状況報告・意見交換 
 

4 各機関の「精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステムの構

築」に係る状況報告・意見交換 

千代田区・中央区・文京区・台東

区・墨田区・江東区・江戸川区の

精神保健福祉主管部署、相談支援

事業所、精神科協力病院 

６７ 

令和 6年 8月 21日 

 

社会福祉保健医療

研修センター 

502 教室 

豊島区・北区・板橋区・荒川区・

足立区・葛飾区の精神保健福祉主

管部署、相談支援事業所、精神科

協力病院 

７９ 

 

エ 基幹相談支援センター向け研修 

    令和 6 年度から、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの精神

障害への対応力の向上及び地域の相談体制の強化を図ることを目的に、基幹相談支援センター

の職員を対象に研修を開始した。本研修は中部総合精神保健福祉センター、多摩総合精神保健

福祉センター及び各センターの研修担当（調査担当）と協力して運営することとしている。 

    第 1 回目となる今年度は、精神保健福祉法や障害者総合支援法の改正を受け、地域における

精神障害への相談体制強化に対し基幹相談支援センターの果たす役割について講義を行った。

また、他の自治体の基幹相談支援センターとの横のつながりを作ることを目的としてグループ

ワークも行った。 

 

表表 55--((33))--55  基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターー向向けけ研研修修開開催催状状況況  (令和 6 年度) 
  

日時・場所 

① 令和 6年 11 月 21 日 パルテノン多摩 

② 令和 6年 12 月 11 日 中部総合精神保健福祉センター 

③ 令和 7年 1月 24日 東京都社会福祉保健医療研修センター 

④ 令和 7年 2月 3 日～2月 17日 オンライン（オンデマンド配信） 

対象 基幹相談支援センター職員及び設置を検討している自治体職員 

受講者数 ① 22 名 ② 17名 ③ 11 名 ④ 24名（申込者数） 

テーマ 

講 師 

内 容 

基幹相談支援センターにおける精神障害への対応や相談体制について 

社会福祉法人ソラティオ 理事長 岡部正文氏 

1 精神障害の方への支援という視点から見た、基幹相談支援センターの役割（支援者支

援・地域づくりと地域移行・地域定着の取組み等） 

2 グループワークを通して他の自治体のセンターとの情報共有や情報交換 
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表表 55--((33))--22  援援助助分分類類項項目目別別件件数数  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

分類項目 
技 術 援 助 組 織 育 成 

来所 出張 
電話 
メール 合計 来所 出張 

電話 
メール 合計 

処遇・相談 ０ ４ ３１ ３５ ０ １ ８ ９ 

情報・知識の提供 ０ ２ １２ １４ ０ ０ ６ ６ 

機関・組織への業務協力 ０ ９９ ３２０ ４１９ ０ ２７ ８０ １０７ 

都・センター主催事業 ０ ２９ ３４０ ３６９ ０ ４ ２６７ ２７１ 

その他 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ０ １３５ ７０３ ８３８ ０ ３２ ３６１ ３９３ 

 

表表 55--((33))--33  地地域域別別内内訳訳件件数数  (令和 6 年度)  

  （単位：件） 

区 分 

千

代

田

区 

中

央

区 

文

京

区 

台

東

区 

墨

田

区 

江

東

区 

豊

島

区 

北

区 

荒

川

区 

板

橋

区 

足

立

区 

葛

飾

区 

江

戸

川

区 

島

し

ょ

部 

西 
南 
部
10
区 

多

摩

地

域 

そ

の

他 合計 

技術援助 29 17 64 55 37 33 46 50 45 91 75 41 91 27 109 28 0 838 

組織育成 4 2 12 29 1 0 31 29 29 15 0 2 220 0 8 11 0 393 

合 計 33 19 76 84 38 33 77 79 74 106 75 43 311 27 117 39 0 1,231 

 

イ グループホーム活用型ショートステイ事業 
 

担当エリア委託事業者の「東京ソテリアハウス」及び多摩エリアの「ピア国分寺」の受入会

議に出席し、運営や支援に関する助言を行った。また、関係機関からの事業利用の相談に対応

し、必要に応じて担当事業者につなげ、利用促進に努めた。 

 

ウ 地域生活移行支援会議 圏域別会議 
 

担当エリア 13 区の自治体、協力病院、相談支援事業所等を対象に集合開催にて実施した。今

年度は「退院に向けた動機付け支援（退院意欲の喚起）」をテーマとし、担当エリア内で先駆的

な活動を実施している豊島区での地域移行支援の取り組みについて話題提供を受け、各区での

取り組みについての情報共有や意見交換を行った。 

また、各機関での地域移行・地域定着支援の状況や、精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築の状況についても情報共有、意見交換を行った。 

表表 55--((33))--44  地地域域生生活活移移行行支支援援会会議議  圏圏域域別別会会議議のの実実績績  (令和 6 年度)  
 

開催日・会場 内 容 対象機関 
参加者 

（人） 

令和 6年 8月 19日 

 

社会福祉保健医療

研修センター 

502 教室 

1 東京都の精神障害者地域移行 

 体制整備支援事業について 
 

2 講義：「豊島区での地域移行支

援の取り組みについて」 

 講師：社会福祉法人豊芯会 

 相談支援センターこかげ 

 地域生活支援拠点等コーディネ

ーター 精神保健福祉士 

三好康太氏 
 

3 各機関の地域移行・地域定着に

係る状況報告・意見交換 
 

4 各機関の「精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステムの構

築」に係る状況報告・意見交換 

千代田区・中央区・文京区・台東

区・墨田区・江東区・江戸川区の

精神保健福祉主管部署、相談支援

事業所、精神科協力病院 

６７ 

令和 6年 8月 21日 

 

社会福祉保健医療

研修センター 

502 教室 

豊島区・北区・板橋区・荒川区・

足立区・葛飾区の精神保健福祉主

管部署、相談支援事業所、精神科

協力病院 

７９ 

 

エ 基幹相談支援センター向け研修 

    令和 6 年度から、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの精神

障害への対応力の向上及び地域の相談体制の強化を図ることを目的に、基幹相談支援センター

の職員を対象に研修を開始した。本研修は中部総合精神保健福祉センター、多摩総合精神保健

福祉センター及び各センターの研修担当（調査担当）と協力して運営することとしている。 

    第 1 回目となる今年度は、精神保健福祉法や障害者総合支援法の改正を受け、地域における

精神障害への相談体制強化に対し基幹相談支援センターの果たす役割について講義を行った。

また、他の自治体の基幹相談支援センターとの横のつながりを作ることを目的としてグループ

ワークも行った。 

 

表表 55--((33))--55  基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターー向向けけ研研修修開開催催状状況況  (令和 6 年度) 
  

日時・場所 

① 令和 6年 11 月 21 日 パルテノン多摩 

② 令和 6年 12 月 11 日 中部総合精神保健福祉センター 

③ 令和 7年 1月 24日 東京都社会福祉保健医療研修センター 

④ 令和 7年 2月 3 日～2月 17日 オンライン（オンデマンド配信） 

対象 基幹相談支援センター職員及び設置を検討している自治体職員 

受講者数 ① 22 名 ② 17名 ③ 11 名 ④ 24名（申込者数） 

テーマ 

講 師 

内 容 

基幹相談支援センターにおける精神障害への対応や相談体制について 

社会福祉法人ソラティオ 理事長 岡部正文氏 

1 精神障害の方への支援という視点から見た、基幹相談支援センターの役割（支援者支

援・地域づくりと地域移行・地域定着の取組み等） 

2 グループワークを通して他の自治体のセンターとの情報共有や情報交換 
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６６  精精神神保保健健福福祉祉相相談談  
 

区東部 13 区及び島しょ部の住民のこころの健康の保持と向上を目的に、電話及び面接による相談

を行っている。 

まず、「こころの電話相談」において、こころの悩み、精神疾患や障害に関する様々な相談を受け

る。相談内容を傾聴した上で、必要な情報提供や助言等を行っている。「こころの電話相談」での相

談内容により、面接が必要だと判断される場合には、来所による面接相談につなげている。この面

接相談後、アルコール・薬物・ギャンブル等の問題（依存症相談）、及び思春期・青年期のこころの

問題（青年期・思春期相談）については、個別面接やグループワークによる支援を行っている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）精神保健福祉相談件数 
 

令和 6 年度の精神保健福祉相談は 3 年度、4 年度を上回った。内訳としてアルコール関連相談

が引続き増加し、特にギャンブル等相談が 5年度より 34％増加した。 

相談の形態別では、電話相談が 8割以上を占めている。 

 

表表 66--((11))--11  精精神神保保健健福福祉祉相相談談  年年度度別別延延べべ件件数数  

 （単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール関連 ６２８ ６３５ ８６１ ８８４ １,０５２ 

 アルコール  ２７７  ２６３  ４１５  ４３７  ４２４ 

 ギャンブル等  ２２９  ２７６  ３５２  ３５４  ４７５ 

 その他のアディクション  １２２  ９６  ９４  ９３  １５３ 

薬物関連 ５２２ ４０４ ３７４ ４５１ ４６９ 

思春期･青年期 ７３４ ７４２ ８０８ ５９０ ５７７ 

高齢者 ２２９ ２７４ ２７６ ２１１ ２２１ 

精神一般 ６,０５４ ５,０８７ ４,７７７ ４,７０４ ４,４９０ 

こころの健康 １,４５９ １,４２９ １,２９８ １,１９４ １,８１０ 

施設利用 ６ ７ ７ ９ １１ 

合 計 ９,６３２ ８,５７８ ８,４０１ ８,０４３ ８,６３０ 

【こころの電話相談】月～金曜、午前 9時から午後 5時まで実施 

電話 03-3844-2212  （祝日と年末年始を除く） 

【来所による面接相談】（予約制） 

【依存症相談】 

・依存症家族教室 参加 

・当事者向けプログラム 

（SMARPP、SAT-G）参加 

・個別相談継続 

 

【思春期・青年期相談】 

・家族グループ 参加 

・家族講座 参加 

・本人グループ 参加 

・個別相談継続 

その他の 

精神保健福祉に関する 

個別相談継続 

必要に応じ実施 

表表 66--((11))--22  精精神神保保健健福福祉祉相相談談  区区分分別別・・形形態態別別延延件件数数  (令和 6 年度) 

（単位：件） 

形態 
区分 総数 電話･文書 面接 訪問 こころの電話相談 

アルコール関連 １,０５２ ３７１ ２０２ ４ ４７５ 

 アルコール  ４２４  １４４  ７２  ２  ２０６ 

 ギャンブル等  ４７５  １８７  ９９  １  １８８ 

 その他のアディクション  １５３  ４０  ３１  １  ８１ 

薬物関連 ４６９ ２８６ ６４ ０ １１９ 

思春期･青年期 ５７７ ２５２ ５６ ３ ２６６ 

高齢者 ２２１ ０ １ ０ ２２０ 

精神一般 ４,４９０ ７１ ８ １１ ４,４００ 

こころの健康 １,８１０ ０ ２ ０ １,８０８ 

施設利用 １１ ０ ０ ０ １１ 

合 計 ８,６３０ ９８０ ３３３ １８ ７,２９９ 

 

ア 「こころの電話相談」  

相談内容については、「対人関係及び心理的なこと」が最も多く 66％を占め、次いで「病

気・障害・診療に関すること」が 15％である。相談者別では約 8 割が本人からの相談であ

る。 

 

表表 66--((11))--33  こここころろのの電電話話相相談談  相相談談種種別別 

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール関連 ３３１ ２６６ ３５６ ３６０ ４７５ 

 アルコール   １４４    ９５  １６６   １７２  ２０６ 

 ギャンブル等    ９５    ９６  １１１  １３０  １８８ 

 その他のアディクション    ９２    ７５  ７９  ５８  ８１ 

薬物関連 ９８    ８５ １２４ １４１ １１９ 

思春期･青年期 ２９９ ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ 

高齢者 ２２９ ２６９ ２７６ ２１０ ２２０ 

精神障害関連 ５,２３６ ４,５５９ １,２９５ ４,２３８ ４,０９１ 

こころの健康 １,４５０ １,４２１ ４,２６７ １,１９１ １,８０８ 

施設利用 ６ ７ ７ ９ １１ 

その他 ５０２ ３２７ ３５８ ３３０ ３０９ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

 

－ 34 －



６６  精精神神保保健健福福祉祉相相談談  
 

区東部 13 区及び島しょ部の住民のこころの健康の保持と向上を目的に、電話及び面接による相談

を行っている。 

まず、「こころの電話相談」において、こころの悩み、精神疾患や障害に関する様々な相談を受け

る。相談内容を傾聴した上で、必要な情報提供や助言等を行っている。「こころの電話相談」での相

談内容により、面接が必要だと判断される場合には、来所による面接相談につなげている。この面

接相談後、アルコール・薬物・ギャンブル等の問題（依存症相談）、及び思春期・青年期のこころの

問題（青年期・思春期相談）については、個別面接やグループワークによる支援を行っている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）精神保健福祉相談件数 
 

令和 6 年度の精神保健福祉相談は 3 年度、4 年度を上回った。内訳としてアルコール関連相談

が引続き増加し、特にギャンブル等相談が 5年度より 34％増加した。 

相談の形態別では、電話相談が 8割以上を占めている。 

 

表表 66--((11))--11  精精神神保保健健福福祉祉相相談談  年年度度別別延延べべ件件数数  

 （単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール関連 ６２８ ６３５ ８６１ ８８４ １,０５２ 

 アルコール  ２７７  ２６３  ４１５  ４３７  ４２４ 

 ギャンブル等  ２２９  ２７６  ３５２  ３５４  ４７５ 

 その他のアディクション  １２２  ９６  ９４  ９３  １５３ 

薬物関連 ５２２ ４０４ ３７４ ４５１ ４６９ 

思春期･青年期 ７３４ ７４２ ８０８ ５９０ ５７７ 

高齢者 ２２９ ２７４ ２７６ ２１１ ２２１ 

精神一般 ６,０５４ ５,０８７ ４,７７７ ４,７０４ ４,４９０ 

こころの健康 １,４５９ １,４２９ １,２９８ １,１９４ １,８１０ 

施設利用 ６ ７ ７ ９ １１ 

合 計 ９,６３２ ８,５７８ ８,４０１ ８,０４３ ８,６３０ 

【こころの電話相談】月～金曜、午前 9時から午後 5時まで実施 

電話 03-3844-2212  （祝日と年末年始を除く） 

【来所による面接相談】（予約制） 

【依存症相談】 

・依存症家族教室 参加 

・当事者向けプログラム 

（SMARPP、SAT-G）参加 

・個別相談継続 

 

【思春期・青年期相談】 

・家族グループ 参加 

・家族講座 参加 

・本人グループ 参加 

・個別相談継続 

その他の 

精神保健福祉に関する 

個別相談継続 

必要に応じ実施 

表表 66--((11))--22  精精神神保保健健福福祉祉相相談談  区区分分別別・・形形態態別別延延件件数数  (令和 6 年度) 

（単位：件） 

形態 
区分 総数 電話･文書 面接 訪問 こころの電話相談 

アルコール関連 １,０５２ ３７１ ２０２ ４ ４７５ 

 アルコール  ４２４  １４４  ７２  ２  ２０６ 

 ギャンブル等  ４７５  １８７  ９９  １  １８８ 

 その他のアディクション  １５３  ４０  ３１  １  ８１ 

薬物関連 ４６９ ２８６ ６４ ０ １１９ 

思春期･青年期 ５７７ ２５２ ５６ ３ ２６６ 

高齢者 ２２１ ０ １ ０ ２２０ 

精神一般 ４,４９０ ７１ ８ １１ ４,４００ 

こころの健康 １,８１０ ０ ２ ０ １,８０８ 

施設利用 １１ ０ ０ ０ １１ 

合 計 ８,６３０ ９８０ ３３３ １８ ７,２９９ 

 

ア 「こころの電話相談」  

相談内容については、「対人関係及び心理的なこと」が最も多く 66％を占め、次いで「病

気・障害・診療に関すること」が 15％である。相談者別では約 8 割が本人からの相談であ

る。 

 

表表 66--((11))--33  こここころろのの電電話話相相談談  相相談談種種別別 

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール関連 ３３１ ２６６ ３５６ ３６０ ４７５ 

 アルコール   １４４    ９５  １６６   １７２  ２０６ 

 ギャンブル等    ９５    ９６  １１１  １３０  １８８ 

 その他のアディクション    ９２    ７５  ７９  ５８  ８１ 

薬物関連 ９８    ８５ １２４ １４１ １１９ 

思春期･青年期 ２９９ ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ 

高齢者 ２２９ ２６９ ２７６ ２１０ ２２０ 

精神障害関連 ５,２３６ ４,５５９ １,２９５ ４,２３８ ４,０９１ 

こころの健康 １,４５０ １,４２１ ４,２６７ １,１９１ １,８０８ 

施設利用 ６ ７ ７ ９ １１ 

その他 ５０２ ３２７ ３５８ ３３０ ３０９ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

 

－ 35 －



表表 66--((11))--44  こここころろのの電電話話相相談談  相相談談内内容容・・主主訴訴  

（単位：件） 

年度 
相談内容・主訴  2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

病気・障害・診療のこと １,９８３ １,５５５ １,４３３ １,３５７ １,０９６ 

行動上の問題 ３１１ ３０５ ４２６ ３８３ ４２６ 

対人関係及び心理的なこと ４,５７０ ４,４３１ ４,１４２ ４,０８１ ４,８３５ 

制度・福祉的なこと ５２８ ３４１ ３９０ ２７７ ３０２ 

教育・養育に関すること ５２ ４０ ５３ ３７ ３１ 

人権・権利擁護のこと ７ ６ ７ １２ ９ 

当センターに関すること ２０４ １９９ ２１３ ２１８ ３１１ 

犯罪被害に関すること ３ ７ ２ ２ ５ 

意見・苦情 ４３ ２６ ２８ ２２ １９ 

その他 ４５０ ３２５ ３３６ ３２９ ２６５ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

 

表表 66--((11))--55  こここころろのの電電話話相相談談  対対応応別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

傾聴 ３,７５４ ３,６１７ ３,１４０ ３,２０３ ３,５７９ 

相談助言 ２,４７８ ２,０８４ ２,１８１ ２,０１２ ２,０４４ 

情報提供 ３９４ ２３４ ２７１ ３２０ ３４８ 

他機関紹介 

医療機関 ３２０ ２４５ ２９９ １５４ １６４ 

福祉関係 ６５ ３９ ３９ ３２ ３９ 

保健所 １６５ １３３ １５７ １２３ １３１ 

その他 ５３２ ４３１ ４７７ ４３１ ４５４ 

当センター 
の利用 

来所面接 １５７ １７２ １８１ １８３ ２４０ 

通所利用 ０ ２ ２ ３ ５ 

その他 ２８６ ２７８ ２８３ ２５７ ２９５ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

  

表表66--((11))--66  こここころろのの電電話話相相談談  相相談談者者別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

本人 ６,８２５ ６,０２５ ５,７１６ ５,４４９ ５,８７６ 

両親 
父 ８４ ６５ ８６ ７６ ９４ 

母 ４７７ ４１５ ４６４ ４４７ ４５２ 

配偶者 
夫 ５４ ４９ ４６ ４７ ６６ 

妻 １６０ １４２ １６５ １５８ ２００ 

子供 １３４ １３０ １３９ １０８ １４８ 

同胞 １２０ １０６ １１３ １２２ １２３ 

親類・縁者 ６７ ５８ ５１ ５９ ３８ 

友人 １０２ ９０ ６７ ６０ ８４ 

学校関係 ５ ４ ３ ２ ６ 

職場関係 ３１ ３７ ４５ １６ ３３ 

家主・近隣者 １８ ３０ １６ １７ １３ 

その他 ７４ ８４ １１９ １５７ １６６ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

  

表表66--((11))--77  こここころろのの電電話話相相談談  地地域域別別  

（単位：件） 

年度 
地域 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

千代田区 ５４ ７０ ７６ ５０ ３５ 

中央区 １４２ １３０ １８７ １５６ １８４ 

文京区 ３７１ ３０６ ５７７ ３９６ ４０７ 

台東区 ６０９ ４５９ ２８６ １９９ ４１２ 

墨田区 １６４ １１８ １５０ １８３ １９６ 

江東区 ７０５ ６４８ ７０８ ６７２ ５９５ 

豊島区 ７９２ ６５３ ６５８ ６４８ ６６６ 

北区 ６７４ ６２０ ５５４ ５６８ ６１８ 

荒川区 １２８ １１８ １８７ ２６７ ３２８ 

板橋区 ９２９ １,０８５ ７６９ ７０２ ６４８ 

足立区 １,１７１ １,０３４ １,０７４ １,１０２ １,０７１ 

葛飾区 ６７９ ５５１ ４７６ ５２５ ５８３ 

江戸川区 ８３５ ７３９ ４８４ ４６５ ５６７ 

島しょ部 ３ ２ ２ ４ ３ 

中部総合センター地区 ３０６ ２７４ ２８０ ２４１ ３０２ 

多摩総合センター地区 １５３ １２３ １４２ １５５ １７６ 

他県 １９８ １３８ １６５ １４８ １７６ 

不明 ２３８ １６７ ２５５ ２３７ ３３２ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 
  

－ 36 －



表表 66--((11))--44  こここころろのの電電話話相相談談  相相談談内内容容・・主主訴訴  

（単位：件） 

年度 
相談内容・主訴  2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

病気・障害・診療のこと １,９８３ １,５５５ １,４３３ １,３５７ １,０９６ 

行動上の問題 ３１１ ３０５ ４２６ ３８３ ４２６ 

対人関係及び心理的なこと ４,５７０ ４,４３１ ４,１４２ ４,０８１ ４,８３５ 

制度・福祉的なこと ５２８ ３４１ ３９０ ２７７ ３０２ 

教育・養育に関すること ５２ ４０ ５３ ３７ ３１ 

人権・権利擁護のこと ７ ６ ７ １２ ９ 

当センターに関すること ２０４ １９９ ２１３ ２１８ ３１１ 

犯罪被害に関すること ３ ７ ２ ２ ５ 

意見・苦情 ４３ ２６ ２８ ２２ １９ 

その他 ４５０ ３２５ ３３６ ３２９ ２６５ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

 

表表 66--((11))--55  こここころろのの電電話話相相談談  対対応応別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

傾聴 ３,７５４ ３,６１７ ３,１４０ ３,２０３ ３,５７９ 

相談助言 ２,４７８ ２,０８４ ２,１８１ ２,０１２ ２,０４４ 

情報提供 ３９４ ２３４ ２７１ ３２０ ３４８ 

他機関紹介 

医療機関 ３２０ ２４５ ２９９ １５４ １６４ 

福祉関係 ６５ ３９ ３９ ３２ ３９ 

保健所 １６５ １３３ １５７ １２３ １３１ 

その他 ５３２ ４３１ ４７７ ４３１ ４５４ 

当センター 
の利用 

来所面接 １５７ １７２ １８１ １８３ ２４０ 

通所利用 ０ ２ ２ ３ ５ 

その他 ２８６ ２７８ ２８３ ２５７ ２９５ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

  

表表66--((11))--66  こここころろのの電電話話相相談談  相相談談者者別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

本人 ６,８２５ ６,０２５ ５,７１６ ５,４４９ ５,８７６ 

両親 
父 ８４ ６５ ８６ ７６ ９４ 

母 ４７７ ４１５ ４６４ ４４７ ４５２ 

配偶者 
夫 ５４ ４９ ４６ ４７ ６６ 

妻 １６０ １４２ １６５ １５８ ２００ 

子供 １３４ １３０ １３９ １０８ １４８ 

同胞 １２０ １０６ １１３ １２２ １２３ 

親類・縁者 ６７ ５８ ５１ ５９ ３８ 

友人 １０２ ９０ ６７ ６０ ８４ 

学校関係 ５ ４ ３ ２ ６ 

職場関係 ３１ ３７ ４５ １６ ３３ 

家主・近隣者 １８ ３０ １６ １７ １３ 

その他 ７４ ８４ １１９ １５７ １６６ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 

  

表表66--((11))--77  こここころろのの電電話話相相談談  地地域域別別  

（単位：件） 

年度 
地域 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

千代田区 ５４ ７０ ７６ ５０ ３５ 

中央区 １４２ １３０ １８７ １５６ １８４ 

文京区 ３７１ ３０６ ５７７ ３９６ ４０７ 

台東区 ６０９ ４５９ ２８６ １９９ ４１２ 

墨田区 １６４ １１８ １５０ １８３ １９６ 

江東区 ７０５ ６４８ ７０８ ６７２ ５９５ 

豊島区 ７９２ ６５３ ６５８ ６４８ ６６６ 

北区 ６７４ ６２０ ５５４ ５６８ ６１８ 

荒川区 １２８ １１８ １８７ ２６７ ３２８ 

板橋区 ９２９ １,０８５ ７６９ ７０２ ６４８ 

足立区 １,１７１ １,０３４ １,０７４ １,１０２ １,０７１ 

葛飾区 ６７９ ５５１ ４７６ ５２５ ５８３ 

江戸川区 ８３５ ７３９ ４８４ ４６５ ５６７ 

島しょ部 ３ ２ ２ ４ ３ 

中部総合センター地区 ３０６ ２７４ ２８０ ２４１ ３０２ 

多摩総合センター地区 １５３ １２３ １４２ １５５ １７６ 

他県 １９８ １３８ １６５ １４８ １７６ 

不明 ２３８ １６７ ２５５ ２３７ ３３２ 

合 計 ８,１５１ ７,２３５ ７,０３０ ６,７１８ ７,２９９ 
  

－ 37 －



（２）新来相談（新規相談と再来相談） 
 

新来相談種別の総数の内訳としては、アルコール関連が 32％で最も多く、次いで精神一般が

29％である。 

病名別では「精神作用物質使用による精神及び行動の障害」の割合が増加し 29％、「未受診・

保留」は 26％となっている。 

新規相談者の内訳は、本人が最も多く 37％、次いで母が 22％、保健師が 16％である。 

相談経路については、パンフレット・インターネット等の割合が最も多く 36％、次いで保健所

が 32％となっている。 

 

表表 66--((22))--11  新新来来相相談談  種種別別  (令和 6 年度)  

 （単位：件） 

区分 総数 
アルコール 

関連 
薬物関連 

思春期・ 

青年期 
高齢者 施設利用 

こころの

健康 
精神一般 

総数 ５３８ １７０ １０２ ９３ ０ １７ ０ １５６ 

新規 ２６５ １２０ ４１ ４６ ０ ８ ０ ５０ 

再来 ２７３ ５０ ６１ ４７ ０ ９ ０ １０６ 

 

表表66--((22))--22  新新来来相相談談  種種別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール関連 １１１ ９９ １４７ １４９ １７０ 

 アルコール  ５５  ４２  ６９  ６６  ６６ 

 ギャンブル等  ４８  ４８  ６８  ７２  ８３ 

 その他のアディクション  ８  ９  １０  １１  ２１ 

薬物関連 １０３ ９７ ８９ ９６ １０２ 

思春期･青年期 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

高齢者 ２ ５ ０ １ ０ 

精神一般 １５６ １４２ １３０ １７６ １５６ 

こころの健康 ４ ８ ２ １ ０ 

施設利用 １９ ２０ ２１ １５ １７ 

合 計 ４８２ ４７０ ４７７ ５３５ ５３８ 

  

表表 66--((22))--33  新新来来相相談談  病病名名別別  

  （単位：件）  

診断名（ＩＣＤ－１０） 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

Ｆ０ 症状性を含む器質性精神障害 ２ ９ １ ５ ５ 

Ｆ１ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 １３７ １１１ １１６ １１８ １５４ 

Ｆ２ 統合失調症、失調症型障害及び妄想性障害 ８３ ９２ ７７ ９６ ９３ 

Ｆ３ 気分（感情）障害 ２６ ３５ ４０ ５１ ３５ 

Ｆ４ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 ７ １９ １７ ２３ １４ 

Ｆ５ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群  １ ３ ２ ０ ４ 

Ｆ６ 成人の人格及び行動の障害 １６ １０ ９ ８ ８ 

Ｆ７ 知的障害（精神遅滞） ４ ３ ２ ５ ６ 

Ｆ８ 心理的発達の障害 ６６ ５２ ５３ ５５ ７８ 

Ｆ９ 
小児期及び青年期に通常発症する行動及び 

情緒の障害及び特定不能の精神障害 
４ １ ７ １ １ 

Ｇ４０ てんかん １ ０ ２ １ ０ 

 未受診・保留 １３５ １３５ １５１ １７２ １４０ 

合 計 ４８２ ４７０ ４７７ ５３５ ５３８ 

 
 

表表66--((22))--44  新新来来相相談談  項項目目別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

病気への不安・疑問 ２４ ６０ ６１ ７４ ９８ 

診療・相談に関すること １４ １９ ２０ １７ １４ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・就労 ５８ ３４ ２８ ２４ ２５ 

子どもの養育上の問題 １１ ２３ ２０ ２１ ２５ 

不登校 ７ ９ １２ ６ ３ 

家庭内暴力 ５ ２ ０ １ １ 

食行動の異常 ２ ４ ７ ８ ３ 

無気力・ひきこもり 
３０ ２７ ２３ ４２ 

２５ 

自殺に関すること ５ 

社会的問題行動 ４７ ５７ ７７ ７３ １００ 

高齢者に関する相談 １ ３ １ ３ ０ 

アルコール・薬物依存問題 １７１ １４０ １６４ １７４ １７９ 

自分の性格について １ ３ ０ １ ０ 

人間関係 １４ １１ ９ ６ ２ 

法・制度 ０ ０ ０ ５ ０ 

その他 ９７ ７８ ５５ ８０ ５８ 

合 計 ４８２ ４７０ ４７７ ５３５ ５３８ 

  

－ 38 －



（２）新来相談（新規相談と再来相談） 
 

新来相談種別の総数の内訳としては、アルコール関連が 32％で最も多く、次いで精神一般が

29％である。 

病名別では「精神作用物質使用による精神及び行動の障害」の割合が増加し 29％、「未受診・

保留」は 26％となっている。 

新規相談者の内訳は、本人が最も多く 37％、次いで母が 22％、保健師が 16％である。 

相談経路については、パンフレット・インターネット等の割合が最も多く 36％、次いで保健所

が 32％となっている。 

 

表表 66--((22))--11  新新来来相相談談  種種別別  (令和 6 年度)  

 （単位：件） 

区分 総数 
アルコール 

関連 
薬物関連 

思春期・ 

青年期 
高齢者 施設利用 

こころの

健康 
精神一般 

総数 ５３８ １７０ １０２ ９３ ０ １７ ０ １５６ 

新規 ２６５ １２０ ４１ ４６ ０ ８ ０ ５０ 

再来 ２７３ ５０ ６１ ４７ ０ ９ ０ １０６ 

 

表表66--((22))--22  新新来来相相談談  種種別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

アルコール関連 １１１ ９９ １４７ １４９ １７０ 

 アルコール  ５５  ４２  ６９  ６６  ６６ 

 ギャンブル等  ４８  ４８  ６８  ７２  ８３ 

 その他のアディクション  ８  ９  １０  １１  ２１ 

薬物関連 １０３ ９７ ８９ ９６ １０２ 

思春期･青年期 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

高齢者 ２ ５ ０ １ ０ 

精神一般 １５６ １４２ １３０ １７６ １５６ 

こころの健康 ４ ８ ２ １ ０ 

施設利用 １９ ２０ ２１ １５ １７ 

合 計 ４８２ ４７０ ４７７ ５３５ ５３８ 

  

表表 66--((22))--33  新新来来相相談談  病病名名別別  

  （単位：件）  

診断名（ＩＣＤ－１０） 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

Ｆ０ 症状性を含む器質性精神障害 ２ ９ １ ５ ５ 

Ｆ１ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 １３７ １１１ １１６ １１８ １５４ 

Ｆ２ 統合失調症、失調症型障害及び妄想性障害 ８３ ９２ ７７ ９６ ９３ 

Ｆ３ 気分（感情）障害 ２６ ３５ ４０ ５１ ３５ 

Ｆ４ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 ７ １９ １７ ２３ １４ 

Ｆ５ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群  １ ３ ２ ０ ４ 

Ｆ６ 成人の人格及び行動の障害 １６ １０ ９ ８ ８ 

Ｆ７ 知的障害（精神遅滞） ４ ３ ２ ５ ６ 

Ｆ８ 心理的発達の障害 ６６ ５２ ５３ ５５ ７８ 

Ｆ９ 
小児期及び青年期に通常発症する行動及び 

情緒の障害及び特定不能の精神障害 
４ １ ７ １ １ 

Ｇ４０ てんかん １ ０ ２ １ ０ 

 未受診・保留 １３５ １３５ １５１ １７２ １４０ 

合 計 ４８２ ４７０ ４７７ ５３５ ５３８ 

 
 

表表66--((22))--44  新新来来相相談談  項項目目別別  

（単位：件） 

年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

病気への不安・疑問 ２４ ６０ ６１ ７４ ９８ 

診療・相談に関すること １４ １９ ２０ １７ １４ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・就労 ５８ ３４ ２８ ２４ ２５ 

子どもの養育上の問題 １１ ２３ ２０ ２１ ２５ 

不登校 ７ ９ １２ ６ ３ 

家庭内暴力 ５ ２ ０ １ １ 

食行動の異常 ２ ４ ７ ８ ３ 

無気力・ひきこもり 
３０ ２７ ２３ ４２ 

２５ 

自殺に関すること ５ 

社会的問題行動 ４７ ５７ ７７ ７３ １００ 

高齢者に関する相談 １ ３ １ ３ ０ 

アルコール・薬物依存問題 １７１ １４０ １６４ １７４ １７９ 

自分の性格について １ ３ ０ １ ０ 

人間関係 １４ １１ ９ ６ ２ 

法・制度 ０ ０ ０ ５ ０ 

その他 ９７ ７８ ５５ ８０ ５８ 

合 計 ４８２ ４７０ ４７７ ５３５ ５３８ 

  

－ 39 －



表表66--((22))--55  新新規規相相談談者者  内内訳訳  

（単位：件）  

年度 
区分 4 年度 5 年度 6 年度 

本人 ７５ １０８ ９８ 

保健師 ５２ ５０ ４３ 

福祉事務所等 ２ １ １ 

教育関係 １ ０ ０ 

その他関係者 １ ３ ３ 

父 １４ １８ ２０ 

母 ６２ ４１ ５９ 

夫 ３ １ ２ 

妻 ２９ １９ ２４ 

子供・配偶者 ５ ３ ３ 

同胞・祖父母 ４ ６ ９ 

親類縁者 ２ ０ ３ 

合 計 ２５０ ２５０ ２６５ 

 
 

表表66--((22))--66  新新規規相相談談者者  相相談談経経路路  

（単位：件）  

年度 
区分 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所 ８８ ８０ ８５ 

教育機関 ５ ２ ２ 

東京保護観察所・警察等 １５ １８ １８ 

職場・作業所等 １ ２ １ 

パンフレット・インターネット等 ８９ ８６ ９６ 

知人から １６ １２ １２ 

前から知っていた ４ ６ ９ 

不明 ２ １ ２ 

厚労省・都関係等 １ １ １ 

福祉事務所等 ３ ４ ５ 

相談所（女性・児童・心身障害） ２ ４ ６ 

民間相談機関 １１ １５ １９ 

医療機関（精神） １１ １３ ９ 

医療関係（一般） ２ ４ ０ 

その他 ０ ２ ０ 

合 計 ２５０ ２５０ ２６５ 

 

（３）島しょ巡回相談・援助 
 

島しょ保健所各出張所及び支所が実施している精神保健福祉相談事業や啓発活動への技術

援助・協力を、センタ－の医師、相談員が島しょ部に訪問して行っている。 

島しょへ部の援助・協力は、巡回時だけではなく、電話・文書・Ｗｅｂ等により日常的に継

続して行うとともに、必要に応じて緊急事例への相談対応、内地に滞在している島しょ部ケー

スの支援なども行っている。本事業を円滑に行うため、島しょ保健所保健師業務連絡会等に出

席している。 

平成 29 年度からは、Ｗｅｂ会議システムを利用して、本人や家族への支援、オンラインでの

研修・事例検討等も実施し、支援の充実を図っている。 

 

実施内容は次のとおり。 

ア 精神保健福祉相談事例について、個別処遇の検討、事例検討会での助言 

イ 各出張所（支所）が実施する、広報普及、組織（家族会等）育成への協力 

ウ 広報普及の一環としての精神保健福祉講演会に関するテ－マ・対象などについての助言、 

講師としての協力 

  エ 各出張所（支所）が行う町村役場の精神保健福祉関連業務支援への技術援助、助言 

  オ その他、精神保健福祉業務に関する助言、情報提供 

  

表表 66--((33))--11  島島ししょょ精精神神保保健健福福祉祉巡巡回回相相談談・・援援助助実実績績  (令和 6 年度)  
 

区
分 

出張所・支所 島しょ名 回数 日          程 
派遣職員数 

医 師 相談員 

定 
 

 

期 

大
島
出
張
所 

大島出張所 
大島 
利島 

１ 令和6年7月17日（水）～7月18日（木）  １泊２日 １ １ 

新島支所 
新島 
式根島 

１ 令和6年10月3日（木）～10月4日（金）  １泊２日 １ １ 

神津島支所 神津島 １ 
令和6年11月20日（水）、11月21日（木）   ０泊２日 
※ 悪天候のため、オンライン1日、巡回1日により対応 

１ １ 

三宅出張所 
三宅島 
御蔵島 

１ 令和6年9月10日（火）～ 9月12日（木）  ２泊３日 １ １ 

八丈出張所 
八丈島 
青ヶ島 

１ 令和6年10月8日（火）～10月12日（土）  ４泊５日 １ １ 

小笠原出張所 
父島 
母島 

１ 令和6年6月14日（金）～ 6月19日(水）  ５泊６日 １ １ 

総      計 ６ １３泊２０日  
６ 

（延べ） 
６ 

（延べ） 

 

表表 66--((33))--22  島島ししょょ精精神神保保健健福福祉祉巡巡回回相相談談・・援援助助実実績績一一覧覧  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 大島・利島 新島・式根島 神津島 三宅島・御蔵島 八丈島・青ヶ島 父島・母島 計 

技術援助 ３１ １６ ９ １８ １７ ３０ １２１ 

相談件数 １ ２ ０ ８ １ ３ １５ 

 

－ 40 －



表表66--((22))--55  新新規規相相談談者者  内内訳訳  

（単位：件）  

年度 
区分 4 年度 5 年度 6 年度 

本人 ７５ １０８ ９８ 

保健師 ５２ ５０ ４３ 

福祉事務所等 ２ １ １ 

教育関係 １ ０ ０ 

その他関係者 １ ３ ３ 

父 １４ １８ ２０ 

母 ６２ ４１ ５９ 

夫 ３ １ ２ 

妻 ２９ １９ ２４ 

子供・配偶者 ５ ３ ３ 

同胞・祖父母 ４ ６ ９ 

親類縁者 ２ ０ ３ 

合 計 ２５０ ２５０ ２６５ 

 
 

表表66--((22))--66  新新規規相相談談者者  相相談談経経路路  

（単位：件）  

年度 
区分 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所 ８８ ８０ ８５ 

教育機関 ５ ２ ２ 

東京保護観察所・警察等 １５ １８ １８ 

職場・作業所等 １ ２ １ 

パンフレット・インターネット等 ８９ ８６ ９６ 

知人から １６ １２ １２ 

前から知っていた ４ ６ ９ 

不明 ２ １ ２ 

厚労省・都関係等 １ １ １ 

福祉事務所等 ３ ４ ５ 

相談所（女性・児童・心身障害） ２ ４ ６ 

民間相談機関 １１ １５ １９ 

医療機関（精神） １１ １３ ９ 

医療関係（一般） ２ ４ ０ 

その他 ０ ２ ０ 

合 計 ２５０ ２５０ ２６５ 

 

（３）島しょ巡回相談・援助 
 

島しょ保健所各出張所及び支所が実施している精神保健福祉相談事業や啓発活動への技術

援助・協力を、センタ－の医師、相談員が島しょ部に訪問して行っている。 

島しょへ部の援助・協力は、巡回時だけではなく、電話・文書・Ｗｅｂ等により日常的に継

続して行うとともに、必要に応じて緊急事例への相談対応、内地に滞在している島しょ部ケー

スの支援なども行っている。本事業を円滑に行うため、島しょ保健所保健師業務連絡会等に出

席している。 

平成 29 年度からは、Ｗｅｂ会議システムを利用して、本人や家族への支援、オンラインでの

研修・事例検討等も実施し、支援の充実を図っている。 

 

実施内容は次のとおり。 

ア 精神保健福祉相談事例について、個別処遇の検討、事例検討会での助言 

イ 各出張所（支所）が実施する、広報普及、組織（家族会等）育成への協力 

ウ 広報普及の一環としての精神保健福祉講演会に関するテ－マ・対象などについての助言、 

講師としての協力 

  エ 各出張所（支所）が行う町村役場の精神保健福祉関連業務支援への技術援助、助言 

  オ その他、精神保健福祉業務に関する助言、情報提供 

  

表表 66--((33))--11  島島ししょょ精精神神保保健健福福祉祉巡巡回回相相談談・・援援助助実実績績  (令和 6 年度)  
 

区
分 

出張所・支所 島しょ名 回数 日          程 
派遣職員数 

医 師 相談員 

定 
 

 

期 

大
島
出
張
所 

大島出張所 
大島 
利島 

１ 令和6年7月17日（水）～7月18日（木）  １泊２日 １ １ 

新島支所 
新島 
式根島 

１ 令和6年10月3日（木）～10月4日（金）  １泊２日 １ １ 

神津島支所 神津島 １ 
令和6年11月20日（水）、11月21日（木）   ０泊２日 
※ 悪天候のため、オンライン1日、巡回1日により対応 

１ １ 

三宅出張所 
三宅島 
御蔵島 

１ 令和6年9月10日（火）～ 9月12日（木）  ２泊３日 １ １ 

八丈出張所 
八丈島 
青ヶ島 

１ 令和6年10月8日（火）～10月12日（土）  ４泊５日 １ １ 

小笠原出張所 
父島 
母島 

１ 令和6年6月14日（金）～ 6月19日(水）  ５泊６日 １ １ 

総      計 ６ １３泊２０日  
６ 

（延べ） 
６ 

（延べ） 

 

表表 66--((33))--22  島島ししょょ精精神神保保健健福福祉祉巡巡回回相相談談・・援援助助実実績績一一覧覧  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 大島・利島 新島・式根島 神津島 三宅島・御蔵島 八丈島・青ヶ島 父島・母島 計 

技術援助 ３１ １６ ９ １８ １７ ３０ １２１ 

相談件数 １ ２ ０ ８ １ ３ １５ 
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表表 66--((33))--33  島島ししょょ技技術術援援助助種種別別実実績績  (令和 6 年度)  

                                          （単位：件） 

区分 精神一般 ｱﾙｺｰﾙ関連 薬物 思春期 心の健康 自殺 制度事業 体制整備 その他 計 

件数 ５０ ２ ３ ７ ４ １０ １６ ２７ ２ １２１ 

 

表表 66--((33))--44  島島ししょょ部部ににおおけけるる講講演演実実績績  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

島しょ名 内     容 参加者数 対 象 者 

大島 講演会 アルコール依存症の理解と対応 ２８ 関係機関職員 

新島 
講演会 こころの健康と依存症から 
    あなたにもできる依存症支援 

９ 関係機関職員 

式根島 
講演会 こころの健康と依存症から 
    あなたにもできる依存症支援 

４ 関係機関職員 

神津島 

講演会 こころの健康を支えよう～周りの人のここ
ろの不調にわたしたちができること 

９ 関係機関職員 

講演会 こころの健康講話 
新しい生活・環境へ旅立つあなたへ伝えた 
いこと 

１３ 一般住民、教職員 

三宅島 
講演会 アルコール依存症の理解と対応～もしかし

てアルコール依存症？～ 
１１ 関係機関職員 

御蔵島 
講演会 高齢者を介護する介護者向けのメンタルヘ

ルス講演会 
８ 一般住民、関係機関職員 

八丈島 講習会 こだわりが強い方への対応について ３８ 一般住民、関係機関職員 

父島 
講演会 メンタルヘルスの不調を訴える人へのかか

わり方～「不安」をキーワードに 
９ 関係機関職員 

母島 
講演会 メンタルヘルスの不調を訴える人へのかか

わり方～「不安」をキーワードに 
４ 関係機関職員 

 

表表 66--((33))--55  島島ししょょ部部ににおおけけるる会会議議・・事事例例検検討討会会・・技技術術援援助助等等実実績績  (令和 6 年度)  

＜定期巡回相談＞                             （単位：人） 

島しょ名 内     容 
参加 
者数 

対 象 者 

大島 精神科救急連絡会議 １４ 関係機関職員 

利島 事例検討会 ５ 教職員・関係機関職員 

新島 事例検討会 ４ 関係機関職員 

式根島 事例検討会 １ 関係機関職員 

三宅島 事例検討会 １１ 関係機関職員 

八丈島 事例検討会 ２９ 教職員・関係機関職員 

青ヶ島 

精神保健福祉業務連絡会 
「精神科救急対応について」 

７ 関係機関職員 

事例検討会 ６ 関係機関職員 

父島 

小笠原精神科救急患者対策四者連絡会・ 
事例検討会 

 ２６ 関係機関職員 

事例検討会 １４  関係機関職員 

 

表表 66--((33))--66  ＷＷＥＥＢＢ会会議議シシスステテムムをを利利用用ししたた会会議議・・研研修修・・事事例例検検討討会会等等実実績績  (令和 6 年度)  

（単位：人） 

出張所・支所等 日付 内     容 
参加 
者数 

対 象 者 

島しょ保健所 令和6年4月26日 保健師業務連絡会 １５ 保健所 

島しょ保健所 令和6年9月20日 
島しょにおける精神科救急 
体制について ２４ 保健所 

新島支所 令和6年5月29日 事例検討会 ９ 保健所・関係機関 

小笠原出張所 令和6年8月5日 事例検討会 ７ 保健所、関係機関職員 

小笠原出張所 令和6年10月10日 事例検討会 ２ 保健所、関係機関職員 

小笠原出張所 令和6年10月23日 事例検討会 ９ 保健所、関係機関職員 

小笠原出張所 令和6年10月31日 事例検討会 ３ 保健所、関係機関職員 

神津島支所 令和6年11月20日 事例検討会 ６ 教職員・関係機関 

三宅出張所 令和7年1月21日 事例検討会 ２ 保健所、本人 

 

－ 42 －



表表 66--((33))--33  島島ししょょ技技術術援援助助種種別別実実績績  (令和 6 年度)  

                                          （単位：件） 

区分 精神一般 ｱﾙｺｰﾙ関連 薬物 思春期 心の健康 自殺 制度事業 体制整備 その他 計 

件数 ５０ ２ ３ ７ ４ １０ １６ ２７ ２ １２１ 

 

表表 66--((33))--44  島島ししょょ部部ににおおけけるる講講演演実実績績  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

島しょ名 内     容 参加者数 対 象 者 

大島 講演会 アルコール依存症の理解と対応 ２８ 関係機関職員 

新島 
講演会 こころの健康と依存症から 
    あなたにもできる依存症支援 

９ 関係機関職員 

式根島 
講演会 こころの健康と依存症から 
    あなたにもできる依存症支援 

４ 関係機関職員 

神津島 

講演会 こころの健康を支えよう～周りの人のここ
ろの不調にわたしたちができること 

９ 関係機関職員 

講演会 こころの健康講話 
新しい生活・環境へ旅立つあなたへ伝えた 
いこと 

１３ 一般住民、教職員 

三宅島 
講演会 アルコール依存症の理解と対応～もしかし

てアルコール依存症？～ 
１１ 関係機関職員 

御蔵島 
講演会 高齢者を介護する介護者向けのメンタルヘ

ルス講演会 
８ 一般住民、関係機関職員 

八丈島 講習会 こだわりが強い方への対応について ３８ 一般住民、関係機関職員 

父島 
講演会 メンタルヘルスの不調を訴える人へのかか

わり方～「不安」をキーワードに 
９ 関係機関職員 

母島 
講演会 メンタルヘルスの不調を訴える人へのかか

わり方～「不安」をキーワードに 
４ 関係機関職員 

 

表表 66--((33))--55  島島ししょょ部部ににおおけけるる会会議議・・事事例例検検討討会会・・技技術術援援助助等等実実績績  (令和 6 年度)  

＜定期巡回相談＞                             （単位：人） 

島しょ名 内     容 
参加 
者数 

対 象 者 

大島 精神科救急連絡会議 １４ 関係機関職員 

利島 事例検討会 ５ 教職員・関係機関職員 

新島 事例検討会 ４ 関係機関職員 

式根島 事例検討会 １ 関係機関職員 

三宅島 事例検討会 １１ 関係機関職員 

八丈島 事例検討会 ２９ 教職員・関係機関職員 

青ヶ島 

精神保健福祉業務連絡会 
「精神科救急対応について」 

７ 関係機関職員 

事例検討会 ６ 関係機関職員 

父島 

小笠原精神科救急患者対策四者連絡会・ 
事例検討会 

 ２６ 関係機関職員 

事例検討会 １４  関係機関職員 

 

表表 66--((33))--66  ＷＷＥＥＢＢ会会議議シシスステテムムをを利利用用ししたた会会議議・・研研修修・・事事例例検検討討会会等等実実績績  (令和 6 年度)  

（単位：人） 

出張所・支所等 日付 内     容 
参加 
者数 

対 象 者 

島しょ保健所 令和6年4月26日 保健師業務連絡会 １５ 保健所 

島しょ保健所 令和6年9月20日 
島しょにおける精神科救急 
体制について ２４ 保健所 

新島支所 令和6年5月29日 事例検討会 ９ 保健所・関係機関 

小笠原出張所 令和6年8月5日 事例検討会 ７ 保健所、関係機関職員 

小笠原出張所 令和6年10月10日 事例検討会 ２ 保健所、関係機関職員 

小笠原出張所 令和6年10月23日 事例検討会 ９ 保健所、関係機関職員 

小笠原出張所 令和6年10月31日 事例検討会 ３ 保健所、関係機関職員 

神津島支所 令和6年11月20日 事例検討会 ６ 教職員・関係機関 

三宅出張所 令和7年1月21日 事例検討会 ２ 保健所、本人 
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（４）法律問題事例検討会 
 

保健所等の地域関係機関や当センター職員が担当している相談事例の中で、「法的根拠」を理解 

していくことで問題解決の糸口を見つけていくことが期待される事例について、精神保健福祉の問 

題に精通している弁護士を助言者として招き、検討会を開いている。平成 16 年度から四半期毎に

実施している。 

 

第第１１回回  令令和和 66 年年 66 月月 1122 日日（（水水））午午後後 22 時時かからら 44 時時ままでで  

場 所：東京都立精神保健福祉センター 会議室  

参加者：合計 24 名 

（保健師 6名、ケースワーカー1 名、当センター17 名） 

＜事例１＞ 治療中断中で妄想による散財をしている方への対応について 

＜事例２＞ 精神症状で様々な犯罪をしていると考えられるケースの司法との連携について 

 

第第２２回回  令令和和 66 年年 1100 月月 2255 日日（（金金））午午後後 22 時時かからら 44 時時ままでで  

場 所：東京都立精神保健福祉センター 会議室 

 参加者：合計 21 名 

（保健師 4名、当センター17 名） 

＜事例１＞ 対象者からの過剰な要求に対する対応及び対象者が起こした庁舎物損事故への対応に

ついて 

＜事例２＞ インフォーマルな支援者との連携の法的根拠及び対象者の金銭管理の支援について 

 

第第３３回回  令令和和 77 年年 22 月月 1188 日日（（火火））午午前前 1100 時時かからら正正午午ままでで 

 場 所：東京都立精神保健福祉センター 会議室 

 参加者：合計 19 名 

（保健師 3名、事務職 1 名、当センター15 名） 

＜事例１＞ 親族等が支援しているひきこもりの方の権利擁護支援について 

＜事例２＞ 結核患者だが感染症法にのっとった治療にのらないケースへの対応について 

 

第第４４回回（（出出前前検検討討会会））  令令和和 77 年年 33 月月 1133 日日（（木木））午午後後 33 時時かからら 55 時時ままでで    

  場 所：区保健所 

  参加者：合計 18 名 

（保健師 7名、関係機関 6 名、当センター5 名）       

＜事例＞ 集合住宅で大声で叫ぶ、壁を叩く等の問題行動を繰り返すケース及び近隣住民への対応

について 

（５）依存症相談 
 

アルコール相談事業は、昭和 54 年厚生省の「酒害相談指導事業」の通達を受けて昭和 56 年 6 月

に開始され、昭和 64 年 1 月より特定相談事業として位置づけられた。薬物関連問題の専門相談は

平成 8 年 1月から開始し、同年 4月から特定相談事業として実施している。 

平成 31 年 4 月に精神保健福祉センターが依存症相談拠点と位置づけられたことにより、アルコ

ール関連問題相談と薬物関連問題相談を依存症相談事業として統合し、再構築した。また、ギャン

ブル依存の相談について、当事者向けプログラムを実施するなど、支援を強化している。 

 

  ア 個別相談（電話相談、面接相談） 
 

電話相談は随時受け付け、面接相談は原則として予約制としている。 

電話相談については、本人からの相談が最も多い。 

面接相談については、その他のアディクションが顕著に増加。内訳は浪費が多く、年齢層は

20～30 代で若年層が多かった。 
 

イ 依存症家族教室 
 

家族が依存症についての正しい知識を学び、依存症者本人への適切な対応を獲得することと、

家族自身が回復することを目標に実施している。プログラムは月 3回、講義とグループワークで

構成されている。依存症相談事業として再構築したことにより、多彩な講師陣による様々な視点

からの依存症関連の知識を得ることができる。また、関係機関職員の研修の場としても活用され

ている。 

令和６年度は、多重債務や金銭問題に関するテーマの会は参加者が非常に多かった。 
 

ウ 当事者向けプログラム 
 

（ア）ＳＭＡＲＰＰ（物質使用障害治療プログラム） 

平成 23 年度から、薬物依存症当事者を対象とした回復プログラムを実施している。「ＳＭＡＲ

ＰＰ－24 物質使用障害治療プログラム」をテキストとして使用し、認知行動療法に基づいたグ

ループ形式のプログラムを、1 クール 24 回、毎週火曜日の午後に実施している。毎回、地域の

関係機関の回復者スタッフが助言者として参加している。平成 27 年度からは、アルコール依

存症等全ての物質依存にも対象者を広げている。 
 

（イ）ＳＡＴ－Ｇ（ギャンブル障害回復トレーニングプログラム） 

令和元年度に、ギャンブル依存症当事者を対象とした回復プログラムを試行し、令和 2 年度

からは、1 クール 6 回、第 4 木曜日の午後に実施している。「ＳＡＴ-Ｇ」をテキストとして使用

し、認知行動療法に基づいたグループ形式のプログラムを実施している。毎回、回復施設のス

タッフや自助グループのメンバーが助言者として参加している。 

どちらのプログラムでも本人が参加を希望してセンターに繋がるケースが多い。 
 

エ 事例検討会 
 

面接相談を受けた個々の事例について、依存症問題に取り組んでいる医師や精神保健福祉士等

を助言者として外部から招き、ケースの診立てや問題の整理、今後の援助方針等を検討している。

必要に応じて関係機関と連携し、情報を共有している。保健所等で関与している事例も検討の対

象としており、保健師や福祉関係者、医療機関職員等の参加も可能である。家族教室同様、関係
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（５）依存症相談 
 

アルコール相談事業は、昭和 54 年厚生省の「酒害相談指導事業」の通達を受けて昭和 56 年 6 月

に開始され、昭和 64 年 1 月より特定相談事業として位置づけられた。薬物関連問題の専門相談は

平成 8 年 1月から開始し、同年 4月から特定相談事業として実施している。 

平成 31 年 4 月に精神保健福祉センターが依存症相談拠点と位置づけられたことにより、アルコ

ール関連問題相談と薬物関連問題相談を依存症相談事業として統合し、再構築した。また、ギャン

ブル依存の相談について、当事者向けプログラムを実施するなど、支援を強化している。 

 

  ア 個別相談（電話相談、面接相談） 
 

電話相談は随時受け付け、面接相談は原則として予約制としている。 

電話相談については、本人からの相談が最も多い。 

面接相談については、その他のアディクションが顕著に増加。内訳は浪費が多く、年齢層は

20～30 代で若年層が多かった。 
 

イ 依存症家族教室 
 

家族が依存症についての正しい知識を学び、依存症者本人への適切な対応を獲得することと、

家族自身が回復することを目標に実施している。プログラムは月 3回、講義とグループワークで

構成されている。依存症相談事業として再構築したことにより、多彩な講師陣による様々な視点

からの依存症関連の知識を得ることができる。また、関係機関職員の研修の場としても活用され

ている。 

令和６年度は、多重債務や金銭問題に関するテーマの会は参加者が非常に多かった。 
 

ウ 当事者向けプログラム 
 

（ア）ＳＭＡＲＰＰ（物質使用障害治療プログラム） 

平成 23 年度から、薬物依存症当事者を対象とした回復プログラムを実施している。「ＳＭＡＲ

ＰＰ－24 物質使用障害治療プログラム」をテキストとして使用し、認知行動療法に基づいたグ

ループ形式のプログラムを、1 クール 24 回、毎週火曜日の午後に実施している。毎回、地域の

関係機関の回復者スタッフが助言者として参加している。平成 27 年度からは、アルコール依

存症等全ての物質依存にも対象者を広げている。 
 

（イ）ＳＡＴ－Ｇ（ギャンブル障害回復トレーニングプログラム） 

令和元年度に、ギャンブル依存症当事者を対象とした回復プログラムを試行し、令和 2 年度

からは、1 クール 6 回、第 4 木曜日の午後に実施している。「ＳＡＴ-Ｇ」をテキストとして使用

し、認知行動療法に基づいたグループ形式のプログラムを実施している。毎回、回復施設のス

タッフや自助グループのメンバーが助言者として参加している。 

どちらのプログラムでも本人が参加を希望してセンターに繋がるケースが多い。 
 

エ 事例検討会 
 

面接相談を受けた個々の事例について、依存症問題に取り組んでいる医師や精神保健福祉士等

を助言者として外部から招き、ケースの診立てや問題の整理、今後の援助方針等を検討している。

必要に応じて関係機関と連携し、情報を共有している。保健所等で関与している事例も検討の対

象としており、保健師や福祉関係者、医療機関職員等の参加も可能である。家族教室同様、関係
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機関職員の研修の場としても活用されている。 

種別を問わず、事例合計数が増加している。 

 

オ 普及啓発／機関連携 
 

各機関との協力連携を円滑にするため、地域で実施している事例検討会や関係機関連絡会など

へ参加し、助言や支援を行っている。 

また、保健所・教育機関等から依頼を受け、地域や学校における薬物教育として、薬物問題に

ついての講演を行っている。保護観察所で開催される講演会・プログラム等にも講師を派遣して

いる。 

そのほか、地域の医療機関を受診している患者さんに対してセンターの相談への導入契機を図

ってもらう目的で、地域の医師会に対して依存症相談事業のチラシを配布している。 

 

カ 「区東部特別区・島しょ依存症関連機関地域連携会議」（依存症相談拠点としての取組） 
 

令和元年度から都立（総合）精神保健福祉センターが依存症相談拠点となり、都における依存

症対策の一層の充実を図るため、依存症関連機関地域連携会議を実施している。 

令和 6 年度は、テーマを「女性と依存」として、女性の依存症支援における課題の共有と連携

強化を目的に開催した。 

 

 

表表 66--((55))--11  依依存存症症相相談談  件件数数  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区分 
種類 薬 物 アルコール ギャンブル 

その他の 

アディクション 
合計 

電 話 １１９ ２０６ １８８ ８１ ５９４ 

新 規 ４１ ４２ ５７ ２１ １６１ 

再 来 ６１ ２４ ２６ ０ １１１ 

合 計 ２２１ ２７２ ２７１ １０２ ８６６ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

表表 66--((55))--22  依依存存症症相相談談  相相談談者者別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

   区分 

 

対象者 

電話相談者数 新規相談者数 

薬 物 アルコール ギャンブル 

その他の 

アディク 

ション 
薬 物 アルコール ギャンブル 

その他の 

アディク 

ション 

本人 ５３ ７７ ７５ ３８ ２５ ９ ３５ １４ 

妻 ３ ５０ ２８ ６ ０ ２０ ３ ０ 

夫 ２ ５ １ ０ １ ０ １ ０ 

母 ２８ １９ ３８ １８ ７ ６ １１ ４ 

父 ９ ４ １７ ４ ２ ２ ５ １ 

子供 ２ １１ ４ ３ ２ １ ０ ０ 

同胞 ７ １７ １４ ４ １ ４ １ １ 

他親族 １ ５ ５ ５ １ ０ ０ １ 

その他 １３ １８ ６ ３ ２ ０ １ ０ 

不明 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 １１９ ２０６ １８８ ８１ ４１ ４２ ５７ ２１ 

 

 

表表 66--((55))--33  依依存存症症相相談談  相相談談対対象象者者のの年年齢齢・・性性別別区区分分  (令和 6 年度)  

（単位：件）  

 年齢・性別  

 

区分  

10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70 歳以上 
合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

薬物 ２ ０ １２ ３ １５ ６ １７ ４ ３３ ０ ９ ０ １ ０ １０２ 

アルコール ０ ０ ２ ２ ４ ４ ２３ ３ １５ ２ ６ ２ １ ２ ６６ 

ギャンブル １ ０ ２０ ０ ２７ １ １５ ０ １６ ０ １ １ ０ １ ８３ 

その他のアデ

ィクション 
０ ０ ４ ２ ４ ３ １ １ ２ ３ ０ １ ０ ０ ２１ 

合 計 ３ ０ ３８ ７ ５０ １４ ５６ ８ ６６ ５ １６ ４ ２ ３ ２７２ 
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機関職員の研修の場としても活用されている。 

種別を問わず、事例合計数が増加している。 

 

オ 普及啓発／機関連携 
 

各機関との協力連携を円滑にするため、地域で実施している事例検討会や関係機関連絡会など

へ参加し、助言や支援を行っている。 

また、保健所・教育機関等から依頼を受け、地域や学校における薬物教育として、薬物問題に

ついての講演を行っている。保護観察所で開催される講演会・プログラム等にも講師を派遣して

いる。 

そのほか、地域の医療機関を受診している患者さんに対してセンターの相談への導入契機を図

ってもらう目的で、地域の医師会に対して依存症相談事業のチラシを配布している。 

 

カ 「区東部特別区・島しょ依存症関連機関地域連携会議」（依存症相談拠点としての取組） 
 

令和元年度から都立（総合）精神保健福祉センターが依存症相談拠点となり、都における依存

症対策の一層の充実を図るため、依存症関連機関地域連携会議を実施している。 

令和 6 年度は、テーマを「女性と依存」として、女性の依存症支援における課題の共有と連携

強化を目的に開催した。 

 

 

表表 66--((55))--11  依依存存症症相相談談  件件数数  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区分 
種類 薬 物 アルコール ギャンブル 

その他の 

アディクション 
合計 

電 話 １１９ ２０６ １８８ ８１ ５９４ 

新 規 ４１ ４２ ５７ ２１ １６１ 

再 来 ６１ ２４ ２６ ０ １１１ 

合 計 ２２１ ２７２ ２７１ １０２ ８６６ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

表表 66--((55))--22  依依存存症症相相談談  相相談談者者別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

   区分 

 

対象者 

電話相談者数 新規相談者数 

薬 物 アルコール ギャンブル 

その他の 

アディク 

ション 
薬 物 アルコール ギャンブル 

その他の 

アディク 

ション 

本人 ５３ ７７ ７５ ３８ ２５ ９ ３５ １４ 

妻 ３ ５０ ２８ ６ ０ ２０ ３ ０ 

夫 ２ ５ １ ０ １ ０ １ ０ 

母 ２８ １９ ３８ １８ ７ ６ １１ ４ 

父 ９ ４ １７ ４ ２ ２ ５ １ 

子供 ２ １１ ４ ３ ２ １ ０ ０ 

同胞 ７ １７ １４ ４ １ ４ １ １ 

他親族 １ ５ ５ ５ １ ０ ０ １ 

その他 １３ １８ ６ ３ ２ ０ １ ０ 

不明 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 １１９ ２０６ １８８ ８１ ４１ ４２ ５７ ２１ 

 

 

表表 66--((55))--33  依依存存症症相相談談  相相談談対対象象者者のの年年齢齢・・性性別別区区分分  (令和 6 年度)  

（単位：件）  

 年齢・性別  

 

区分  

10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70 歳以上 
合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

薬物 ２ ０ １２ ３ １５ ６ １７ ４ ３３ ０ ９ ０ １ ０ １０２ 

アルコール ０ ０ ２ ２ ４ ４ ２３ ３ １５ ２ ６ ２ １ ２ ６６ 

ギャンブル １ ０ ２０ ０ ２７ １ １５ ０ １６ ０ １ １ ０ １ ８３ 

その他のアデ

ィクション 
０ ０ ４ ２ ４ ３ １ １ ２ ３ ０ １ ０ ０ ２１ 

合 計 ３ ０ ３８ ７ ５０ １４ ５６ ８ ６６ ５ １６ ４ ２ ３ ２７２ 
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表表 66--((55))--44  依依存存症症相相談談  新新規規相相談談者者来来所所経経路路別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 薬 物 アルコール ギャンブル 
その他の 
ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ 

合 計 

保健所 ２ １０ ６ ３ ２１ 

精神保健関係機関 ０ ０ １ ０ １ 

福祉関係機関 ０ ２ ２ ０ ４ 

民間相談機関 ２ １ ７ ８ １８ 

精神科医療機関 ３ １ ２ ２ ８ 

他科医療機関 ０ ０ ０ ０ ０ 

学校・職場 ０ １ ０ ０ １ 

保護観察所・保護司・弁護士等 １６ １ １ ０ １８ 

広報 １６ １８ ３３ ７ ７４ 

知人等 １ ６ ３ ０ １０ 

その他 １ ２ ２ １ ６ 

合 計 ４１ ４２ ５７ ２１ １６１ 

 

 

表表 66--((55))--55  依依存存症症相相談談  事事例例検検討討会会  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 薬 物 アルコール ギャンブル 
その他の 
ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ 

検討事例 
合計 

関係機関 
参加者数 

新規事例 ２２ ３３ ５１ １７ １２３ ０ 

再来事例 ０ ０ １ ０ １ ０ 

他機関事例 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ２２ ３３ ５２ １７ １２４ ０ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表表 66--((55))--66  依依存存症症家家族族教教室室実実施施状状況況  (令和 6 年度)  
 

区 分 

 

 

テーマ 

開 
催 
回 
数 
(回) 

参加者数（人） 

家  族 

家族 
合計 

関係 
機関 

合計 
薬物 ｱﾙｺ

ｰﾙ 
ｷﾞｬﾝ
ﾌﾞﾙ 

その

他の 

ｱﾃﾞｨｸ 

ｼｮﾝ 

依存症問題の背景と家族の対応 １０ １７ ３９ １９ １ ７６ ０ ７６ 

家族のコミュニケーション ４ ８ ２ ４ ２ １６ ０ １６ 

先輩家族からのメッセージ ３ ８ ９ ３ ０ ２０ １ ２１ 

依存症の治療と回復 ５ １２ ２３ １３ ０ ４８ ２ ５０ 

本人からメッセージ ７ １１ １５ １０ ０ ３６ ２ ３８ 

依存症に纏わる法律 ２ ７ ４ ８ ０ １９ １ ２０ 

金銭問題と家族の対応 ２ ７ ３ １７ １ ２８ ０ ２８ 

合 計 ３３ ７０ ９５ ７４ ４ ２４３ ６ ２４９ 

 

表表 66--((55))--77  依依存存症症相相談談  地地域域別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

     地域 

 

区分  

千

代

田

区 

中

央

区 

文

京

区 

台

東

区 

墨

田

区 

江

東

区 

豊

島

区 

北 

 

区 

荒 

川 

区 

板 

橋 

区 

足 

立 

区 

葛 

飾 

区 

江 

戸 

川 

区 

島 

し 

ょ

部 

西

南

部 

10 

区 

多

摩

地

域 

都

外 合

計 

薬 

物 

新規相談 ０ ０ ２ ０ ２ ２ ４ １ ６ ６ ５ ５ ５ ０ １ ０ ２ ４１ 

事例検討会 ０ ０ １ ０ ３ １ ０ ０ ２ ４ ４ ４ ２ ０ ０ ０ １ ２２ 

家族教室 ０ ０ ５ ０ ２３ ０ ０ ９ １ ７ ３ ３ ８ ２ ９ ０ ０ ７０ 

ア 

ル 

コ 

| 

ル 

新規相談 １ ０ ４ ６ ３ ３ ３ ３ １ ５ ４ １ ４ ０ １ ０ ３ ４２ 

事例検討会 １ ０ ４ ３ ２ ３ １ ３ １ ３ ４ ０ ５ ０ ０ ０ ３ ３３ 

家族教室 ０ ０ ３ １０ ３０ １ ５ ４ ０ １２ ４ １２ １０ ０ ０ ０ ４ ９５ 

ギ 

ャ 

ン 

ブ 

ル  

新規相談 ０ １ ３ ４ ３ ７ ３ １ １ ５ ８ ８ ９ ０ ０ １ ３ ５７ 

事例検討会 ０ １ ３ ３ ３ ７ ３ １ ０ ５ １０ ７ ９ ０ ０ ０ ０ ５２ 

家族教室 ０ １ １０ ３１ ０ ６ １ ４ １ ３ ８ ２ ６ ０ ０ ０ １ ７４ 

そ
の
他
の 

ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン 

新規相談 ０ ２ １ ３ ２ ２ ０ ２ １ １ ２ １ ２ ０ １ ０ １ ２１ 

事例検討会 ０ １ ３ ２ １ １ ０ ２ １ １ １ ０ ２ ０ ０ ０ ２ １７ 

家族教室 ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ 

－ 48 －



表表 66--((55))--44  依依存存症症相相談談  新新規規相相談談者者来来所所経経路路別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 薬 物 アルコール ギャンブル 
その他の 
ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ 

合 計 

保健所 ２ １０ ６ ３ ２１ 

精神保健関係機関 ０ ０ １ ０ １ 

福祉関係機関 ０ ２ ２ ０ ４ 

民間相談機関 ２ １ ７ ８ １８ 

精神科医療機関 ３ １ ２ ２ ８ 

他科医療機関 ０ ０ ０ ０ ０ 

学校・職場 ０ １ ０ ０ １ 

保護観察所・保護司・弁護士等 １６ １ １ ０ １８ 

広報 １６ １８ ３３ ７ ７４ 

知人等 １ ６ ３ ０ １０ 

その他 １ ２ ２ １ ６ 

合 計 ４１ ４２ ５７ ２１ １６１ 

 

 

表表 66--((55))--55  依依存存症症相相談談  事事例例検検討討会会  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 薬 物 アルコール ギャンブル 
その他の 
ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ 

検討事例 
合計 

関係機関 
参加者数 

新規事例 ２２ ３３ ５１ １７ １２３ ０ 

再来事例 ０ ０ １ ０ １ ０ 

他機関事例 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ２２ ３３ ５２ １７ １２４ ０ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表表 66--((55))--66  依依存存症症家家族族教教室室実実施施状状況況  (令和 6 年度)  
 

区 分 

 

 

テーマ 

開 
催 
回 
数 
(回) 

参加者数（人） 

家  族 

家族 
合計 

関係 
機関 

合計 
薬物 ｱﾙｺ

ｰﾙ 
ｷﾞｬﾝ
ﾌﾞﾙ 

その

他の 

ｱﾃﾞｨｸ 

ｼｮﾝ 

依存症問題の背景と家族の対応 １０ １７ ３９ １９ １ ７６ ０ ７６ 

家族のコミュニケーション ４ ８ ２ ４ ２ １６ ０ １６ 

先輩家族からのメッセージ ３ ８ ９ ３ ０ ２０ １ ２１ 

依存症の治療と回復 ５ １２ ２３ １３ ０ ４８ ２ ５０ 

本人からメッセージ ７ １１ １５ １０ ０ ３６ ２ ３８ 

依存症に纏わる法律 ２ ７ ４ ８ ０ １９ １ ２０ 

金銭問題と家族の対応 ２ ７ ３ １７ １ ２８ ０ ２８ 

合 計 ３３ ７０ ９５ ７４ ４ ２４３ ６ ２４９ 

 

表表 66--((55))--77  依依存存症症相相談談  地地域域別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

     地域 

 

区分  

千

代

田

区 

中

央

区 

文

京

区 

台

東

区 

墨

田

区 

江

東

区 

豊

島

区 

北 

 

区 

荒 

川 

区 

板 

橋 

区 

足 

立 

区 

葛 

飾 

区 

江 

戸 

川 

区 

島 

し 

ょ

部 

西

南

部 

10 

区 

多

摩

地

域 

都

外 合

計 

薬 

物 

新規相談 ０ ０ ２ ０ ２ ２ ４ １ ６ ６ ５ ５ ５ ０ １ ０ ２ ４１ 

事例検討会 ０ ０ １ ０ ３ １ ０ ０ ２ ４ ４ ４ ２ ０ ０ ０ １ ２２ 

家族教室 ０ ０ ５ ０ ２３ ０ ０ ９ １ ７ ３ ３ ８ ２ ９ ０ ０ ７０ 

ア 

ル 

コ 

| 

ル 

新規相談 １ ０ ４ ６ ３ ３ ３ ３ １ ５ ４ １ ４ ０ １ ０ ３ ４２ 

事例検討会 １ ０ ４ ３ ２ ３ １ ３ １ ３ ４ ０ ５ ０ ０ ０ ３ ３３ 

家族教室 ０ ０ ３ １０ ３０ １ ５ ４ ０ １２ ４ １２ １０ ０ ０ ０ ４ ９５ 

ギ 

ャ 

ン 

ブ 

ル  

新規相談 ０ １ ３ ４ ３ ７ ３ １ １ ５ ８ ８ ９ ０ ０ １ ３ ５７ 

事例検討会 ０ １ ３ ３ ３ ７ ３ １ ０ ５ １０ ７ ９ ０ ０ ０ ０ ５２ 

家族教室 ０ １ １０ ３１ ０ ６ １ ４ １ ３ ８ ２ ６ ０ ０ ０ １ ７４ 

そ
の
他
の 

ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン 

新規相談 ０ ２ １ ３ ２ ２ ０ ２ １ １ ２ １ ２ ０ １ ０ １ ２１ 

事例検討会 ０ １ ３ ２ １ １ ０ ２ １ １ １ ０ ２ ０ ０ ０ ２ １７ 

家族教室 ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ 

－ 49 －



 

表表 66--((55))--88  依依存存症症回回復復支支援援ププロロググララムム実実施施状状況況  

 

区 分 
ＳＭＡＲＰＰ（薬物・アルコール） ＳＡＴ－Ｇ（ギャンブル） 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

実施回数 ３９ ４７ ４５ ４７ ４７ １０ １２ １１ １２ １２ 

参加者 
実人数 

２２ ２３ ２２ ２７ ２４ ７ １２ １８ ２０ ２０ 

参加者 
延人数 

３６４ ４４３ ３８１ ３８０ ３４２ ２６ ５６ ６３ ７９ ９３ 

見学者 
延人数 

１１ １６ １１ ６ ４ ４ ６ ６ ３ ３ 

合 計 
延人数 

３７５ ４５９ ３９２ ３８６ ３４６ ３０ ６２ ６９ ８２ ９６ 

※ 令和 2・3年度の SMARPP はオンライン参加者も含む。  

 

表表 66--((55))--99  依依存存症症相相談談  薬薬物物原原因因物物質質別別内内訳訳  (令和 6 年度)  
 

区 分 

精神保健福祉相談（薬物 
関連）の原因物質別内訳 

 
グループワーク
（薬物）におけ
る原因物質別内
訳（延人数） 

 

延件数 新来相談受理 
件数（実人数） 

 

覚せい剤 ２７２ ６４  ２３５ 

麻薬 １０ ５  ３４ 

大麻 ６８ １８  ５７ 

有機溶剤 １２ １  ２３ 

危険ドラッグ ４ ０  ０ 

その他（処方薬など） １０３ １４  ６１ 

合 計 ４６９ １０２  ４１０ 

 

表表 66--((55))--1100  依依存存症症相相談談  薬薬物物別別内内訳訳  

（単位：件） 

区 分 
電話相談 来所相談 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

覚せい剤 ４９ ３３ １５ １０ １６ ７８ ６８ ５６ ６７ ６５ 

有機溶剤 １ ２ ０ ０ １ １ １ １ ０ １ 

大麻 １５ １１ ２２ ２３ ２４ ７ １４ １７ １４ １７ 

市販薬 ７ １１ ６６ ７５ ２８ ２ ３ ４ ５ ３ 

処方薬 １０ １３ ６ １１ １７ ６ ７ ７ ７ １１ 

ガス ０ １ １ １ ２ ０ １ ０ ０ ０ 

危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ １ １ ２ ２ ３ ３ １ ０ ０ ０ 

その他 １５ １３ １２ １９ ２８ ６ ２ ４ ３ ５ 

合 計 ９８ ８５ １２４ １４１ １１９ １０３ ９７ ８９ ９６ １０２ 

 

表表 66--((55))--1111  「「区区東東部部特特別別区区・・島島ししょょ依依存存症症関関連連機機関関地地域域連連携携会会議議」」  (令和 6 年度) 

（（依依存存症症相相談談拠拠点点ととししててのの取取組組））  

 

テ ー マ 女性と依存 

日 時 ・ 場 所 令和 6年 9月 2 日（月）13：30～16：30  台東区民会館 

参 加 人 数 
依存症関連機関：14名、区東部 13 区及び島しょ地域の保健所・保健センター：46 名、   

区東部 13 区及び島しょ地域の生活福祉課：7 名、児童相談所・子供家庭支援センター：

11 名、東京都及び都立（総合）精神保健福祉センター：14名      合計 92名 

内 容 

１ 話題提供 
  東京都立病院機構東京都立墨東病院神経科 源田医長 

特定非営利活動法人ジャパンマック サポートセンター オ`ハナ 棚原施設長 

特定非営利活動法人山谷マックデイケアセンター ワン・ステップ（ポンポンダリ

ア） 落合氏 

特定非営利活動法人ダルク女性ハウス フリッカ・ビーウーマン 俵氏 
 
２ グループワーク 
  関連機関の紹介、情報や意見交換、検討など 
 
３ 全体会  
  質疑応答など 

 

－ 50 －



 

表表 66--((55))--88  依依存存症症回回復復支支援援ププロロググララムム実実施施状状況況  

 

区 分 
ＳＭＡＲＰＰ（薬物・アルコール） ＳＡＴ－Ｇ（ギャンブル） 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

実施回数 ３９ ４７ ４５ ４７ ４７ １０ １２ １１ １２ １２ 

参加者 
実人数 

２２ ２３ ２２ ２７ ２４ ７ １２ １８ ２０ ２０ 

参加者 
延人数 

３６４ ４４３ ３８１ ３８０ ３４２ ２６ ５６ ６３ ７９ ９３ 

見学者 
延人数 

１１ １６ １１ ６ ４ ４ ６ ６ ３ ３ 

合 計 
延人数 

３７５ ４５９ ３９２ ３８６ ３４６ ３０ ６２ ６９ ８２ ９６ 

※ 令和 2・3年度の SMARPP はオンライン参加者も含む。  

 

表表 66--((55))--99  依依存存症症相相談談  薬薬物物原原因因物物質質別別内内訳訳  (令和 6 年度)  
 

区 分 

精神保健福祉相談（薬物 
関連）の原因物質別内訳 

 
グループワーク
（薬物）におけ
る原因物質別内
訳（延人数） 

 

延件数 新来相談受理 
件数（実人数） 

 

覚せい剤 ２７２ ６４  ２３５ 

麻薬 １０ ５  ３４ 

大麻 ６８ １８  ５７ 

有機溶剤 １２ １  ２３ 

危険ドラッグ ４ ０  ０ 

その他（処方薬など） １０３ １４  ６１ 

合 計 ４６９ １０２  ４１０ 

 

表表 66--((55))--1100  依依存存症症相相談談  薬薬物物別別内内訳訳  

（単位：件） 

区 分 
電話相談 来所相談 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

覚せい剤 ４９ ３３ １５ １０ １６ ７８ ６８ ５６ ６７ ６５ 

有機溶剤 １ ２ ０ ０ １ １ １ １ ０ １ 

大麻 １５ １１ ２２ ２３ ２４ ７ １４ １７ １４ １７ 

市販薬 ７ １１ ６６ ７５ ２８ ２ ３ ４ ５ ３ 

処方薬 １０ １３ ６ １１ １７ ６ ７ ７ ７ １１ 

ガス ０ １ １ １ ２ ０ １ ０ ０ ０ 

危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ １ １ ２ ２ ３ ３ １ ０ ０ ０ 

その他 １５ １３ １２ １９ ２８ ６ ２ ４ ３ ５ 

合 計 ９８ ８５ １２４ １４１ １１９ １０３ ９７ ８９ ９６ １０２ 

 

表表 66--((55))--1111  「「区区東東部部特特別別区区・・島島ししょょ依依存存症症関関連連機機関関地地域域連連携携会会議議」」  (令和 6 年度) 

（（依依存存症症相相談談拠拠点点ととししててのの取取組組））  

 

テ ー マ 女性と依存 

日 時 ・ 場 所 令和 6年 9月 2 日（月）13：30～16：30  台東区民会館 

参 加 人 数 
依存症関連機関：14名、区東部 13 区及び島しょ地域の保健所・保健センター：46 名、   

区東部 13 区及び島しょ地域の生活福祉課：7 名、児童相談所・子供家庭支援センター：

11 名、東京都及び都立（総合）精神保健福祉センター：14名      合計 92名 

内 容 

１ 話題提供 
  東京都立病院機構東京都立墨東病院神経科 源田医長 

特定非営利活動法人ジャパンマック サポートセンター オ`ハナ 棚原施設長 

特定非営利活動法人山谷マックデイケアセンター ワン・ステップ（ポンポンダリ

ア） 落合氏 

特定非営利活動法人ダルク女性ハウス フリッカ・ビーウーマン 俵氏 
 
２ グループワーク 
  関連機関の紹介、情報や意見交換、検討など 
 
３ 全体会  
  質疑応答など 

 

－ 51 －



（６）思春期・青年期相談 
 

平成 13 年 4月から特定相談事業として思春期・青年期相談を開始している。開始当初の事業内

容は、電話・面接による個別相談、思春期専門精神科医を招いた事例検討会等であった。平成 14

年度には、精神科医や心理職を交えた家族グループ（令和元年度より親グループから名称変更）

を開始し、平成 16 年度には本人グループ開始、平成 29 年度より家族講座の実施と事業内容を順

次拡大している。平成 17 年度から令和元年度までは、高等学校協力のもと、アウトリーチ手法に

よる学校連携事業を実施し、現在は機関支援に形を変えて支援を継続している。 
 

相談対象者：御本人の年齢が義務教育終了後のおおむね 15 歳以上 30代半ばまで。 

相 談 内 容：思春期・青年期のこころの問題一般。但し、狭義の精神病圏の方の相談は一般精

神保健福祉相談として対応している。 
 

ア 個別相談 

電話相談は随時受け付け、面接相談は面接日時を予約の上、実施している。相談内容では、

親子関係不調、社会的ひきこもり、発達障害、自傷行為等の相談件数が多く、10 代～20 代前

半の相談が全体の約 65％を占めている。 
 

イ 家族グループ 

思春期の問題を抱える家族を対象としたグループ。精神科医や心理カウンセラーの助言のも

と、グループでの話し合いを通し、家族としての向き合い方を共に考えていく。不登校、ひき

こもり、不適応等の問題への対応に苦慮する親と、自傷行為や希死念慮のある若年層の子を持

つ親の相談に二極化している。 
 

ウ 家族講座 

平成 29 年度から家族グループの参加には馴染みにくい家族へのフォローも含め、基本的な知

識の習得や問題に対する洞察を深め、問題の解決への糸口をつかむことを目的として年 5 回実

施している。 
 

エ 本人グループ 

ひきこもりや人間関係に苦手意識等の課題を持つ本人を対象としたグループ。利用者の「居

場所」を目的として、ゲーム、創作アート、お菓子作り、外出などを行っている。利用期間の

制限が無いため、長期の継続利用者も見られる。 
 

オ 事例検討会 

思春期の精神保健福祉相談ケースについて、精神科医を含む多職種にて多角的に検討し、疾

患や障害そのものへの理解を深め、問題を整理し、検討課題を明確にして支援のあり方を学ん

でいる。なお、外部関係機関への支援としては、持ち込み事例を受入れることで学習の機会を

提供している。相談内容は、発達障害、ひきこもり、社会的不適応、自傷行為、摂食障害、家

族の機能不全問題等多岐にわたっている。 

 

表表 66--((66))--11  思思春春期期･･青青年年期期相相談談  件件数数  

（単位：件） 

年度 
内容 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

電話相談 ２９９ ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ 

新来 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

※ 電話相談件数は、「こころの電話相談」のうち思春期相談に分類された数を計上。 

 

表表 66--((66))--22  思思春春期期･･青青年年期期相相談談  対対象象者者年年齢齢別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

年齢 
性別 15 歳以下 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30 歳以上 合 計 

男性 ０ １２ １２ ５ ９ ３８ 

女性 ０ １４ ２１ １３ ７ ５５ 

合 計 ０ ２６ ３３ １８ １６ ９３ 

 

表表 66--((66))--33  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談者者別別内内訳訳  

（単位：件） 

種別 

 

相談者 

電話相談 面接相談 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

本人 ３４ ５４ ８３ ２８ ４５ ２２ ２１ １４ ２２ １５ 

父 ３２ ２６ ３６ ２３ ２３ １２ １１ ７ １１ １８ 

母 ２１１ １９６ ２１１ １７４ １８２ ５０ ６３ ６４ ６１ ５９ 

他親族 １２ １３ １３ ９ ５ ３ ４ １ ０ ０ 

関係者 ２ ５ ２ ５ ７ ０ ０ ２ ３ １ 

その他 ８ ７ ２ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ２９９ ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

※ 電話相談件数は、「こころの電話相談」のうち思春期相談に分類された数を計上。 

※ 面接相談数は、来所相談者のうち筆頭相談者の数のみを計上。 

－ 52 －



（６）思春期・青年期相談 
 

平成 13 年 4月から特定相談事業として思春期・青年期相談を開始している。開始当初の事業内

容は、電話・面接による個別相談、思春期専門精神科医を招いた事例検討会等であった。平成 14

年度には、精神科医や心理職を交えた家族グループ（令和元年度より親グループから名称変更）

を開始し、平成 16 年度には本人グループ開始、平成 29 年度より家族講座の実施と事業内容を順

次拡大している。平成 17 年度から令和元年度までは、高等学校協力のもと、アウトリーチ手法に

よる学校連携事業を実施し、現在は機関支援に形を変えて支援を継続している。 
 

相談対象者：御本人の年齢が義務教育終了後のおおむね 15 歳以上 30代半ばまで。 

相 談 内 容：思春期・青年期のこころの問題一般。但し、狭義の精神病圏の方の相談は一般精

神保健福祉相談として対応している。 
 

ア 個別相談 

電話相談は随時受け付け、面接相談は面接日時を予約の上、実施している。相談内容では、

親子関係不調、社会的ひきこもり、発達障害、自傷行為等の相談件数が多く、10 代～20 代前

半の相談が全体の約 65％を占めている。 
 

イ 家族グループ 

思春期の問題を抱える家族を対象としたグループ。精神科医や心理カウンセラーの助言のも

と、グループでの話し合いを通し、家族としての向き合い方を共に考えていく。不登校、ひき

こもり、不適応等の問題への対応に苦慮する親と、自傷行為や希死念慮のある若年層の子を持

つ親の相談に二極化している。 
 

ウ 家族講座 

平成 29 年度から家族グループの参加には馴染みにくい家族へのフォローも含め、基本的な知

識の習得や問題に対する洞察を深め、問題の解決への糸口をつかむことを目的として年 5 回実

施している。 
 

エ 本人グループ 

ひきこもりや人間関係に苦手意識等の課題を持つ本人を対象としたグループ。利用者の「居

場所」を目的として、ゲーム、創作アート、お菓子作り、外出などを行っている。利用期間の

制限が無いため、長期の継続利用者も見られる。 
 

オ 事例検討会 

思春期の精神保健福祉相談ケースについて、精神科医を含む多職種にて多角的に検討し、疾

患や障害そのものへの理解を深め、問題を整理し、検討課題を明確にして支援のあり方を学ん

でいる。なお、外部関係機関への支援としては、持ち込み事例を受入れることで学習の機会を

提供している。相談内容は、発達障害、ひきこもり、社会的不適応、自傷行為、摂食障害、家

族の機能不全問題等多岐にわたっている。 

 

表表 66--((66))--11  思思春春期期･･青青年年期期相相談談  件件数数  

（単位：件） 

年度 
内容 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

電話相談 ２９９ ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ 

新来 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

※ 電話相談件数は、「こころの電話相談」のうち思春期相談に分類された数を計上。 

 

表表 66--((66))--22  思思春春期期･･青青年年期期相相談談  対対象象者者年年齢齢別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

年齢 
性別 15 歳以下 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30 歳以上 合 計 

男性 ０ １２ １２ ５ ９ ３８ 

女性 ０ １４ ２１ １３ ７ ５５ 

合 計 ０ ２６ ３３ １８ １６ ９３ 

 

表表 66--((66))--33  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談者者別別内内訳訳  

（単位：件） 

種別 

 

相談者 

電話相談 面接相談 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

本人 ３４ ５４ ８３ ２８ ４５ ２２ ２１ １４ ２２ １５ 

父 ３２ ２６ ３６ ２３ ２３ １２ １１ ７ １１ １８ 

母 ２１１ １９６ ２１１ １７４ １８２ ５０ ６３ ６４ ６１ ５９ 

他親族 １２ １３ １３ ９ ５ ３ ４ １ ０ ０ 

関係者 ２ ５ ２ ５ ７ ０ ０ ２ ３ １ 

その他 ８ ７ ２ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ２９９ ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

※ 電話相談件数は、「こころの電話相談」のうち思春期相談に分類された数を計上。 

※ 面接相談数は、来所相談者のうち筆頭相談者の数のみを計上。 
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表表 66--((66))--44  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談内内容容内内訳訳（（電電話話相相談談）） 

（単位：件） 

年度 
内容 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

病気への不安・疑問・対応 ６４ ６５ ５８ ５２ 

リハビリテーション・就労 ５ １０ ７ ２ 

子どもの養育上の問題 ５０ ７１ ３７ ３７ 

家族関係の問題 ２１ ２９ ２０ ２９ 

不登校 ２６ ２１ ２５ ２７ 

無気力・ひきこもり １９ １１ １７ １３ 

不適応（学校・職場） ３１ ２７ １４ １０ 

家庭内暴力 ８ １０ ０ ４ 

社会的問題行動（非行等） ７ １０ １５ ９ 

食行動の異常 １６ １２ ７ １３ 

自傷行為 １３ １５ ９ ２９ 

ゲーム・インターネットの問題 ９ ５ ９ ５ 

人間関係の問題 １０ ３０ ８ ２１ 

性格の問題 ５ ６ ３ ３ 

その他（他センター紹介など） １７ ２５ １０ １２ 

他センター紹介※再掲 (３) (５) (２) （１） 

合 計 ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ 

※ 相談内容が複数にわたる場合は主たる訴えのみを計上。 

※ 令和 3 年度から電話相談の集計内容項目を変更（その他の問題の計上数が多いため）。 

 

表表 66--((66))--55  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談内内容容内内訳訳（（面面接接相相談談））  

（単位：件） 

年度 
内容 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

不登校 ６ １０ ９ １０ ６ 

ひきこもり ２０ ２１ １１ １７ １０ 

家庭内暴力 ２ １ １ ０ ０ 

摂食障害 ３ ４ ６ ７ ３ 

自傷行為 ７ ７ ７ ４ １６ 

親子関係不調 １６ １７ ２８ ２３ ２２ 

対 人 関 係 ３ ３ １ １ ４ 

発 達 障 害 １５ １３ １２ １２ １９ 

精 神 障 害 ３ １４ ８ １１ ６ 

無気力、働かない ２ １ ２ ７ ４ 

性 的 問 題 １ ０ ０ ０ ０ 

その他の問題 ９ ８ ３ ５ ３ 

合  計 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

 

表表 66--((66))--66  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談経経路路内内訳訳  

（単位：件） 

年度 
内容 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所 ５ １６ ９ ６ １２ 

精神保健関係機関 ０ １ １ ０ ０ 

福祉関係機関 １ ３ ２ ４ ７ 

民間相談機関 １ ５ ４ １ ２ 

医療機関      
うち（ ）は精神科以外 

３ 
(０) 

４ 
(０) 

６ 
(１) 

２ 
(０) 

０ 
(０) 

教育機関 ４ ５ ７ ３ ３ 

警察・保護司・弁護士 ３ ０ ０ ０ ０ 

広報 １７ １６ ２８ ３２ ２８ 

その他（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等） ５３ ４９ ３１ ４９ ４１ 

合 計 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

 

表表 66--((66))--77  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  地地域域別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

地 

域 

 

区 

分 

東部 13 区及び島しょ部（担当地域） 南
西
部
10
区 

市 
郡 
部 

都   
外 

不   
明 

合
計 

千
代
田
区 

中
央
区 

文
京
区 

台
東
区 

墨
田
区 

江
東
区 

豊
島
区 

北 
区 

荒
川
区 

板
橋
区 

足
立
区 

葛
飾
区 

江
戸
川
区 

島
し
ょ
部 

小
計 

電

話 
4 5 19 12 10 25 12 13 14 20 36 27 37 0 234 14 7 9 2 266 

来

所 
2 1 2 5 1 10 3 9 12 8 21 8 10 1 93 0 0 0 0 93 

 

表表 66--((66))--88  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  事事例例検検討討会会実実施施状状況況  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 開催回数（回） 事例検討総数 
うち他機関 
持込み事例 

事例検討会 ２４ ５６ ２ 

 

表表 66--((66))--99  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  ググルルーーププ参参加加状状況況（（延延べべ数数））  (令和 6 年度)  

（単位：人） 

区 分 開催回数（回） 男 女 参加者合計 
関係者 

（学生含） 

家族グループ ２０ ２６ １３１ １５７ ５ 

本人グループ ２４ １１ １６ ２７ ４ 

合 計 ４４ ３７ １４７ １８４ ９ 

－ 54 －



表表 66--((66))--44  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談内内容容内内訳訳（（電電話話相相談談）） 

（単位：件） 

年度 
内容 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

病気への不安・疑問・対応 ６４ ６５ ５８ ５２ 

リハビリテーション・就労 ５ １０ ７ ２ 

子どもの養育上の問題 ５０ ７１ ３７ ３７ 

家族関係の問題 ２１ ２９ ２０ ２９ 

不登校 ２６ ２１ ２５ ２７ 

無気力・ひきこもり １９ １１ １７ １３ 

不適応（学校・職場） ３１ ２７ １４ １０ 

家庭内暴力 ８ １０ ０ ４ 

社会的問題行動（非行等） ７ １０ １５ ９ 

食行動の異常 １６ １２ ７ １３ 

自傷行為 １３ １５ ９ ２９ 

ゲーム・インターネットの問題 ９ ５ ９ ５ 

人間関係の問題 １０ ３０ ８ ２１ 

性格の問題 ５ ６ ３ ３ 

その他（他センター紹介など） １７ ２５ １０ １２ 

他センター紹介※再掲 (３) (５) (２) （１） 

合 計 ３０１ ３４７ ２３９ ２６６ 

※ 相談内容が複数にわたる場合は主たる訴えのみを計上。 

※ 令和 3 年度から電話相談の集計内容項目を変更（その他の問題の計上数が多いため）。 

 

表表 66--((66))--55  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談内内容容内内訳訳（（面面接接相相談談））  

（単位：件） 

年度 
内容 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

不登校 ６ １０ ９ １０ ６ 

ひきこもり ２０ ２１ １１ １７ １０ 

家庭内暴力 ２ １ １ ０ ０ 

摂食障害 ３ ４ ６ ７ ３ 

自傷行為 ７ ７ ７ ４ １６ 

親子関係不調 １６ １７ ２８ ２３ ２２ 

対 人 関 係 ３ ３ １ １ ４ 

発 達 障 害 １５ １３ １２ １２ １９ 

精 神 障 害 ３ １４ ８ １１ ６ 

無気力、働かない ２ １ ２ ７ ４ 

性 的 問 題 １ ０ ０ ０ ０ 

その他の問題 ９ ８ ３ ５ ３ 

合  計 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

 

表表 66--((66))--66  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  相相談談経経路路内内訳訳  

（単位：件） 

年度 
内容 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

保健所 ５ １６ ９ ６ １２ 

精神保健関係機関 ０ １ １ ０ ０ 

福祉関係機関 １ ３ ２ ４ ７ 

民間相談機関 １ ５ ４ １ ２ 

医療機関      
うち（ ）は精神科以外 

３ 
(０) 

４ 
(０) 

６ 
(１) 

２ 
(０) 

０ 
(０) 

教育機関 ４ ５ ７ ３ ３ 

警察・保護司・弁護士 ３ ０ ０ ０ ０ 

広報 １７ １６ ２８ ３２ ２８ 

その他（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等） ５３ ４９ ３１ ４９ ４１ 

合 計 ８７ ９９ ８８ ９７ ９３ 

 

表表 66--((66))--77  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  地地域域別別内内訳訳  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

地 

域 

 

区 

分 

東部 13 区及び島しょ部（担当地域） 南
西
部
10
区 

市 
郡 
部 

都   
外 

不   
明 

合
計 

千
代
田
区 

中
央
区 

文
京
区 

台
東
区 

墨
田
区 

江
東
区 

豊
島
区 

北 
区 

荒
川
区 

板
橋
区 

足
立
区 

葛
飾
区 

江
戸
川
区 

島
し
ょ
部 

小
計 

電

話 
4 5 19 12 10 25 12 13 14 20 36 27 37 0 234 14 7 9 2 266 

来

所 
2 1 2 5 1 10 3 9 12 8 21 8 10 1 93 0 0 0 0 93 

 

表表 66--((66))--88  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  事事例例検検討討会会実実施施状状況況  (令和 6 年度)  

（単位：件） 

区 分 開催回数（回） 事例検討総数 
うち他機関 
持込み事例 

事例検討会 ２４ ５６ ２ 

 

表表 66--((66))--99  思思春春期期・・青青年年期期相相談談  ググルルーーププ参参加加状状況況（（延延べべ数数））  (令和 6 年度)  

（単位：人） 

区 分 開催回数（回） 男 女 参加者合計 
関係者 

（学生含） 

家族グループ ２０ ２６ １３１ １５７ ５ 

本人グループ ２４ １１ １６ ２７ ４ 

合 計 ４４ ３７ １４７ １８４ ９ 

－ 55 －



表表 66--((66))--1100  思思春春期期・・青青年年期期家家族族講講座座  参参加加状状況況  (令和 6 年度)  

（単位：人） 

講座テーマ及び講師名 
家族 

小計 関係者 
男性 女性 

第 1 回 思春期全般に見られる特徴と疾患について 

（東京都立精神保健福祉センター医師） 
３ ７ １０ ０ 

第 2 回 思春期・青年期の親と子の関係性 
（白梅学園大学教授 長谷川俊雄） 

※天候不良（台風）のため中止 

第 3 回 経験者が語るひきこもり 
（一般社団法人ひきこもりＵＸ会議 石崎森人) 

０ ４ ４ １ 

第 4 回 親子のコミュニケーションについて 

（特定非営利活動法人ＣＮＳネットワーク協議会） 
１ １１ １２ ０ 

第 5 回 若者の相談機関から 

（あだち若者サポートテラスＳＯＤＡ） 
０ １１ １１ ０ 

第 6 回 若者の自傷行為の理解と家族の関わり方 

（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタ
ー病院医師 松本俊彦） 

０ １５ １５ ２ 

合 計 ４ ４８ ５２ ３ 

 

７７  アアウウトトリリーーチチ支支援援  
  
（１）アウトリーチ支援事業の概要 
 

平成 23 年度から、未治療や医療中断等のため、地域社会での生活に困難を来しているケースなど

に、センターの医師、看護師、保健師、福祉、心理等の多職種チームが、区市町村・保健所等と連携

して訪問型の支援を行い、精神障害者の地域生活の安定化を目指すとともに、地域関係機関における

人材育成を推進することを目的に実施している。 

また、地域関係機関からの相談を受け、アウトリーチ支援開始以前のケース、アウトリーチ支援終

了後のフォローアップケース等についても支援を行っている。 

アウトリーチ支援の対象者が、地域で生活する上で困難な問題が生じた場合に、中部総合精神保健

福祉センターの地域支援科と連携し、短期宿泊事業を利用することで、速やかに地域で安定した生活

ができるように支援を行っている。 

また、アウトリーチ支援の対象者等について、法的な問題の整理が必要な場合には、法律問題事例

検討会の機会を用いて、関係機関職員とともに弁護士から助言を受け支援を行っている。 
 

令和 6年度のアウトリーチ支援事業の支援対象者数は、5年度からの継続事例が 7件、6年度開始が

19件（うち再エントリーが 6件）（ケースの考え方の整理を行い、開始者数は 5年度の 10件から増加）

の計 26 件で、支援終了者は前年度からの継続事例も含めて 13 件であった。開始者のうち、半数以上

を「未治療・不明」「医療中断」が占め、開始時点での主病名では統合失調症・妄想性障害が 8割弱を

占めている。 

アウトリーチ担当への市区町村・保健所等からの相談・依頼ケースもやや増加傾向にあり、ケース

の状況整理や目標設定、関係構築に時間を要するケースが多くなっている。各区の重層的支援体制整

備事業等、区の事業とのタイアップをしながら支援を構築するケースが増加し、地域の体制整備作り

に向けた連携にかかる相談や橋渡し役を担っている。 

支援対象者本人への訪問による支援は 178件、家族への訪問による支援は 71件であった。 

また、ピアスタッフとの協働事例検討会を令和 4年度から再開し、6年度は 2回出張形式で実施し、

合計 25名が参加した。出張法律事例検討会は、多くの関係機関職員も出席し、18名が参加した。 

アウトリーチ支援事業について 
精神保健福祉センターの専門職のチームが、保健所等と連携して訪問型の支援を行い、精神障害をお持ちの方の地

域生活の安定を目指す。 
 
 
 
 

下谷アウトリーチ担当の支援 
   

                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

支援活動開始（「機関支援」として 
の関わり） アアウウトトリリーーチチ支支援援期期間間（（66 かか月月））  

必要時、 
機関支援として 

の支援継続 

区
保
健
所
・保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
支
援
要
請 

東
京
都
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
担
当 

・ 区保健所・保健センターか
らの電話等での支援要請を
受けて、事例検討会参加、
当事者宅等の現地訪問など
の情報収集を行う。 

・ 訪問等支援 

・ 方針検討 

・ 関係作り 

情報共有 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
会
議 

承
認 

(

ケ
ー
ス
エ
ン
ト
リ
ー) 

「アウトリーチケース」中の支援 

方針に基づき訪問等支援 支
援
終
了
（必
要
時
、

延
長
・再
エ
ン
ト
リ
ー
） 

・ 支援の一環として中部総合
精神保健福祉センターの短期
宿泊利用可 
・ 短期宿泊は 1 回が 6 週間
以内。目的に応じて複数回の
利用が可能 

終
了
に
向
け
た 

事
例
検
討 

（地
域
ケ
ア
会
議
） 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
ケ
ー
ス
と
し
て

の
目
標
（６
か
月
で
何
を
す
る
）

を
共
有 

・ 6 か月の支援期間終
了前に振り返りを実施・ 
6 か月は一つの区切り。
必要に応じて延長や再
度目標を立てての再エ
ントリーも検討 

－ 56 －



表表 66--((66))--1100  思思春春期期・・青青年年期期家家族族講講座座  参参加加状状況況  (令和 6 年度)  

（単位：人） 

講座テーマ及び講師名 
家族 

小計 関係者 
男性 女性 

第 1 回 思春期全般に見られる特徴と疾患について 

（東京都立精神保健福祉センター医師） 
３ ７ １０ ０ 

第 2 回 思春期・青年期の親と子の関係性 
（白梅学園大学教授 長谷川俊雄） 

※天候不良（台風）のため中止 

第 3 回 経験者が語るひきこもり 
（一般社団法人ひきこもりＵＸ会議 石崎森人) 

０ ４ ４ １ 

第 4 回 親子のコミュニケーションについて 

（特定非営利活動法人ＣＮＳネットワーク協議会） 
１ １１ １２ ０ 

第 5 回 若者の相談機関から 

（あだち若者サポートテラスＳＯＤＡ） 
０ １１ １１ ０ 

第 6 回 若者の自傷行為の理解と家族の関わり方 

（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタ
ー病院医師 松本俊彦） 

０ １５ １５ ２ 

合 計 ４ ４８ ５２ ３ 

 

７７  アアウウトトリリーーチチ支支援援  
  
（１）アウトリーチ支援事業の概要 
 

平成 23 年度から、未治療や医療中断等のため、地域社会での生活に困難を来しているケースなど

に、センターの医師、看護師、保健師、福祉、心理等の多職種チームが、区市町村・保健所等と連携

して訪問型の支援を行い、精神障害者の地域生活の安定化を目指すとともに、地域関係機関における

人材育成を推進することを目的に実施している。 

また、地域関係機関からの相談を受け、アウトリーチ支援開始以前のケース、アウトリーチ支援終

了後のフォローアップケース等についても支援を行っている。 

アウトリーチ支援の対象者が、地域で生活する上で困難な問題が生じた場合に、中部総合精神保健

福祉センターの地域支援科と連携し、短期宿泊事業を利用することで、速やかに地域で安定した生活

ができるように支援を行っている。 

また、アウトリーチ支援の対象者等について、法的な問題の整理が必要な場合には、法律問題事例

検討会の機会を用いて、関係機関職員とともに弁護士から助言を受け支援を行っている。 
 

令和 6年度のアウトリーチ支援事業の支援対象者数は、5年度からの継続事例が 7件、6年度開始が

19件（うち再エントリーが 6件）（ケースの考え方の整理を行い、開始者数は 5年度の 10件から増加）

の計 26 件で、支援終了者は前年度からの継続事例も含めて 13 件であった。開始者のうち、半数以上

を「未治療・不明」「医療中断」が占め、開始時点での主病名では統合失調症・妄想性障害が 8割弱を

占めている。 

アウトリーチ担当への市区町村・保健所等からの相談・依頼ケースもやや増加傾向にあり、ケース

の状況整理や目標設定、関係構築に時間を要するケースが多くなっている。各区の重層的支援体制整

備事業等、区の事業とのタイアップをしながら支援を構築するケースが増加し、地域の体制整備作り

に向けた連携にかかる相談や橋渡し役を担っている。 

支援対象者本人への訪問による支援は 178件、家族への訪問による支援は 71件であった。 

また、ピアスタッフとの協働事例検討会を令和 4年度から再開し、6年度は 2回出張形式で実施し、

合計 25名が参加した。出張法律事例検討会は、多くの関係機関職員も出席し、18名が参加した。 

アウトリーチ支援事業について 
精神保健福祉センターの専門職のチームが、保健所等と連携して訪問型の支援を行い、精神障害をお持ちの方の地

域生活の安定を目指す。 
 
 
 
 

下谷アウトリーチ担当の支援 
   

                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

支援活動開始（「機関支援」として 
の関わり） アアウウトトリリーーチチ支支援援期期間間（（66 かか月月））  

必要時、 
機関支援として 

の支援継続 

区
保
健
所
・保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
支
援
要
請 

東
京
都
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
担
当 

・ 区保健所・保健センターか
らの電話等での支援要請を
受けて、事例検討会参加、
当事者宅等の現地訪問など
の情報収集を行う。 

・ 訪問等支援 

・ 方針検討 

・ 関係作り 

情報共有 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
会
議 

承
認 

(

ケ
ー
ス
エ
ン
ト
リ
ー) 

「アウトリーチケース」中の支援 

方針に基づき訪問等支援 支
援
終
了
（必
要
時
、

延
長
・再
エ
ン
ト
リ
ー
） 

・ 支援の一環として中部総合
精神保健福祉センターの短期
宿泊利用可 
・ 短期宿泊は 1 回が 6 週間
以内。目的に応じて複数回の
利用が可能 

終
了
に
向
け
た 

事
例
検
討 

（地
域
ケ
ア
会
議
） 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
ケ
ー
ス
と
し
て

の
目
標
（６
か
月
で
何
を
す
る
）

を
共
有 

・ 6 か月の支援期間終
了前に振り返りを実施・ 
6 か月は一つの区切り。
必要に応じて延長や再
度目標を立てての再エ
ントリーも検討 
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（２）アウトリーチ支援事業実績 
 

表表 77--((22))--11  地地域域別別対対象象者者とと地地域域別別開開始始者者 

   （単位：人）   

地域 

 

年度 

千

代

田

区 

中

央

区 

文

京

区 

台

東

区 

墨

田

区 

江

東

区 

豊

島

区 

北 

 

区 

荒

川

区 

板

橋

区 

足

立

区 

葛

飾

区 

江

戸

川

区 

島

し

ょ

部 

計 

2 年度 
対象者 0 0 2 4 0 1 1 3 1 6 9 0 4 1 32 

開始者 0 0 2 2 0 1 1 1 0 3 6 0 3 0 19 

3 年度 
対象者 0 2 3 2 0 1 2 5 0 3 8 1 7 1 35 

開始者 0 2 1 1 0 0 1 4 0 1 5 1 4 1 21 

4 年度 
対象者 0 2 0 1 0 2 1 4 1 1 8 1 2 2 25 

開始者 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 5 1 0 1 13 

5 年度 
対象者 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 5 1 5 2 21 

開始者 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 4 1 10 

6 年度 
対象者 0 2 1 0 0 0 0 2 1 4 6 4  4 2 26 

開始者 0 ２ 1 0 0 0 0 0 1 3 5 4 2 1 19 

＊ 対象者とはアウトリーチ支援事業で支援をした年度繰越者、開始者を含む。 

  

表表 77--((22))--22  支支援援開開始始対対象象者者  年年齢齢・・性性別別内内訳訳  

（単位：人）        

    年度 
 

年齢 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

 ～19歳 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

20歳～ ０ １ １ ２ １ ０ ０ ０ ３ ０ 

30歳～ ３ １ １ １ ２ １ １ ０ ０ ０ 

40歳～ ３ ２ １ ５ １ ３ １ １ １ １ 

50歳～ ３ ２ １ ２ ２ １ ３ ３ ２ ７ 

60歳～ １ １ ４ １ ０ ０ ０ ０ ２ １ 

70歳～ ０ ２ ２ ０ １ １ ０ ０ ０ １ 

80歳～ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ 

合計 １０ ９ １０ １１ ７ ６ ５ ５ ８ １１ 

 

  

  

  

表表 77--((22))--33  支支援援開開始始対対象象者者  家家族族状状況況別別内内訳訳  

                         （単位：人） 

      年度 
内訳 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

単身 
男性 ４ ６ ４ １ ５ 

女性 ２ ３ ３ ３ ６ 

同居 
男性 ６ ４ ３ ４ ３ 

女性 ７ ８ ３ ２ ５ 

合 計 １９ ２１ １３ １０ １９ 

 

表表 77--((22))--44  支支援援開開始始対対象象者者  依依頼頼時時治治療療状状況況内内訳訳  

                             （単位：人） 
    年度 
 

内訳 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

未受診・不明 ２ ４ ３ １ １ ２ ０ ２ １ ４ 

治療中断 ２ ３ ２ ４ ３ １ ３ １ １ ５ 

不安定受診 ２ ０ ０ ２ １ １ １ ０ ２ １ 

その他 ４ ２ ５ ４ ２ ２ １ ２ ４ １ 

合 計 １０ ９ １０ １１ ７ ６ ５ ５ ８ １１ 

  

表表 77--((22))--55  支支援援開開始始対対象象者者のの主主病病名名別別内内訳訳（（ＩＩＣＣＤＤ－－１１００））  

  （単位：人）  
年度 

区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

F0 症状性を含む器質性精神障害 ２ ０ ０ １ ０ 

F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 ０ ０ ０ １ ０ 

F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 ８ １４ ８ ４ １５ 

F3 気分(感情）障害 ０ ０ １ ０ １ 

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 １ ０ １ ０ ０ 

F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 ０ ０ ０ ０ ０ 

F6 成人の人格及び行動の障害 ０ ０ ０ １ ０ 

F7 知的障害（精神遅滞） ０ １ ０ １ ０ 

F8 心理的発達の障害（広汎性発達障害） ２ ３ ２ ２ １ 

F9 
小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障

害及び特定不能の精神障害 
０ ２ ０ ０ ０ 

 不 明 ６ １ １ ０ ２ 

合 計 １９ ２１ １３ １０ １９ 
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（２）アウトリーチ支援事業実績 
 

表表 77--((22))--11  地地域域別別対対象象者者とと地地域域別別開開始始者者 

   （単位：人）   

地域 

 

年度 

千

代

田

区 

中

央

区 

文

京

区 

台

東

区 

墨

田

区 

江

東

区 

豊

島

区 

北 

 

区 

荒

川

区 

板

橋

区 

足

立

区 

葛

飾

区 

江

戸

川

区 

島

し

ょ

部 

計 

2 年度 
対象者 0 0 2 4 0 1 1 3 1 6 9 0 4 1 32 

開始者 0 0 2 2 0 1 1 1 0 3 6 0 3 0 19 

3 年度 
対象者 0 2 3 2 0 1 2 5 0 3 8 1 7 1 35 

開始者 0 2 1 1 0 0 1 4 0 1 5 1 4 1 21 

4 年度 
対象者 0 2 0 1 0 2 1 4 1 1 8 1 2 2 25 

開始者 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 5 1 0 1 13 

5 年度 
対象者 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 5 1 5 2 21 

開始者 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 4 1 10 

6 年度 
対象者 0 2 1 0 0 0 0 2 1 4 6 4  4 2 26 

開始者 0 ２ 1 0 0 0 0 0 1 3 5 4 2 1 19 

＊ 対象者とはアウトリーチ支援事業で支援をした年度繰越者、開始者を含む。 

  

表表 77--((22))--22  支支援援開開始始対対象象者者  年年齢齢・・性性別別内内訳訳  

（単位：人）        

    年度 
 

年齢 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

 ～19歳 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

20歳～ ０ １ １ ２ １ ０ ０ ０ ３ ０ 

30歳～ ３ １ １ １ ２ １ １ ０ ０ ０ 

40歳～ ３ ２ １ ５ １ ３ １ １ １ １ 

50歳～ ３ ２ １ ２ ２ １ ３ ３ ２ ７ 

60歳～ １ １ ４ １ ０ ０ ０ ０ ２ １ 

70歳～ ０ ２ ２ ０ １ １ ０ ０ ０ １ 

80歳～ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ 

合計 １０ ９ １０ １１ ７ ６ ５ ５ ８ １１ 

 

  

  

  

表表 77--((22))--33  支支援援開開始始対対象象者者  家家族族状状況況別別内内訳訳  

                         （単位：人） 

      年度 
内訳 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

単身 
男性 ４ ６ ４ １ ５ 

女性 ２ ３ ３ ３ ６ 

同居 
男性 ６ ４ ３ ４ ３ 

女性 ７ ８ ３ ２ ５ 

合 計 １９ ２１ １３ １０ １９ 

 

表表 77--((22))--44  支支援援開開始始対対象象者者  依依頼頼時時治治療療状状況況内内訳訳  

                             （単位：人） 
    年度 
 

内訳 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

未受診・不明 ２ ４ ３ １ １ ２ ０ ２ １ ４ 

治療中断 ２ ３ ２ ４ ３ １ ３ １ １ ５ 

不安定受診 ２ ０ ０ ２ １ １ １ ０ ２ １ 

その他 ４ ２ ５ ４ ２ ２ １ ２ ４ １ 

合 計 １０ ９ １０ １１ ７ ６ ５ ５ ８ １１ 

  

表表 77--((22))--55  支支援援開開始始対対象象者者のの主主病病名名別別内内訳訳（（ＩＩＣＣＤＤ－－１１００））  

  （単位：人）  
年度 

区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

F0 症状性を含む器質性精神障害 ２ ０ ０ １ ０ 

F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 ０ ０ ０ １ ０ 

F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 ８ １４ ８ ４ １５ 

F3 気分(感情）障害 ０ ０ １ ０ １ 

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 １ ０ １ ０ ０ 

F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 ０ ０ ０ ０ ０ 

F6 成人の人格及び行動の障害 ０ ０ ０ １ ０ 

F7 知的障害（精神遅滞） ０ １ ０ １ ０ 

F8 心理的発達の障害（広汎性発達障害） ２ ３ ２ ２ １ 

F9 
小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障

害及び特定不能の精神障害 
０ ２ ０ ０ ０ 

 不 明 ６ １ １ ０ ２ 

合 計 １９ ２１ １３ １０ １９ 
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表表 77--((22))--66    支支援援開開始始対対象象者者  依依頼頼時時問問題題行行動動内内訳訳（（複複数数計計上上））  

                    （単位：人） 
年度 

区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

医療拒否 １０ ９ ３ １ ６ 

暴言 ５ ６ ３ ５ ４ 

妄想・こだわり等奇行 １２ １０ ６ ５ ９ 

家庭内暴力 ４ ４ ２ ３ １ 

騒音 １ ５ ３ ２ ２ 

閉じこもり ４ ７ ２ ４ ４ 

頻回な訴え １ １ ２ ２ ４ 

不潔 ５ ５ ３ ２ ４ 

拒食等の身体的危機 ２ １ ０ １ １ 

その他 １０ １２ ９ ８ １１ 

 

表表 77--((22))--77  短短期期宿宿泊泊事事業業利利用用実実績績（（実実人人数数））  

             （単位：人） 
年度 

区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

男性 ４ ３ ２ ２ ２ 

女性 １ ５ ４ ０ ０ 

合 計 ５ ８ ６ ２ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表表 77--((22))--88  アアウウトトリリーーチチ支支援援実実施施状状況況  

（単位：回） 

      支援内容 
年度 

ケア会議 
本人への 
支援 

家族への 
支援 

関係機関 
との調整 

近隣住民 

との調整 

講習会・ 

研修会等 

2

年

度 

所内 １ ２ ２ １ ０ ２ 

訪問（出張） ８８ ２８９ １２２ １４５ １ ２７ 

電話・文書 ０ ５８ ２４ ５１６ ０ １３ 

合 計 ８９ ３４９ １４８ ６６２ １ ４２ 

3

年

度 

所内 ０ １２ １ ８ ０ ４ 

訪問（出張） ５４ ３０７ １０３ ２９１ ５ ９６ 

電話・文書 ０ １０２ ４２ ７２９ １ ２４ 

合 計 ５４ ４２１ １４６ １，０２８ ６ １２４ 

4

年

度 

所内 ２ ３ １ ７ ０ １０ 

訪問(出張） ５０ ２８９ ４２ ２２９ ０ ２１ 

電話・文書 ０ １２９ ３５ ５６１ ０ １６ 

合 計 ５２ ４２１ ７８ ７９７ ０ ４７ 

5

年

度 

所内 ０ ２ ０ ０ ０ ７ 

訪問(出張） ５３ １７０ ５０ １６９ ５ １６ 

電話・文書 ０ １１７ １４ ３３９ ０ １４ 

合 計 ５３ ２８９ ６４ ５０８ ５ ３７ 

6

年

度 

所内 ２ ２ ０ ２ ０ ４ 

訪問(出張） ４９ １７８ ７１ ２０８ ２１ １２ 

電話・文書 ０ １１１ １７ ４６８ １１ １３ 

合 計 ５１ ２９１ ８８ ６７８ ３２ ２９ 

 

  

表表 77--((22))--99  アアウウトトリリーーチチ支支援援開開始始準準備備・・アアフフタターーフフォォロローーケケーーススへへのの支支援援実実施施状状況況  (令和 6 年度)  

                    （単位：回） 

区 分 ケア会議 
本人への 
支援 

家族への 
支援 

関係機関 
との調整 

近隣住民 
との調整 

所内 ７ ３ ３ １１ ０ 

訪問（出張） ８７ １２７ ７２ ３４５ １０ 

電話・文書 ０ ６５ １４ ７３３ ０ 

合 計 ９４ １９５ ８９ １，０８９ １０ 
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表表 77--((22))--66    支支援援開開始始対対象象者者  依依頼頼時時問問題題行行動動内内訳訳（（複複数数計計上上））  

                    （単位：人） 
年度 

区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

医療拒否 １０ ９ ３ １ ６ 

暴言 ５ ６ ３ ５ ４ 

妄想・こだわり等奇行 １２ １０ ６ ５ ９ 

家庭内暴力 ４ ４ ２ ３ １ 

騒音 １ ５ ３ ２ ２ 

閉じこもり ４ ７ ２ ４ ４ 

頻回な訴え １ １ ２ ２ ４ 

不潔 ５ ５ ３ ２ ４ 

拒食等の身体的危機 ２ １ ０ １ １ 

その他 １０ １２ ９ ８ １１ 

 

表表 77--((22))--77  短短期期宿宿泊泊事事業業利利用用実実績績（（実実人人数数））  

             （単位：人） 
年度 

区分 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

男性 ４ ３ ２ ２ ２ 

女性 １ ５ ４ ０ ０ 

合 計 ５ ８ ６ ２ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表表 77--((22))--88  アアウウトトリリーーチチ支支援援実実施施状状況況  

（単位：回） 

      支援内容 
年度 

ケア会議 
本人への 
支援 

家族への 
支援 

関係機関 
との調整 

近隣住民 

との調整 

講習会・ 

研修会等 

2

年

度 

所内 １ ２ ２ １ ０ ２ 

訪問（出張） ８８ ２８９ １２２ １４５ １ ２７ 

電話・文書 ０ ５８ ２４ ５１６ ０ １３ 

合 計 ８９ ３４９ １４８ ６６２ １ ４２ 

3

年

度 

所内 ０ １２ １ ８ ０ ４ 

訪問（出張） ５４ ３０７ １０３ ２９１ ５ ９６ 

電話・文書 ０ １０２ ４２ ７２９ １ ２４ 

合 計 ５４ ４２１ １４６ １，０２８ ６ １２４ 

4

年

度 

所内 ２ ３ １ ７ ０ １０ 

訪問(出張） ５０ ２８９ ４２ ２２９ ０ ２１ 

電話・文書 ０ １２９ ３５ ５６１ ０ １６ 

合 計 ５２ ４２１ ７８ ７９７ ０ ４７ 

5

年

度 

所内 ０ ２ ０ ０ ０ ７ 

訪問(出張） ５３ １７０ ５０ １６９ ５ １６ 

電話・文書 ０ １１７ １４ ３３９ ０ １４ 

合 計 ５３ ２８９ ６４ ５０８ ５ ３７ 

6

年

度 

所内 ２ ２ ０ ２ ０ ４ 

訪問(出張） ４９ １７８ ７１ ２０８ ２１ １２ 

電話・文書 ０ １１１ １７ ４６８ １１ １３ 

合 計 ５１ ２９１ ８８ ６７８ ３２ ２９ 

 

  

表表 77--((22))--99  アアウウトトリリーーチチ支支援援開開始始準準備備・・アアフフタターーフフォォロローーケケーーススへへのの支支援援実実施施状状況況  (令和 6 年度)  

                    （単位：回） 

区 分 ケア会議 
本人への 
支援 

家族への 
支援 

関係機関 
との調整 

近隣住民 
との調整 

所内 ７ ３ ３ １１ ０ 

訪問（出張） ８７ １２７ ７２ ３４５ １０ 

電話・文書 ０ ６５ １４ ７３３ ０ 

合 計 ９４ １９５ ８９ １，０８９ １０ 
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（（３３））アアウウトトリリーーチチ支支援援事事業業研研修修・・人人材材育育成成（（外外部部研研修修協協力力をを含含むむ）） 

 

表表 77--((33))--11  研研修修のの実実施施状状況況  (令和 6 年度)  
  

研修テーマ 実施日 対  象 研修内容 ・ 講師等 人数 

1 

（再掲） 
精神保健福祉研修 
【アウトリーチ支援研修（前期）】 
令和 6 年 7 月 30 日（火） 

特別区・島しょ地域の
行政職員、医療機関
職員、その他精神保
健福祉関係機関職員
等 

「アウトリーチ支援の理念と実践的課題」  
吾妻広域町村圏振興整備組合立中之
条病院 副院長 小川一夫 
（ZOOM によるオンライン研修） 

１４１人 

2 

（再掲） 
精神保健福祉研修 
【アウトリーチ支援研修（後期）】 
令和 6 年 10 月 30 日（水） 

「精神科訪問支援の実践報告と 
地域生活のリカバリーを考える」  

こころのホームクリニック世田谷 
院長 高野洋輔 
（ZOOM によるオンライン研修） 

８１人 

3 

「精神保健福祉の基礎知識」講
義 
（管理職向け） 
令和 6 年 6 月 24 日（月） 
 

東京都住宅供給公社
職員 

東京都立精神保健福祉センター医師、ア
ウトリーチ担当職員 
 

１１人 
 
 

 

4 
（一般職員向け） 
令和 6 年 8 月 9 日（金） 
 

４５人 

5 
「困難事例検討会」 
令和 6 年 10 月 11 日（金） 
 

２０人 
 

6 

JACOMHS（地域精神保健サー
ビス提唱者日本ネットワーク） 
設立準備会 
第２回 ZOOM ワークショップ 
令和 6 年 8 月 31 日（土） 

地域精神保健サービ
ス従事者 

「精神障害をもつ方々への地域における 
支援の実践報告  

行政による訪問型支援の実際と課題 
～EUCOMS の視点で振り返る～」 
東京都立精神保健福祉センターアウトリ
ー担当職員ワークショップ講師 

30～40

人 

7 

第 48回全国精神保健福祉業務
研修会 
シンポジウム「支援しづらい人
（支援を拒否する人）を支援す
る」 
令和 7 年 2 月 1 日（土） 
 

精神保健福祉業務に
従事する自治体職員 

「東京都アウトリーチ支援事業の支援」 
東京都立精神保健福祉センターアウトリ
ーチ担当職員シンポジスト参加 

－人 

8 

「ピアスタッフ協働事例検討会」 
令和 6 年 7 月 26 日（金） 

東京都立（総合）精神
保健福祉センター職
員、区保健師等 

ピアスタッフ、区保健師、相談支援事業所
職員、東京都立精神保健福祉センターア
ウトリーチ担当職員 

１０人 

9 

「ピアスタッフ協働事例検討会」 
令和 7 年 3 月 14 日（金） 

１５人 

10 

（再掲） 
「出張法律事例検討会」 
令和 7 年 3 月 13 日（木） 

東京都立（総合）精神
保健福祉センター職
員、区保健師、関係機
関職員 

弁護士、東京都立精神保健福祉センター
医師、アウトリーチ担当職員 

１８人 

 

８８  組組織織育育成成  
 

精神保健福祉活動に携わる民間組織（日中活動事業所、相談支援事業所、地域活動支援センタ

ー、グループホームなどの居住支援施設等）の活性化を図ることを目的として、運営に関する助

言、連絡会や事例検討への参加、講師派遣等を通して組織の発展に協力するとともに、各関係機

関の橋渡し役として、地域のネットワークづくりにも努めている。 また、新たに精神保健福祉

関係の組織を作ろうとする方々への支援を行っている。家族会や当事者団体に対しても助言や情

報提供などを行い、主体的に活動できるよう支援している。 

 

表表 88--11  組組織織育育成成  (令和 6 年度)  

                                        （単位：件） 

    援助形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分・ 

対象機関 

合 
 

計 

処 遇 相 談 
情報 

提供 
機関・組織への業務協力 

センター 

主催の 

業務運営 

そ 

の 

他 

個
別
ケ
ー
ス 

事
例
検
討
会 

退
院
支
援 

医
療
観
察
法
事
例 

連
絡
・調
整 

資
源
紹
介 

知
識
・資
料
の
提
供 

業
務
検
討
・
組
織
育
成 

会
議
・連
絡
会 

講
演
・研
修
会 

調
査
・研
究 

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン 

連
絡
・調
整 

セ
ン
タ
ー
主
催
業
務
連
絡
会 

研
修
・実
習
協
力 

連
絡
・調
整 

支 

援 

区 

分 

来   所 16 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 0 1 2 1 

出   張 72 15 2 0 0 0 0 4 0 26 10 2 1 2 0 1 8 1 

電話・文書 584 139 0 2 0 3 8 12 2 10 16 2 0 83 4 8 295 0 

合 計 672 155 2 2 0 3 9 17 3 37 27 4 1 91 4 10 305 2 

対 
 

象 
 

機 
 

関 

通所系給付 50 19 3 6 21 1 

居住系給付 79 17 1 13 48 0 

地域組織ネット 0 0 0 0 0 0 

当事者・家族会 33 0 8 14 11 0 

相談・地活セ 380 36 5 111 228 0 

そ の 他 130 90 9 19 11 1 

合 計 672 162 26 163 319 2 
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（（３３））アアウウトトリリーーチチ支支援援事事業業研研修修・・人人材材育育成成（（外外部部研研修修協協力力をを含含むむ）） 

 

表表 77--((33))--11  研研修修のの実実施施状状況況  (令和 6 年度)  
  

研修テーマ 実施日 対  象 研修内容 ・ 講師等 人数 

1 

（再掲） 
精神保健福祉研修 
【アウトリーチ支援研修（前期）】 
令和 6 年 7 月 30 日（火） 

特別区・島しょ地域の
行政職員、医療機関
職員、その他精神保
健福祉関係機関職員
等 

「アウトリーチ支援の理念と実践的課題」  
吾妻広域町村圏振興整備組合立中之
条病院 副院長 小川一夫 
（ZOOM によるオンライン研修） 

１４１人 

2 

（再掲） 
精神保健福祉研修 
【アウトリーチ支援研修（後期）】 
令和 6 年 10 月 30 日（水） 

「精神科訪問支援の実践報告と 
地域生活のリカバリーを考える」  

こころのホームクリニック世田谷 
院長 高野洋輔 
（ZOOM によるオンライン研修） 

８１人 

3 

「精神保健福祉の基礎知識」講
義 
（管理職向け） 
令和 6 年 6 月 24 日（月） 
 

東京都住宅供給公社
職員 

東京都立精神保健福祉センター医師、ア
ウトリーチ担当職員 
 

１１人 
 
 

 

4 
（一般職員向け） 
令和 6 年 8 月 9 日（金） 
 

４５人 

5 
「困難事例検討会」 
令和 6 年 10 月 11 日（金） 
 

２０人 
 

6 

JACOMHS（地域精神保健サー
ビス提唱者日本ネットワーク） 
設立準備会 
第２回 ZOOM ワークショップ 
令和 6 年 8 月 31 日（土） 

地域精神保健サービ
ス従事者 

「精神障害をもつ方々への地域における 
支援の実践報告  

行政による訪問型支援の実際と課題 
～EUCOMS の視点で振り返る～」 
東京都立精神保健福祉センターアウトリ
ー担当職員ワークショップ講師 

30～40

人 

7 

第 48回全国精神保健福祉業務
研修会 
シンポジウム「支援しづらい人
（支援を拒否する人）を支援す
る」 
令和 7 年 2 月 1 日（土） 
 

精神保健福祉業務に
従事する自治体職員 

「東京都アウトリーチ支援事業の支援」 
東京都立精神保健福祉センターアウトリ
ーチ担当職員シンポジスト参加 

－人 

8 

「ピアスタッフ協働事例検討会」 
令和 6 年 7 月 26 日（金） 

東京都立（総合）精神
保健福祉センター職
員、区保健師等 

ピアスタッフ、区保健師、相談支援事業所
職員、東京都立精神保健福祉センターア
ウトリーチ担当職員 

１０人 

9 

「ピアスタッフ協働事例検討会」 
令和 7 年 3 月 14 日（金） 

１５人 

10 

（再掲） 
「出張法律事例検討会」 
令和 7 年 3 月 13 日（木） 

東京都立（総合）精神
保健福祉センター職
員、区保健師、関係機
関職員 

弁護士、東京都立精神保健福祉センター
医師、アウトリーチ担当職員 

１８人 

 

８８  組組織織育育成成  
 

精神保健福祉活動に携わる民間組織（日中活動事業所、相談支援事業所、地域活動支援センタ

ー、グループホームなどの居住支援施設等）の活性化を図ることを目的として、運営に関する助

言、連絡会や事例検討への参加、講師派遣等を通して組織の発展に協力するとともに、各関係機

関の橋渡し役として、地域のネットワークづくりにも努めている。 また、新たに精神保健福祉

関係の組織を作ろうとする方々への支援を行っている。家族会や当事者団体に対しても助言や情

報提供などを行い、主体的に活動できるよう支援している。 

 

表表 88--11  組組織織育育成成  (令和 6 年度)  

                                        （単位：件） 

    援助形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分・ 

対象機関 

合 
 

計 

処 遇 相 談 
情報 

提供 
機関・組織への業務協力 

センター 

主催の 

業務運営 

そ 

の 

他 

個
別
ケ
ー
ス 

事
例
検
討
会 

退
院
支
援 

医
療
観
察
法
事
例 

連
絡
・調
整 

資
源
紹
介 

知
識
・資
料
の
提
供 

業
務
検
討
・
組
織
育
成 

会
議
・連
絡
会 

講
演
・研
修
会 

調
査
・研
究 

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン 

連
絡
・調
整 

セ
ン
タ
ー
主
催
業
務
連
絡
会 

研
修
・実
習
協
力 

連
絡
・調
整 

支 

援 

区 

分 

来   所 16 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 0 1 2 1 

出   張 72 15 2 0 0 0 0 4 0 26 10 2 1 2 0 1 8 1 

電話・文書 584 139 0 2 0 3 8 12 2 10 16 2 0 83 4 8 295 0 

合 計 672 155 2 2 0 3 9 17 3 37 27 4 1 91 4 10 305 2 

対 
 

象 
 

機 
 

関 
通所系給付 50 19 3 6 21 1 

居住系給付 79 17 1 13 48 0 

地域組織ネット 0 0 0 0 0 0 

当事者・家族会 33 0 8 14 11 0 

相談・地活セ 380 36 5 111 228 0 

そ の 他 130 90 9 19 11 1 

合 計 672 162 26 163 319 2 

 

 

 

  

  

  

－ 63 －



表表 88--22  組組織織育育成成  援援助助区区分分別別件件数数  (令和 6 年度)  

                        （単位：件） 

                区分 
対象機関  来所 出張 

電話・ 
文書 合計 

通所系給付 ３ １１ ３６ ５０ 

居住系給付 １ ６ ７２ ７９ 

地域組織ネット ０ ０ ０ ０ 

当事者・家族会 ７ ５ ２１ ３３ 

相談・地活セ ３ ３５ ３４２ ３８０ 

その他 ２ １５ １１３ １３０ 

合 計 １６ ７２ ５８４ ６７２ 

 

表表 88--33  組組織織育育成成  対対象象事事業業別別  (令和 6 年度)  

                                   （単位：件） 

        区分 

 

 

対象機関 

 
一 

般 

相 

談 

 
Ａ 

Ｌ 

相 

談 

 
薬 

物 

相 

談 

 
心 

の 

健 

康 

 
思 

春 

期 

 
体 

制 

整 

備 

 
そ 

の 

他 

合 
 

計 

通所系給付 １０ ２３ ３ ２ ０ １ １１ ５０ 

居住系給付 １７ ０ ４ ０ ０ ４９ ９ ７９ 

地域組織ネット ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

当事者・家族会 ０ １３ ０ ０ ０ ６ １４ ３３ 

相談・地活セ １６ １ １０ ２ ０ ３３５ １６ ３８０ 

その他 ２２ ２４ ８ ２ １１ ２ ６１ １３０ 

合 計 ６５ ６１ ２５ ６ １１ ３９３ １１１ ６７２ 

 

９９  東東京京都都災災害害時時こここころろののケケアア体体制制整整備備事事業業 
 

（１）事業の目的 
 

   東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課と都内３か所の（総合）精神保健福祉センタ

ーが連携し、大規模災害等により機能しなくなった精神医療の補填、被災した精神障害者や災

害ストレスを受けた被災住民等への対応及び地域精神保健活動の支援等、専門的なこころのケ

アに関する対応が発災直後から中長期まで円滑かつ迅速に行われるよう、災害等発生時におけ

る支援体制の強化を図る。 

 

（２）精神保健福祉センターの取組み 
 

ア 東京都災害時こころのケア体制連絡調整会議 
 

東京都災害時こころのケア体制連絡調整会議では、都内発災時における精神科医療体制に

関すること、東京都災害派遣精神医療チーム（以下「東京ＤＰＡＴ(※)」という。）の活動等

に関することなどについて協議を行っている。また、当会議の下に、災害精神科医療体制作

業部会と東京ＤＰＡＴ作業部会を設け、災害時における精神科医療体制や東京ＤＰＡＴの活動等

に関する具体的な検討を行っている。  

令和 6 年度、当センターでは、東京都災害時こころのケア体制連絡調整会議及び同ＤＰＡＴ

作業部会に委員等として参画し、東京都災害時こころのケア体制づくりに寄与している。 
 

※ ＤＰＡＴ（Disaster Psychiatric Assistance Team）：大規模災害時に被災者及びその支援者

に対し、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精

神医療チーム 

 

イ 東京ＤＰＡＴ隊員の養成等（東京都災害時精神保健医療体制研修） 
 

当センターには、令和 6 年度末時点で、東京ＤＰＡＴ隊員 12 名、また、そのうちＤＰＡＴ先

遣隊員(※)が 4 名、隊員登録されている。 

災害発生時に精神科医療及び精神保健活動の支援を効果的に行うことができるよう、東京

都立中部総合精神保健福祉センターが事務局として各種研修を実施しており、これら研修へ

の参加により、必要な知識と技術を有する人材の養成を図っている。 
 

   ※ ＤＰＡＴ先遣隊：発災から概ね 48 時間以内に、被災した都道府県において活動するチーム。

主に本部立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズの対応等の役割を担う。

令和 7 年度から、日本災害派遣精神医療チーム（日本ＤＰＡＴ）と名称変更。 
 

(ア) 東京ＤＰＡＴ養成研修 

東京ＤＰＡＴ登録機関の隊員予定者等を対象に、東京ＤＰＡＴ隊員としての基本的な知識と

技能の習得を図るための研修（新規隊員の養成研修） 
 

(イ) 東京ＤＰＡＴフォローアップ研修 

東京ＤＰＡＴ隊員の登録期間更新における、技能維持・習熟を図るための研修 
 

(ウ) 東京ＤＰＡＴファシリテーター養成研修 

東京ＤＰＡＴ養成研修及び東京ＤＰＡＴフォローアップ研修の演習において、演習課題の進

行や受講者への助言等を行うファシリテーターの養成を図るための研修 

－ 64 －



表表 88--22  組組織織育育成成  援援助助区区分分別別件件数数  (令和 6 年度)  

                        （単位：件） 

                区分 
対象機関  来所 出張 

電話・ 
文書 合計 

通所系給付 ３ １１ ３６ ５０ 

居住系給付 １ ６ ７２ ７９ 

地域組織ネット ０ ０ ０ ０ 

当事者・家族会 ７ ５ ２１ ３３ 

相談・地活セ ３ ３５ ３４２ ３８０ 

その他 ２ １５ １１３ １３０ 

合 計 １６ ７２ ５８４ ６７２ 

 

表表 88--33  組組織織育育成成  対対象象事事業業別別  (令和 6 年度)  

                                   （単位：件） 

        区分 

 

 

対象機関 

 
一 

般 

相 

談 

 
Ａ 

Ｌ 

相 

談 

 
薬 

物 

相 

談 

 
心 

の 

健 

康 

 
思 

春 

期 

 
体 

制 

整 

備 

 
そ 

の 

他 

合 
 

計 

通所系給付 １０ ２３ ３ ２ ０ １ １１ ５０ 

居住系給付 １７ ０ ４ ０ ０ ４９ ９ ７９ 

地域組織ネット ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

当事者・家族会 ０ １３ ０ ０ ０ ６ １４ ３３ 

相談・地活セ １６ １ １０ ２ ０ ３３５ １６ ３８０ 

その他 ２２ ２４ ８ ２ １１ ２ ６１ １３０ 

合 計 ６５ ６１ ２５ ６ １１ ３９３ １１１ ６７２ 

 

９９  東東京京都都災災害害時時こここころろののケケアア体体制制整整備備事事業業 
 

（１）事業の目的 
 

   東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課と都内３か所の（総合）精神保健福祉センタ

ーが連携し、大規模災害等により機能しなくなった精神医療の補填、被災した精神障害者や災

害ストレスを受けた被災住民等への対応及び地域精神保健活動の支援等、専門的なこころのケ

アに関する対応が発災直後から中長期まで円滑かつ迅速に行われるよう、災害等発生時におけ

る支援体制の強化を図る。 

 

（２）精神保健福祉センターの取組み 
 

ア 東京都災害時こころのケア体制連絡調整会議 
 

東京都災害時こころのケア体制連絡調整会議では、都内発災時における精神科医療体制に

関すること、東京都災害派遣精神医療チーム（以下「東京ＤＰＡＴ(※)」という。）の活動等

に関することなどについて協議を行っている。また、当会議の下に、災害精神科医療体制作

業部会と東京ＤＰＡＴ作業部会を設け、災害時における精神科医療体制や東京ＤＰＡＴの活動等

に関する具体的な検討を行っている。  

令和 6 年度、当センターでは、東京都災害時こころのケア体制連絡調整会議及び同ＤＰＡＴ

作業部会に委員等として参画し、東京都災害時こころのケア体制づくりに寄与している。 
 

※ ＤＰＡＴ（Disaster Psychiatric Assistance Team）：大規模災害時に被災者及びその支援者

に対し、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精

神医療チーム 

 

イ 東京ＤＰＡＴ隊員の養成等（東京都災害時精神保健医療体制研修） 
 

当センターには、令和 6 年度末時点で、東京ＤＰＡＴ隊員 12 名、また、そのうちＤＰＡＴ先

遣隊員(※)が 4 名、隊員登録されている。 

災害発生時に精神科医療及び精神保健活動の支援を効果的に行うことができるよう、東京

都立中部総合精神保健福祉センターが事務局として各種研修を実施しており、これら研修へ

の参加により、必要な知識と技術を有する人材の養成を図っている。 
 

   ※ ＤＰＡＴ先遣隊：発災から概ね 48 時間以内に、被災した都道府県において活動するチーム。

主に本部立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズの対応等の役割を担う。

令和 7 年度から、日本災害派遣精神医療チーム（日本ＤＰＡＴ）と名称変更。 
 

(ア) 東京ＤＰＡＴ養成研修 

東京ＤＰＡＴ登録機関の隊員予定者等を対象に、東京ＤＰＡＴ隊員としての基本的な知識と

技能の習得を図るための研修（新規隊員の養成研修） 
 

(イ) 東京ＤＰＡＴフォローアップ研修 

東京ＤＰＡＴ隊員の登録期間更新における、技能維持・習熟を図るための研修 
 

(ウ) 東京ＤＰＡＴファシリテーター養成研修 

東京ＤＰＡＴ養成研修及び東京ＤＰＡＴフォローアップ研修の演習において、演習課題の進

行や受講者への助言等を行うファシリテーターの養成を図るための研修 

－ 65 －



 

 

表表 99--((22))--11  研研修修へへのの参参加加実実績績  (令和 6 年度) 

（単位：人）  

研修名等 参加人数 

東京ＤＰＡＴ養成研修 （6月 5 日(水)、10 月 19 日(土)） ２ 

東京ＤＰＡＴフォローアップ研修 （7 月 6 日(土)、10月 18日(金)） ２ 

東京ＤＰＡＴファシリテーター養成研修 （6月 5 日(水)） １ 

ファシリテーターとして各研修（演習）での進行役や助言 

（7月 6 日(土)、7月 7日(日)、10月 18日(金)） 
３ 

 

  ウ 訓練への参加 
 

    各種訓練に参加し、東京ＤＰＡＴ隊員として実践的な訓練の経験を積むことにより、来るべ

き災害等に迅速かつ的確に対応できるよう、日頃から備えている。 

 

表表 99--((22))--22  訓訓練練へへのの参参加加実実績績  (令和 6 年度) 

（単位：人）  

訓練名等 参加人数 

東京都災害医療図上訓練 （6月 30 日(日)） 
 
 概要：東京都が実施。二次保健医療圏を単位として、発災から 24 時間を経過

した超急性期のフェーズを想定し、災害に関する情報の収取発信や、各

種の要請対応等を実施 

１ 

大規模地震時医療活動訓練 （9月 28日(土)） 
 
 概要：内閣府が実施。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の 1 都 3 県を被災

都県として、各自治体及び関係機関が参加。被災地における医療活動や

被災地外への負傷者の搬送等について、国や地方公共団体等の関係機関

が連携して、組織体制の機能と実効性を検証するとともに、相互の協力

の円滑化を図るための訓練 

４ 

 

１１００  社社会会復復帰帰活活動動（（デデイイケケアア））  
 

（１）デイケアの概要 
  

この事業は、回復途上にある精神障害者を対象に集団活動（グループワーク）や個別援助をと

おして、精神障害者の対人関係・生活技能の向上を図り、社会生活への適応を促進することを目

的としている。 
 

定 員    17 名 
 

  対象者    原則として都内 23 区在住で、以下の項目に該当する方 

① 統合失調症の方及び自閉スペクトラム症等の方で、通院医療を受けている方 

         ② 申込み時点で 15 歳以上 30 歳代半ばまでの方 
 

  利用期間   原則として 6 か月（必要に応じて 6 か月毎の延長をし、最長 1 年半まで利用可） 
 

  実施日・時間 ① Ａプログラム：週 3.5 日 月･火･金：午前・午後 

木   ：午前（ショートケア） 

② Ｂプログラム：週 3.5 日 火･木･金：午前・午後 

月   ：午前（ショートケア） 

火・金及び月・木の午前については合同プログラム。 

月・木の午後は類別プログラム実施 
 

  受入時期   随時 
 

  診療報酬   精神科デイケア施設基準（小規模）に基づいて診療報酬を徴収する。健康保険、

自立支援医療制度の利用可 

 

（２）デイケアプログラムの内容 
  

【週間プログラム】 

区 分 午 前 午 後 

月 
午前・合同プログラム 

午後・類別プログラム 
・Ａ/Ｂプログラム 

ＡＡププロロググララムム  

・ＣＥＳ 

・コミュニケーション 

・心理教育 

火 合同プログラム 

・ミーティング 

・料理 

・特別プログラム 

・所外活動 

・スポーツ 

・料理 

・特別プログラム 

水 （休み） 

木 
午前・合同プログラム 

午後・類別プログラム 
・Ａ/Ｂプログラム 

ＢＢププロロググララムム  

・ＳＳＴ 

・コミュニケーション 

・心理教育 

金 合同プログラム 

・パソコン教室 

・ライフスキル 

・セルフケア 等 

・アート 

・音楽  

・就労準備セミナー 等 
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表表 99--((22))--11  研研修修へへのの参参加加実実績績  (令和 6 年度) 

（単位：人）  

研修名等 参加人数 

東京ＤＰＡＴ養成研修 （6月 5 日(水)、10 月 19 日(土)） ２ 

東京ＤＰＡＴフォローアップ研修 （7 月 6 日(土)、10月 18日(金)） ２ 

東京ＤＰＡＴファシリテーター養成研修 （6月 5 日(水)） １ 

ファシリテーターとして各研修（演習）での進行役や助言 

（7月 6 日(土)、7月 7日(日)、10月 18日(金)） 
３ 

 

  ウ 訓練への参加 
 

    各種訓練に参加し、東京ＤＰＡＴ隊員として実践的な訓練の経験を積むことにより、来るべ

き災害等に迅速かつ的確に対応できるよう、日頃から備えている。 

 

表表 99--((22))--22  訓訓練練へへのの参参加加実実績績  (令和 6 年度) 

（単位：人）  

訓練名等 参加人数 

東京都災害医療図上訓練 （6月 30 日(日)） 
 
 概要：東京都が実施。二次保健医療圏を単位として、発災から 24 時間を経過

した超急性期のフェーズを想定し、災害に関する情報の収取発信や、各

種の要請対応等を実施 

１ 

大規模地震時医療活動訓練 （9月 28日(土)） 
 
 概要：内閣府が実施。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の 1 都 3 県を被災

都県として、各自治体及び関係機関が参加。被災地における医療活動や

被災地外への負傷者の搬送等について、国や地方公共団体等の関係機関

が連携して、組織体制の機能と実効性を検証するとともに、相互の協力

の円滑化を図るための訓練 

４ 

 

１１００  社社会会復復帰帰活活動動（（デデイイケケアア））  
 

（１）デイケアの概要 
  

この事業は、回復途上にある精神障害者を対象に集団活動（グループワーク）や個別援助をと

おして、精神障害者の対人関係・生活技能の向上を図り、社会生活への適応を促進することを目

的としている。 
 

定 員    17 名 
 

  対象者    原則として都内 23 区在住で、以下の項目に該当する方 

① 統合失調症の方及び自閉スペクトラム症等の方で、通院医療を受けている方 

         ② 申込み時点で 15 歳以上 30 歳代半ばまでの方 
 

  利用期間   原則として 6 か月（必要に応じて 6 か月毎の延長をし、最長 1 年半まで利用可） 
 

  実施日・時間 ① Ａプログラム：週 3.5 日 月･火･金：午前・午後 

木   ：午前（ショートケア） 

② Ｂプログラム：週 3.5 日 火･木･金：午前・午後 

月   ：午前（ショートケア） 

火・金及び月・木の午前については合同プログラム。 

月・木の午後は類別プログラム実施 
 

  受入時期   随時 
 

  診療報酬   精神科デイケア施設基準（小規模）に基づいて診療報酬を徴収する。健康保険、

自立支援医療制度の利用可 

 

（２）デイケアプログラムの内容 
  

【週間プログラム】 

区 分 午 前 午 後 

月 
午前・合同プログラム 

午後・類別プログラム 
・Ａ/Ｂプログラム 

ＡＡププロロググララムム  

・ＣＥＳ 

・コミュニケーション 

・心理教育 

火 合同プログラム 

・ミーティング 

・料理 

・特別プログラム 

・所外活動 

・スポーツ 

・料理 

・特別プログラム 

水 （休み） 

木 
午前・合同プログラム 

午後・類別プログラム 
・Ａ/Ｂプログラム 

ＢＢププロロググララムム  

・ＳＳＴ 

・コミュニケーション 

・心理教育 

金 合同プログラム 

・パソコン教室 

・ライフスキル 

・セルフケア 等 

・アート 

・音楽  

・就労準備セミナー 等 
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ア Ａプログラム ＣＥＳ  （類別プログラム 月曜午後）  

社会のルール、暗黙の了解、他者心理理解のため、対人場面を言語化、視覚化し、テキスト

やイラストを用いて行うコミュニケーショントレーニング。 
 

イ Ｂプログラム ＳＳＴ  （類別プログラム 木曜午後）  

社会生活を送る上で必要な対人関係スキルやコミュニケーションスキルについてロールプレ

イ等を通して学ぶ。 
 

ウ コミュニケーション  （類別プログラム 月曜午後・木曜午後）  

人と円滑にコミュニケーションを図るため、Ａプログラム、Ｂプログラムで学んだスキルを

活かしテーマに沿った話し合いやゲーム等を行う。 
  

エ 心理教育  （類別プログラム 月曜午後・木曜午後）  

それぞれの疾病・障害の特徴とその付き合い方、精神科の薬等について、医師やスタッフか

ら情報提供や、グループワークを行う。 
  

オ Ａ/Ｂプログラム 

各自のやりたい事を行うフリータイムであるとともに、特別プログラムの企画・準備やメン

バー同士の交流、それぞれの個別目標のためのトレーニングの場として位置づけている。 
  

カ ミーティング 

所外活動や料理の企画、準備、計画を立てグループ活動の動機づけをする。 
  

キ スポーツ 

バトミントン、バレーボール、卓球、ヨガ等の運動を通して体調管理と健康の増進を図る（月

１回講師を招く）。 
  

ク 所外活動 

社会資源の利用、グループで行動する事を目標に、美術館・水族館・映画鑑賞、散歩な

ど、デイケア室を離れて活動する。 
  

ケ 料理 

料理を通して、共同作業に必要なコミュニケーションの練習、他者と協力して作業をする体

験をする。 
  

コ パソコン教室 

ワード、エクセル、パワーポイント等の基本的操作を体験しつつ、他者との作業を通しメン

バー同士の交流を深める。 
  

サ 就労準備セミナー  

就労に向けての動機づけを図り、利用できる制度・施設、必要な準備・スキル・マナー等に

ついて知る。ハローワーク等他機関と連携し進める。 
  

シ セルフケア 

セルフケアの手法を学び、生活の質を高めるための知識（ストレス、睡眠等）を得る。 
  

ス ライフスキル 

「問題解決技能訓練」をベースに、毎回身近な問題を解決する力を身につける事を目的とす

る。他者の多様な考え方を受容し自分に合った適切な解決策を各自で考え、実践を目指す。 
  

セ アート 

コラージュ、粘土細工、版画、工作等を行う（月 1 回講師を招く）。 

  

ソ 音楽 

音楽療法の手法を用い、講師のピアノに合わせて歌を歌い、楽器を演奏し、音楽の持つ特性

を活かし生活の質の向上を図る（月 2 回講師を招く）。 
  

タ 特別プログラム 

・ ハイキング（春・秋） 

年 2 回、実行委員がリーダーシップをとり所外活動の体験を活かし 1 日通してグループ活動 

を楽しむ。秋は大型バスで出掛ける。 
 

・ 季節行事（夏祭り／クリスマス会） 

参加者全員で企画、運営し、季節の行事を通して、文化や伝統に触れ、季節の移り変わりを

体験する。飾り付けやレクリエーション等のグループ活動を行い、楽しい時間を共有する。 

 

（３）その他の活動 
 

ア 個別援助 

個別面接及び家族面接を利用者の状況に応じて担当者が随時行い、利用者の目的に沿ったケ

ースワークを行う。 

 

イ 家族教室 

    デイケア利用者（及び修了者）の家族が正しい知識や対応の仕方を学び、精神障害者に対す

る理解と家族間の交流を深めることで、本人への援助能力を高める。 

 

ウ 関係機関との連携 

    利用の受入及び終了に際し、医療機関、保健所、就労に関わる関係機関等との連携を図り、

回復途上にある精神障害者の円滑な社会復帰、社会参加に努める。 

 

エ 教育研修 

    保健所デイケア担当職員の研修及び学生などの実習の場を提供する。 

 

オ デイケア業務連絡会 

    保健所デイケア事業について、知識・技術の向上を図り、効果的運営に資するため、主に事

業担当者を対象に、当センターが事務局となり平成 6 年度から実施していたが、各区の保健所

デイケアが縮小・廃止傾向にあることから、平成 31 年度以降は中止している。 

 

（４）運営状況 
 

ＰＤＣＡサイクルを用いて、プログラムごとに、目的や内容を全スタッフが共有。それに基づき

職員の役割分担を明確化し、プログラム運営を実施している。 

 

ア Ａプログラム（ＣＥＳ) 

    自閉スペクトラム症の特性に配慮し、架空のコミュニケーション場面を設定。セリフやロー

ルプレイを見てＧｏｏｄ―Ｂａｄの判断を行い、より良いコミュニケーションの方法を学ぶ機会とし

ている。令和 6 年度は、参加者が少なく限定されていたため、より個別課題に合わせてテーマ

を選定した。ケースの特性によっては従来の提示方法では混乱を招く場合もあり、柔軟に対応

する必要があった。スキルの定着を促すため、獲得したスキルを日常場面で実行してもらう「宿

題」を導入、フィードバックの機会とした。 
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ア Ａプログラム ＣＥＳ  （類別プログラム 月曜午後）  

社会のルール、暗黙の了解、他者心理理解のため、対人場面を言語化、視覚化し、テキスト

やイラストを用いて行うコミュニケーショントレーニング。 
 

イ Ｂプログラム ＳＳＴ  （類別プログラム 木曜午後）  

社会生活を送る上で必要な対人関係スキルやコミュニケーションスキルについてロールプレ

イ等を通して学ぶ。 
 

ウ コミュニケーション  （類別プログラム 月曜午後・木曜午後）  

人と円滑にコミュニケーションを図るため、Ａプログラム、Ｂプログラムで学んだスキルを

活かしテーマに沿った話し合いやゲーム等を行う。 
  

エ 心理教育  （類別プログラム 月曜午後・木曜午後）  

それぞれの疾病・障害の特徴とその付き合い方、精神科の薬等について、医師やスタッフか

ら情報提供や、グループワークを行う。 
  

オ Ａ/Ｂプログラム 

各自のやりたい事を行うフリータイムであるとともに、特別プログラムの企画・準備やメン

バー同士の交流、それぞれの個別目標のためのトレーニングの場として位置づけている。 
  

カ ミーティング 

所外活動や料理の企画、準備、計画を立てグループ活動の動機づけをする。 
  

キ スポーツ 

バトミントン、バレーボール、卓球、ヨガ等の運動を通して体調管理と健康の増進を図る（月

１回講師を招く）。 
  

ク 所外活動 

社会資源の利用、グループで行動する事を目標に、美術館・水族館・映画鑑賞、散歩な

ど、デイケア室を離れて活動する。 
  

ケ 料理 

料理を通して、共同作業に必要なコミュニケーションの練習、他者と協力して作業をする体

験をする。 
  

コ パソコン教室 

ワード、エクセル、パワーポイント等の基本的操作を体験しつつ、他者との作業を通しメン

バー同士の交流を深める。 
  

サ 就労準備セミナー  

就労に向けての動機づけを図り、利用できる制度・施設、必要な準備・スキル・マナー等に

ついて知る。ハローワーク等他機関と連携し進める。 
  

シ セルフケア 

セルフケアの手法を学び、生活の質を高めるための知識（ストレス、睡眠等）を得る。 
  

ス ライフスキル 

「問題解決技能訓練」をベースに、毎回身近な問題を解決する力を身につける事を目的とす

る。他者の多様な考え方を受容し自分に合った適切な解決策を各自で考え、実践を目指す。 
  

セ アート 

コラージュ、粘土細工、版画、工作等を行う（月 1 回講師を招く）。 

  

ソ 音楽 

音楽療法の手法を用い、講師のピアノに合わせて歌を歌い、楽器を演奏し、音楽の持つ特性

を活かし生活の質の向上を図る（月 2 回講師を招く）。 
  

タ 特別プログラム 

・ ハイキング（春・秋） 

年 2 回、実行委員がリーダーシップをとり所外活動の体験を活かし 1 日通してグループ活動 

を楽しむ。秋は大型バスで出掛ける。 
 

・ 季節行事（夏祭り／クリスマス会） 

参加者全員で企画、運営し、季節の行事を通して、文化や伝統に触れ、季節の移り変わりを

体験する。飾り付けやレクリエーション等のグループ活動を行い、楽しい時間を共有する。 

 

（３）その他の活動 
 

ア 個別援助 

個別面接及び家族面接を利用者の状況に応じて担当者が随時行い、利用者の目的に沿ったケ

ースワークを行う。 

 

イ 家族教室 

    デイケア利用者（及び修了者）の家族が正しい知識や対応の仕方を学び、精神障害者に対す

る理解と家族間の交流を深めることで、本人への援助能力を高める。 

 

ウ 関係機関との連携 

    利用の受入及び終了に際し、医療機関、保健所、就労に関わる関係機関等との連携を図り、

回復途上にある精神障害者の円滑な社会復帰、社会参加に努める。 

 

エ 教育研修 

    保健所デイケア担当職員の研修及び学生などの実習の場を提供する。 

 

オ デイケア業務連絡会 

    保健所デイケア事業について、知識・技術の向上を図り、効果的運営に資するため、主に事

業担当者を対象に、当センターが事務局となり平成 6 年度から実施していたが、各区の保健所

デイケアが縮小・廃止傾向にあることから、平成 31 年度以降は中止している。 

 

（４）運営状況 
 

ＰＤＣＡサイクルを用いて、プログラムごとに、目的や内容を全スタッフが共有。それに基づき

職員の役割分担を明確化し、プログラム運営を実施している。 

 

ア Ａプログラム（ＣＥＳ) 

    自閉スペクトラム症の特性に配慮し、架空のコミュニケーション場面を設定。セリフやロー

ルプレイを見てＧｏｏｄ―Ｂａｄの判断を行い、より良いコミュニケーションの方法を学ぶ機会とし

ている。令和 6 年度は、参加者が少なく限定されていたため、より個別課題に合わせてテーマ

を選定した。ケースの特性によっては従来の提示方法では混乱を招く場合もあり、柔軟に対応

する必要があった。スキルの定着を促すため、獲得したスキルを日常場面で実行してもらう「宿

題」を導入、フィードバックの機会とした。 

－ 69 －



また、医師による自閉スペクトラム症の心理教育を実施した。 

 

イ Ｂプログラム（ＳＳＴ) 

参加者の生活に即した具体的な練習場面を設定。事前面接を行い、コミュニケーションにお

ける短期目標、長期目標を決める。それに基づき、各回テーマを設定、ロールプレイを通して

スキルの取得・定着を目指した。月 1 回茶話会を導入し、参加者の状況に合わせてリラックス

した雰囲気でプログラムに参加できるよう配慮した。 

 

ウ 就労準備セミナー 

デイケア卒業後の第一歩をイメージできるよう個人ワークやグループワークを多く取り入れ

た。自身の特性や病気の理解をふまえた上で、どのように進路選択をしていくか探る機会とな

った。令和 6 年度はグループホーム、自立訓練生活訓練事業所、ハローワーク等の施設見学も

行った。 

 

エ その他 

    防災に関する意識を高める取り組みとして、料理プログラムでは限られた食材や水と耐熱袋

で作る非常食カレー作りを行った。防災に関する講義の実施や簡易トイレ作りも行い、災害時

への備えの意識を高めた。また所外活動プログラムにおいて、所内消火・避難訓練日の午後に

防災センターに行った。 

 

（５）利用実績等 
 

令和 6 年度は前年度と比較して新規利用者数が減少した。利用申し込み数は前年度と変わりが

なかったが、心理検査・試験通所の途中で入院に至り中断したり、本人がすぐに就職を希望し利

用に至らなかったりしたケースがあった。年度後半は見学者及び利用希望者が増加している。 

最長 1 年半（半年ごとに利用期間の更新）の利用が可能であるが、デイケアに慣れ、生活リズ

ムが整い、安定して通所できるようになるまで半年から 1 年を要するケースも多い。病状が安定

せず、入退院を繰り返すケースもあり、近年は利用期間中に次の支援機関や通所先に繋がらない

ケースが増加傾向にある。 

デイケア活動時の様子や心理検査等の評価については、卒業時の進路選択や今後の支援に活か

せるよう、区の保健師等と情報共有している。 

デイケア事業の広報のため、センター主催の会議の際にデイケアの案内を配布。令和 6 年度は

近隣区の複数の保健所を訪問し、デイケア事業の説明とニーズ調査を実施した。 

また、2 ヶ所の民間病院のデイケアスタッフの見学を受け入れている。 

 

表表 1100--((55))--11  デデイイケケアア利利用用者者数数  

                                                          （単位：人）  
    年度 

利用者数 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

新 規 ４ ７ ８ ６ ４ 

継 続 １０ ９ ８ ７ ５ 

合 計 １４ １６ １６ １３ ９ 

  

表表 1100--((55))--22  デデイイケケアア利利用用者者  診診断断名名  

（単位：人） 

                         年度 
診断名（ＩＣＤ－１０） 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

Ｆ0 症状性を含む器質性精神障害 ０ ０  ０ ０ ０ 

Ｆ1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ2 統合失調症、失調症型障害及び妄想性障害 ６  ８  ８  ７  ３ 

Ｆ3 気分（感情）障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ4 
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性 
障害 

０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ6 成人の人格及び行動の障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ7 知的障害（精神遅滞） ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ8 心理的発達の障害 ８  ８  ８  ６  ６ 

Ｆ9 
小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の 
障害及び特定不能の精神障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

合 計 １４  １６  １６  １３  ９ 

 

表表 1100--((55))--33  デデイイケケアア利利用用者者  居居住住地地区区別別状状況況  

                                                        （単位：人） 

    年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

千代田区 ０ ０ ０ ０ ０ 

中央区 ０ ０ ０ ０ ０ 

文京区 ０ ０ ０ ０ ０ 

台東区 ２ １ ２ ０ ０ 

墨田区 ０ ０ ０ ０ １ 

江東区 １ ２ ３ ２ １ 

豊島区 ３ ２ ０ １ １ 

北区 １ １ ０ ０ ０ 

荒川区 ０ １ １ ０ ０ 

板橋区 １ ２ ３ ３ １ 

足立区 ３ ４ １ ２ ３ 

葛飾区 ２ ２ ０ ０ ０ 

江戸川区 １ １ ４ ３ １ 

その他 ０ ０ ２ ２ １ 

合 計 １４ １６ １６ １３ ９ 
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また、医師による自閉スペクトラム症の心理教育を実施した。 

 

イ Ｂプログラム（ＳＳＴ) 

参加者の生活に即した具体的な練習場面を設定。事前面接を行い、コミュニケーションにお

ける短期目標、長期目標を決める。それに基づき、各回テーマを設定、ロールプレイを通して

スキルの取得・定着を目指した。月 1 回茶話会を導入し、参加者の状況に合わせてリラックス

した雰囲気でプログラムに参加できるよう配慮した。 

 

ウ 就労準備セミナー 

デイケア卒業後の第一歩をイメージできるよう個人ワークやグループワークを多く取り入れ

た。自身の特性や病気の理解をふまえた上で、どのように進路選択をしていくか探る機会とな

った。令和 6 年度はグループホーム、自立訓練生活訓練事業所、ハローワーク等の施設見学も

行った。 

 

エ その他 

    防災に関する意識を高める取り組みとして、料理プログラムでは限られた食材や水と耐熱袋

で作る非常食カレー作りを行った。防災に関する講義の実施や簡易トイレ作りも行い、災害時

への備えの意識を高めた。また所外活動プログラムにおいて、所内消火・避難訓練日の午後に

防災センターに行った。 

 

（５）利用実績等 
 

令和 6 年度は前年度と比較して新規利用者数が減少した。利用申し込み数は前年度と変わりが

なかったが、心理検査・試験通所の途中で入院に至り中断したり、本人がすぐに就職を希望し利

用に至らなかったりしたケースがあった。年度後半は見学者及び利用希望者が増加している。 

最長 1 年半（半年ごとに利用期間の更新）の利用が可能であるが、デイケアに慣れ、生活リズ

ムが整い、安定して通所できるようになるまで半年から 1 年を要するケースも多い。病状が安定

せず、入退院を繰り返すケースもあり、近年は利用期間中に次の支援機関や通所先に繋がらない

ケースが増加傾向にある。 

デイケア活動時の様子や心理検査等の評価については、卒業時の進路選択や今後の支援に活か

せるよう、区の保健師等と情報共有している。 

デイケア事業の広報のため、センター主催の会議の際にデイケアの案内を配布。令和 6 年度は

近隣区の複数の保健所を訪問し、デイケア事業の説明とニーズ調査を実施した。 

また、2 ヶ所の民間病院のデイケアスタッフの見学を受け入れている。 

 

表表 1100--((55))--11  デデイイケケアア利利用用者者数数  

                                                          （単位：人）  
    年度 

利用者数 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

新 規 ４ ７ ８ ６ ４ 

継 続 １０ ９ ８ ７ ５ 

合 計 １４ １６ １６ １３ ９ 

  

表表 1100--((55))--22  デデイイケケアア利利用用者者  診診断断名名  

（単位：人） 

                         年度 
診断名（ＩＣＤ－１０） 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

Ｆ0 症状性を含む器質性精神障害 ０ ０  ０ ０ ０ 

Ｆ1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ2 統合失調症、失調症型障害及び妄想性障害 ６  ８  ８  ７  ３ 

Ｆ3 気分（感情）障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ4 
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性 
障害 

０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ6 成人の人格及び行動の障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ7 知的障害（精神遅滞） ０  ０  ０  ０  ０ 

Ｆ8 心理的発達の障害 ８  ８  ８  ６  ６ 

Ｆ9 
小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の 
障害及び特定不能の精神障害 ０  ０  ０  ０  ０ 

合 計 １４  １６  １６  １３  ９ 

 

表表 1100--((55))--33  デデイイケケアア利利用用者者  居居住住地地区区別別状状況況  

                                                        （単位：人） 

    年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

千代田区 ０ ０ ０ ０ ０ 

中央区 ０ ０ ０ ０ ０ 

文京区 ０ ０ ０ ０ ０ 

台東区 ２ １ ２ ０ ０ 

墨田区 ０ ０ ０ ０ １ 

江東区 １ ２ ３ ２ １ 

豊島区 ３ ２ ０ １ １ 

北区 １ １ ０ ０ ０ 

荒川区 ０ １ １ ０ ０ 

板橋区 １ ２ ３ ３ １ 

足立区 ３ ４ １ ２ ３ 

葛飾区 ２ ２ ０ ０ ０ 

江戸川区 １ １ ４ ３ １ 

その他 ０ ０ ２ ２ １ 

合 計 １４ １６ １６ １３ ９ 
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表表 1100--((55))--44    デデイイケケアア利利用用者者  年年齢齢別別・・性性別別  

                         （単位：人）  

   年度・ 

    性別 

年齢区分 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

男 女 男 男 女 女 男 女 男 女 

１５～１９ ０ ３ １ ２ ２ １ １ ０ ０ ０ 

２０～２４ ４ ３ ３ ２ ４ ２ ６ ２ ３ ２ 

２５～２９ １ ０ ４ １ ４ １ ２ １ ２ １ 

３０～３４ ３ ０ ２ ０ ０ ２ ０ １ １ ０ 

３５～ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 
８ ６ １１ ５ １０ ６ ９ ４ ６ ３ 

１４ １６ １６ １３ ９ 

＊ 平均年齢 23.1 歳 （年齢は受け入れ時の年齢） 

 

表表 1100--((55))--55    デデイイケケアア実実施施規規模模（（月月別別））  (令和 6 年度) 
 

月 

区分 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 
合計 

開催日数 13 15 15 16 13 14 16 14 15 14 13 15 173 

参  加 

延べ人数 
53 67 63  52 38 49 55 56 55 50 39 49  626 

内 

 

 

訳 

承

認

者 

DC・SC 40 55 52 39 31 36 44 40 30 35 29 37 468 

その他
＊ 

9 11 9 13 6 10 9 11 11 10 7 6  112 

初回見学者 

体験参加者 
4 1 2 0 1 3 2 5 14 5 3 6 46 

1 日平均 

参加人数 
4.1 4.5 4.2 3.3 2.9 3.5 3.4 4.0 3.7 3.6 3.0 3.3 3.6 

＊ その他は、ＤＣ（デイ・ケア）、ＳＣ（ショート・ケア）以外の参加者数 

  

表表 1100--((55))--66    終終了了者者ののデデイイケケアア利利用用期期間間 

 （単位：人） 
  

        年度 
期間 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

１～３ヶ月 ０ ０ ０ １ ０ 

４～６ヶ月 ０ ０ １ ３ ０ 

７～９ヶ月 ０ １ ０ １ ０ 

１０～１２ヶ月 ０ ０ ０ ０ ０ 

１年以上 ５ ７ ８ ３ ４ 

合 計 ５ ８ ９ ８ ４ 

 

 

表表 1100--((55))--77  デデイイケケアア終終了了者者のの転転帰帰状状況況  

 （単位：人） 

        年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

就学・復学 １ ０ １ １ ０ 

就労・復職（＊1） ０ ０ ０ １ １ 

就労移行支援事業所 ０ ０ １ ０ １ 

就労継続Ａ型事業所 ０ ０ ０ ０ ０ 

就労継続Ｂ型事業所 ２ ４ １ ０ １ 

障害者職業センター ０ ０ ０ ０ ０ 

他施設の利用 １ ２ ４ ２ １ 

在 宅 （＊2） １ １ ２ ３ ０ 

入 院 ０ ０ ０ １ ０ 

その他 （＊3） ０ １ ０ ０ ０ 

合 計 ５ ８ ９ ８ ４ 

＊1 パートタイム就労、自営業手伝い、チャレンジ雇用含む 

＊2 家事手伝い、進路検討中含む 

＊3 病状等の問題で中断含む 

 

表表 1100--((55))--88  家家族族教教室室のの実実施施状状況況（（月月別別内内訳訳））(令和 6 年度) 
  

【家族教室】                                 （単位：人） 

開催月 テ ー マ 講 師 
利用者 

家族 

終了者 

家族 

参加者

計 

７月 デイケア・家族教室について 
東京都立精神保健福祉セ

ンター医師 
４ ５ ９ 

９月 
自閉症スペクトラム障害・統合失調症
の理解と対応について 

東京都立精神保健福祉セ

ンター医師 
４ ６ １０ 

１０月 
当事者体験談 
 発達障害の理解と対応について 

東京都自閉症協会 
 当事者・家族 

１ ５ ６ 

１１月 
家族体験談 
 統合失調症の家族の話 

さいたま市精神障害者も
くせい家族会 家族 

２ ７ ９ 

１２月 
社会資源 

就労に向けた準備と就労支援機関 

社会福祉法人豊芯会 
相談支援センターこかげ 
コーディネーター 

２ ８ １０ 

２月 ストレスケアのためのヨーガ 
デイケアスポーツ 
プログラム講師 ２ ５ ７ 

参 加 者 計 １５ ３６ ５１ 

＊ 家族教室開催回数：6 回。Ａプログラム、Ｂプログラム対象者の家族に向け、全て合同で実施。 

－ 72 －



表表 1100--((55))--44    デデイイケケアア利利用用者者  年年齢齢別別・・性性別別  

                         （単位：人）  

   年度・ 

    性別 

年齢区分 

2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

男 女 男 男 女 女 男 女 男 女 

１５～１９ ０ ３ １ ２ ２ １ １ ０ ０ ０ 

２０～２４ ４ ３ ３ ２ ４ ２ ６ ２ ３ ２ 

２５～２９ １ ０ ４ １ ４ １ ２ １ ２ １ 

３０～３４ ３ ０ ２ ０ ０ ２ ０ １ １ ０ 

３５～ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 
８ ６ １１ ５ １０ ６ ９ ４ ６ ３ 

１４ １６ １６ １３ ９ 

＊ 平均年齢 23.1 歳 （年齢は受け入れ時の年齢） 

 

表表 1100--((55))--55    デデイイケケアア実実施施規規模模（（月月別別））  (令和 6 年度) 
 

月 

区分 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 
合計 

開催日数 13 15 15 16 13 14 16 14 15 14 13 15 173 

参  加 

延べ人数 
53 67 63  52 38 49 55 56 55 50 39 49  626 

内 

 

 

訳 

承

認

者 

DC・SC 40 55 52 39 31 36 44 40 30 35 29 37 468 

その他
＊ 

9 11 9 13 6 10 9 11 11 10 7 6  112 

初回見学者 

体験参加者 
4 1 2 0 1 3 2 5 14 5 3 6 46 

1 日平均 

参加人数 
4.1 4.5 4.2 3.3 2.9 3.5 3.4 4.0 3.7 3.6 3.0 3.3 3.6 

＊ その他は、ＤＣ（デイ・ケア）、ＳＣ（ショート・ケア）以外の参加者数 

  

表表 1100--((55))--66    終終了了者者ののデデイイケケアア利利用用期期間間 

 （単位：人） 
  

        年度 
期間 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

１～３ヶ月 ０ ０ ０ １ ０ 

４～６ヶ月 ０ ０ １ ３ ０ 

７～９ヶ月 ０ １ ０ １ ０ 

１０～１２ヶ月 ０ ０ ０ ０ ０ 

１年以上 ５ ７ ８ ３ ４ 

合 計 ５ ８ ９ ８ ４ 

 

 

表表 1100--((55))--77  デデイイケケアア終終了了者者のの転転帰帰状状況況  

 （単位：人） 

        年度 
区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

就学・復学 １ ０ １ １ ０ 

就労・復職（＊1） ０ ０ ０ １ １ 

就労移行支援事業所 ０ ０ １ ０ １ 

就労継続Ａ型事業所 ０ ０ ０ ０ ０ 

就労継続Ｂ型事業所 ２ ４ １ ０ １ 

障害者職業センター ０ ０ ０ ０ ０ 

他施設の利用 １ ２ ４ ２ １ 

在 宅 （＊2） １ １ ２ ３ ０ 

入 院 ０ ０ ０ １ ０ 

その他 （＊3） ０ １ ０ ０ ０ 

合 計 ５ ８ ９ ８ ４ 

＊1 パートタイム就労、自営業手伝い、チャレンジ雇用含む 

＊2 家事手伝い、進路検討中含む 

＊3 病状等の問題で中断含む 

 

表表 1100--((55))--88  家家族族教教室室のの実実施施状状況況（（月月別別内内訳訳））(令和 6 年度) 
  

【家族教室】                                 （単位：人） 

開催月 テ ー マ 講 師 
利用者 

家族 

終了者 

家族 

参加者

計 

７月 デイケア・家族教室について 
東京都立精神保健福祉セ

ンター医師 
４ ５ ９ 

９月 
自閉症スペクトラム障害・統合失調症
の理解と対応について 

東京都立精神保健福祉セ

ンター医師 
４ ６ １０ 

１０月 
当事者体験談 
 発達障害の理解と対応について 

東京都自閉症協会 
 当事者・家族 

１ ５ ６ 

１１月 
家族体験談 
 統合失調症の家族の話 

さいたま市精神障害者も
くせい家族会 家族 

２ ７ ９ 

１２月 
社会資源 

就労に向けた準備と就労支援機関 

社会福祉法人豊芯会 
相談支援センターこかげ 
コーディネーター 

２ ８ １０ 

２月 ストレスケアのためのヨーガ 
デイケアスポーツ 
プログラム講師 ２ ５ ７ 

参 加 者 計 １５ ３６ ５１ 

＊ 家族教室開催回数：6 回。Ａプログラム、Ｂプログラム対象者の家族に向け、全て合同で実施。 
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Ⅲ 参考資料 

 
１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律 

第１２３号）（抜粋） 

 

２ 精神保健福祉センター運営要領（令和５年１１月２７日付障発 

１１２７第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 

３ 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健 

福祉センター条例（昭和６０年東京都条例第２７号）（抜粋） 



 
Ⅲ 参考資料 

 
１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律 

第１２３号）（抜粋） 

 

２ 精神保健福祉センター運営要領（令和５年１１月２７日付障発 

１１２７第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 

３ 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健 

福祉センター条例（昭和６０年東京都条例第２７号）（抜粋） 



１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）（抜粋） 

最終改正：令和４年法律第１０４号 

 

（精神保健福祉センター） 

第６条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関（以下「精神保健

福祉センター」とう。）を置くものとする。 

２ 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。 

二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なものを行うこと。 

三 精神医療審査会の事務を行うこと。 

四 第４５条第１項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第５２条第１項に規定する支給認定（精神障害者に係るものに限る。）に関する事務のうち専

門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２２条第２項又は第５１条の７第２

項の規定により、市町村（特別区を含む。第４７条第３項及び第４項並びに第４８条の３第１項を除き、

以下同じ。）が同法第２２条第１項又は第５１条の７第１項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を

述べること。 

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２６条第１項又は第５１条の１１の

規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。 

 

（条例への委任） 

第８条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。 

 

（精神障害者等に対する包括的支援の確保） 

第４６条 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に

応じて、精神障害者等（精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの

（精神障害者を除く。）として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。）の心身の状態に応じ

た保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行

われなければならない。 

 

（相談及び援助） 

第４７条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下「都道府県等」という。）は、必要に応じ

て、次条第１項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置

する市若しくは特別区の長（以下「都道府県知事等」という。）が指定した医師をして、精神保健

及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じさせ、

及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせなければならない。 

２ 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた

適切な医療施設を紹介しなければならない。 

３ 市町村（保健所を設置する市を除く。次項において同じ。）は、前二項の規定により都道府県が行

う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、

精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の

提供、助言その他の援助を行わなければならない。 



１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）（抜粋） 

最終改正：令和４年法律第１０４号 

 

（精神保健福祉センター） 

第６条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関（以下「精神保健

福祉センター」とう。）を置くものとする。 

２ 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。 

二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なものを行うこと。 

三 精神医療審査会の事務を行うこと。 

四 第４５条第１項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第５２条第１項に規定する支給認定（精神障害者に係るものに限る。）に関する事務のうち専

門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２２条第２項又は第５１条の７第２

項の規定により、市町村（特別区を含む。第４７条第３項及び第４項並びに第４８条の３第１項を除き、

以下同じ。）が同法第２２条第１項又は第５１条の７第１項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を

述べること。 

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２６条第１項又は第５１条の１１の

規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。 

 

（条例への委任） 

第８条 この法律に定めるもののほか、精神保健福祉センターに関して必要な事項は、条例で定める。 

 

（精神障害者等に対する包括的支援の確保） 

第４６条 この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に

応じて、精神障害者等（精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの

（精神障害者を除く。）として厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。）の心身の状態に応じ

た保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として、行

われなければならない。 

 

（相談及び援助） 

第４７条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下「都道府県等」という。）は、必要に応じ

て、次条第１項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置

する市若しくは特別区の長（以下「都道府県知事等」という。）が指定した医師をして、精神保健

及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じさせ、

及びこれらの者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助を行わせなければならない。 

２ 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた

適切な医療施設を紹介しなければならない。 

３ 市町村（保健所を設置する市を除く。次項において同じ。）は、前二項の規定により都道府県が行

う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、

精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の

提供、助言その他の援助を行わなければならない。 
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４ 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等

その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を

行うように努めなければならない。 

５ 都道府県及び市町村は、精神保健に関し、第４６条の厚生労働省令で定める者及びその家族等その他

の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこ

とができる。 

６ 市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者

等及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、又はこれらの者に対し必要な情報の提供、助

言その他の援助を行うに当たっては、相互に、及び福祉事務所（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

に定める福祉に関する事務所をいう。）その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなけれ

ばならない。 

 

（精神保健福祉相談員） 

第４８条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精

神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等及びその家族等その他の関

係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行うための職員（次項において「精神保健

福祉相談員」という。）を置くことができる。 

２ 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県

知事又は市町村長が任命する。 

 

（都道府県の協力等） 

第４８条の３ 都道府県は、市町村（保健所を設置する市を除く。）の求めに応じ、第４７条第４項及び第

５項の規定により当該市町村が行う業務の実施に関し、その設置する精神保健福祉センター及び保健

所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うように努めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県は、保健所を設置する市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指

定都市（以下「指定都市」という。）を除く。）及び特別区の求めに応じ、第４７条第１項、第２項及

び第５項の規定により当該保健所を設置する市及び特別区が行う業務の実施に関し、その設置する精

神保健福祉センターによる技術的事項についての協力その他当該保健所を設置する市及び特別区に

対する必要な援助を行うように努めなければならない。 

２ 精神保健福祉センター運営要領（令和５年１１月２７日付障発１１２７第８号厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部長通知） 

 

別紙 

 

１ 地域精神保健福祉におけるセンターの役割 

精神保健福祉センター（以下「センター」という。）は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」という。）第６条の規定に基づき、都道府県等及び指定都市（以

下「都道府県等」という。）が設置する精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターと

して、地域の精神保健福祉における活動推進の中核的な機能を備えなければならない。 

また、住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、地域生活支援の促

進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助等を行うものである。 

さらに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

（令和４年法律第１０４号。以下「令和４年改正法」という。）により、法第４６条において、都道府県及

び市町村が実施する精神保健福祉に関する相談支援について、精神障害者のみならず精神保健に課題

を抱える者も対象とされ、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨として、

行わなければならないことが規定された。精神障害者等をより身近な地域できめ細かく支援していく

ためには、市町村が相談支援等の取組をこれまで以上に積極的に担っていくことが求められており、

センターは市町村及び市町村を支援する保健所と協働し、精神障害者等のニーズや地域の課題を把握

した上で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制の構

築に向け、本要領に示す各業務を総合的に推進する。 

 

２ 実施体制 

（１）組織体制 

組織は、原則として総務部門、地域精神保健福祉部門、教育研修部門、調査研究部門、精神保健

福祉相談部門、精神医療審査会事務部門、精神障害者保健福祉手帳判定部門及び自立支援医療（精

神通院医療）判定部門等をもって構成すること。 

 

（２）職員の配置 

ア 基本的考え方 

令和４年改正法により、法第４６条において、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する

相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとと

もに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることが明確化され、

それに伴い、センターの保健所及び市町村への支援強化の必要性が増している。 

そのため、センターの職員に関して、専門職の十分な確保や人材育成及び資質向上の観点に留

意し、精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとしての機能や市町村の相談

支援体制構築のための援助遂行を果たすために十分な人数を配置すること。なお、十分な人数を

配置した上で、業務に支障が生じない場合は、職務の共通するものについて他の相談機関等と兼

務することも差し支えない。 

 

イ 所長 

センターの所長は、市町村の専門的なニーズに対応していくために、精神保健指定医等、精神
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２ 精神保健福祉センター運営要領（令和５年１１月２７日付障発１１２７第８号厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部長通知） 

 

別紙 

 

１ 地域精神保健福祉におけるセンターの役割 

精神保健福祉センター（以下「センター」という。）は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」という。）第６条の規定に基づき、都道府県等及び指定都市（以

下「都道府県等」という。）が設置する精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターと

して、地域の精神保健福祉における活動推進の中核的な機能を備えなければならない。 

また、住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、地域生活支援の促

進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助等を行うものである。 

さらに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

（令和４年法律第１０４号。以下「令和４年改正法」という。）により、法第４６条において、都道府県及

び市町村が実施する精神保健福祉に関する相談支援について、精神障害者のみならず精神保健に課題

を抱える者も対象とされ、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨として、

行わなければならないことが規定された。精神障害者等をより身近な地域できめ細かく支援していく

ためには、市町村が相談支援等の取組をこれまで以上に積極的に担っていくことが求められており、

センターは市町村及び市町村を支援する保健所と協働し、精神障害者等のニーズや地域の課題を把握

した上で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制の構

築に向け、本要領に示す各業務を総合的に推進する。 

 

２ 実施体制 

（１）組織体制 

組織は、原則として総務部門、地域精神保健福祉部門、教育研修部門、調査研究部門、精神保健

福祉相談部門、精神医療審査会事務部門、精神障害者保健福祉手帳判定部門及び自立支援医療（精

神通院医療）判定部門等をもって構成すること。 

 

（２）職員の配置 

ア 基本的考え方 

令和４年改正法により、法第４６条において、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する

相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとと

もに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることが明確化され、

それに伴い、センターの保健所及び市町村への支援強化の必要性が増している。 

そのため、センターの職員に関して、専門職の十分な確保や人材育成及び資質向上の観点に留

意し、精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術センターとしての機能や市町村の相談

支援体制構築のための援助遂行を果たすために十分な人数を配置すること。なお、十分な人数を

配置した上で、業務に支障が生じない場合は、職務の共通するものについて他の相談機関等と兼

務することも差し支えない。 

 

イ 所長 

センターの所長は、市町村の専門的なニーズに対応していくために、精神保健指定医等、精神
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保健福祉に関する職務を行うのに必要な知識及び技能を十分に有する医師をあてることが望ま

しい。 

 

ウ 職員構成 

センターの職員構成は、医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師、

精神保健福祉相談員、その他のセンター業務実施に必要な職員等多職種で構成すること。 

医師については、精神科の診療に十分な経験を有する者をあてること。 

医師以外の職員についても、センターが都道府県等の本庁等の精神保健及び精神障害者の福祉

に関する専門性を発揮できるよう、個々のキャリアパスや精神保健福祉に関する業務の経験等も

十分考慮した上で配置すること。 

 

３ 業務 

以下に示す業務は、いずれもセンターの業務と密接な関係にあり、センターが精神保健及び精神障

害者の福祉に関する総合的技術センターとしての立場で実施するものである。これらの業務について

は、都道府県等の本庁、保健所、市町村等必要な関係機関と日頃から連携し、精神障害者やその家族

等の意見も考慮しながら進めていくものである。 

 

（１）企画立案 

地域における精神保健医療福祉の包括的支援を推進するため、精神保健に関する地域課題の整理

及び対応策の検討、精神障害者の地域生活支援の推進方策や、医療計画、健康増進計画、アルコー

ル健康障害対策推進計画、再犯防止推進計画、ギャンブル等依存症対策推進基本計画、障害者基本

計画、障害福祉計画、自殺対策計画等の地域における精神保健福祉施策の計画的推進に関する事項

等について、専門的な立場から、都道府県等の本庁と協働し、企画立案を行い、市町村や保健所を

はじめとした関係機関に対しては意見を述べる等を行うこと。 

 

（２）技術支援 

令和４年改正法による法第４６条の規定新設の趣旨を踏まえ、市町村や市町村を支援する保健所へ

の支援体制の強化が必要である。 

センターは、包括的支援体制の確保のために、都道府県等の本庁、保健所、市町村、児童相談所、

障害者就業・生活支援センター等関係機関に対し、本項の各業務に関して、地域の事情に応じた方

法で協議の場への参画、研修、事例検討、個別スーパービジョン、同席での相談や同行訪問に加え

て、意見提案、情報提供、対象機関の事業実施への支援、講師派遣等により、専門的立場から積極

的な技術支援を行うこと。 

 

（３）人材育成 

保健所、市町村、福祉事務所、児童相談所、障害福祉サービス事業所、その他の関係機関等で精

神保健福祉業務に従事する職員に対して、都道府県等全体の施策に関することや、事例検討等を含

む精神保健福祉の相談支援に係る専門的研修等を行い、人材の育成及び技術的水準の向上を図るこ

と。 

精神保健福祉相談員について、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第１２条第三号

に規定する講習会の指定基準等について」（令和５年１１月２７日付障害保健福祉部長通知障発１１２７第

１０号）に基づく講習会を開催する場合は保健所及び管内市町村の参加を積極的に促すこと。 

 

（４）普及啓発 

住民に対し、メンタルヘルス、精神疾患及び精神障害についての正しい知識、相談支援等の社会

資源及び精神障害者の権利擁護等に関しての普及啓発を行うこと。普及啓発の実施の際には、精神

障害者に対する差別や偏見をなくすため、「心のサポーター」の養成を行う等、態度や行動の変容に

つながることを意識すること。 

また、保健所及び市町村が行う普及啓発活動に対して専門的立場から協力及び援助を行うこと。 

 

（５）調査研究 

地域の精神保健福祉における活動推進並びに精神障害者の地域生活支援の促進及び自立と社会

経済活動への参加の促進等についての調査研究を行うとともに、センターは市町村の規模や資源に

よって住民への支援に差が生じないよう、精神保健及び精神障害者の福祉等に関する統計やデータ

ベース等を活用及び分析し、企画立案に役立てること。また、その結果をもとに都道府県等の本庁、

保健所、市町村等が行う精神保健福祉活動が効果的に展開できるよう資料を提供すること。 

これらの調査研究等を通じ、精神保健福祉上の課題を抱える者のニーズや地域課題を把握した上

で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築し

ていくこと。 

 

（６）精神保健福祉に関する相談支援 

心の健康に関する相談や精神医療の新規受診や受診継続に関する相談、思春期・青年期・高齢期

等のライフステージごとのメンタルヘルス及び精神疾患の課題、それらを背景とした自殺に関連す

る相談、家庭内暴力やひきこもりの相談、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症等精神保健福

祉に関する相談支援のうち、専門性が高く、複雑又は困難なケースに対して、総合的技術センター

としての立場から適切な相談支援等を行うとともに、保健所、市町村及び関係機関等と連携し、相

談支援を行うこと。 

相談支援の実施方法は、電話、メール、面接、訪問等により行うものとし、相談者のニーズや状

態に応じて、ピアサポーター等の活用も含め、適切に実施すること。 

特に、自ら相談窓口で精神保健の相談をすることに心理的なハードルを感じる者や地域に潜在化

している精神保健に関する課題を抱える者に対しては、地域の実情に応じた体制で多職種によるア

ウトリーチ支援を適切に実施すること。 

なお、聴覚障害等のコミュニケーションを図ることに支障がある者からの精神保健に関する相談

支援に対応する場合に適切に意思疎通を図ることができるよう、手話通訳者の配置等合理的な配慮

をすること。 

 

（７）当事者団体等の育成及び支援 

当事者団体や家族会等について、都道府県等単位での活動を把握し、支援することに努めるとと

もに、保健所、市町村並びに地区単位での活動に協力する。さらに、都道府県内の保健所、市町村

等に対して、当事者、ピアサポーター等の活用を促進すること。 

 

（８）精神医療審査会の審査に関する事務 

精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、

精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行
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保健福祉に関する職務を行うのに必要な知識及び技能を十分に有する医師をあてることが望ま

しい。 

 

ウ 職員構成 

センターの職員構成は、医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師、

精神保健福祉相談員、その他のセンター業務実施に必要な職員等多職種で構成すること。 

医師については、精神科の診療に十分な経験を有する者をあてること。 

医師以外の職員についても、センターが都道府県等の本庁等の精神保健及び精神障害者の福祉

に関する専門性を発揮できるよう、個々のキャリアパスや精神保健福祉に関する業務の経験等も

十分考慮した上で配置すること。 

 

３ 業務 

以下に示す業務は、いずれもセンターの業務と密接な関係にあり、センターが精神保健及び精神障

害者の福祉に関する総合的技術センターとしての立場で実施するものである。これらの業務について

は、都道府県等の本庁、保健所、市町村等必要な関係機関と日頃から連携し、精神障害者やその家族

等の意見も考慮しながら進めていくものである。 

 

（１）企画立案 

地域における精神保健医療福祉の包括的支援を推進するため、精神保健に関する地域課題の整理

及び対応策の検討、精神障害者の地域生活支援の推進方策や、医療計画、健康増進計画、アルコー

ル健康障害対策推進計画、再犯防止推進計画、ギャンブル等依存症対策推進基本計画、障害者基本

計画、障害福祉計画、自殺対策計画等の地域における精神保健福祉施策の計画的推進に関する事項

等について、専門的な立場から、都道府県等の本庁と協働し、企画立案を行い、市町村や保健所を

はじめとした関係機関に対しては意見を述べる等を行うこと。 

 

（２）技術支援 

令和４年改正法による法第４６条の規定新設の趣旨を踏まえ、市町村や市町村を支援する保健所へ

の支援体制の強化が必要である。 

センターは、包括的支援体制の確保のために、都道府県等の本庁、保健所、市町村、児童相談所、

障害者就業・生活支援センター等関係機関に対し、本項の各業務に関して、地域の事情に応じた方

法で協議の場への参画、研修、事例検討、個別スーパービジョン、同席での相談や同行訪問に加え

て、意見提案、情報提供、対象機関の事業実施への支援、講師派遣等により、専門的立場から積極

的な技術支援を行うこと。 

 

（３）人材育成 

保健所、市町村、福祉事務所、児童相談所、障害福祉サービス事業所、その他の関係機関等で精

神保健福祉業務に従事する職員に対して、都道府県等全体の施策に関することや、事例検討等を含

む精神保健福祉の相談支援に係る専門的研修等を行い、人材の育成及び技術的水準の向上を図るこ

と。 

精神保健福祉相談員について、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第１２条第三号

に規定する講習会の指定基準等について」（令和５年１１月２７日付障害保健福祉部長通知障発１１２７第

１０号）に基づく講習会を開催する場合は保健所及び管内市町村の参加を積極的に促すこと。 

 

（４）普及啓発 

住民に対し、メンタルヘルス、精神疾患及び精神障害についての正しい知識、相談支援等の社会

資源及び精神障害者の権利擁護等に関しての普及啓発を行うこと。普及啓発の実施の際には、精神

障害者に対する差別や偏見をなくすため、「心のサポーター」の養成を行う等、態度や行動の変容に

つながることを意識すること。 

また、保健所及び市町村が行う普及啓発活動に対して専門的立場から協力及び援助を行うこと。 

 

（５）調査研究 

地域の精神保健福祉における活動推進並びに精神障害者の地域生活支援の促進及び自立と社会

経済活動への参加の促進等についての調査研究を行うとともに、センターは市町村の規模や資源に

よって住民への支援に差が生じないよう、精神保健及び精神障害者の福祉等に関する統計やデータ

ベース等を活用及び分析し、企画立案に役立てること。また、その結果をもとに都道府県等の本庁、

保健所、市町村等が行う精神保健福祉活動が効果的に展開できるよう資料を提供すること。 

これらの調査研究等を通じ、精神保健福祉上の課題を抱える者のニーズや地域課題を把握した上

で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築し

ていくこと。 

 

（６）精神保健福祉に関する相談支援 

心の健康に関する相談や精神医療の新規受診や受診継続に関する相談、思春期・青年期・高齢期

等のライフステージごとのメンタルヘルス及び精神疾患の課題、それらを背景とした自殺に関連す

る相談、家庭内暴力やひきこもりの相談、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症等精神保健福

祉に関する相談支援のうち、専門性が高く、複雑又は困難なケースに対して、総合的技術センター

としての立場から適切な相談支援等を行うとともに、保健所、市町村及び関係機関等と連携し、相

談支援を行うこと。 

相談支援の実施方法は、電話、メール、面接、訪問等により行うものとし、相談者のニーズや状

態に応じて、ピアサポーター等の活用も含め、適切に実施すること。 

特に、自ら相談窓口で精神保健の相談をすることに心理的なハードルを感じる者や地域に潜在化

している精神保健に関する課題を抱える者に対しては、地域の実情に応じた体制で多職種によるア

ウトリーチ支援を適切に実施すること。 

なお、聴覚障害等のコミュニケーションを図ることに支障がある者からの精神保健に関する相談

支援に対応する場合に適切に意思疎通を図ることができるよう、手話通訳者の配置等合理的な配慮

をすること。 

 

（７）当事者団体等の育成及び支援 

当事者団体や家族会等について、都道府県等単位での活動を把握し、支援することに努めるとと

もに、保健所、市町村並びに地区単位での活動に協力する。さらに、都道府県内の保健所、市町村

等に対して、当事者、ピアサポーター等の活用を促進すること。 

 

（８）精神医療審査会の審査に関する事務 

精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、

精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行
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３ 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例（昭和６０年東京

都条例第２７号）（抜粋） 

最終改正：令和６年東京都条例第６５号（令和６年４月１日施行） 

 

（設置） 

第１条 都民の精神保健の向上並びに精神障害者の医療の充実、社会復帰の促進及び福祉の増進を図

るため、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター（以下「センター」

と総称する。）を設置する。 

２ センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第６条の規定に基づく精神保健福祉センターとする。 

３ 東京都立総合精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

東京都立中部総合精神保健福祉センター 東京都世田谷区上北沢二丁目一番七号 

東京都立多摩総合精神保健福祉センター 東京都多摩市中沢二丁目一番地三 

４ 東京都立精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

東京都立精神保健福祉センター 東京都台東区下谷一丁目一番三号 

 

（事業） 

第２条 センターは、前条第１項の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。ただし、第九号に掲

げる事業を行うセンターは、東京都立中部総合精神保健福祉センターに限るものとする。 

一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究を行うこと。 

二 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助を行うこと。 

三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち、複雑又は困難なものを行うこと。 

四 法第１２条に規定する精神医療審査会の事務を行うこと。 

五 法第４５条第１項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５２条第１項に規定す

る支給認定（精神障害者に係るものに限る。）に関する事務を行うこと。 

六 障害者総合支援法第２２条第２項の規定により、特別区及び市町村（以下「区市町村」という。）

が同条第１項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。 

七 障害者総合支援法第２６条第１項の規定により、区市町村に対し技術的事項についての協力その

他必要な援助を行うこと。 

八 都内に住所を有する回復途上にある精神障害者（以下「障害者」という。）に対し、社会適応

性を診断し、診療、訓練及び就労援助等を行うこと。 

九 障害者が安定した地域生活を送るための支援等に関して短期的な宿泊を必要とする者を宿泊さ

せること。 

十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業 

 

（利用の手続等） 

第３条 前条第八号及び第九号に規定する事業に関しセンターを利用しようとする者は、東京都規則

（以下「規則」という。）で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。 

うために設置された機関である。センターに配置されている精神保健福祉の専門職員を活用し、精

神医療審査会の開催事務及び審査遂行上必要な調査その他当該審査会の審査に関する事務を行う

こと。また、法第３８条の４の規定による退院等の請求等の受付についても、精神保健福祉センター

で行う等、審査の客観性、独立性を確保できる体制を整えること。 

なお、退院等の請求方法は書面を原則としているが、当該患者が口頭 （電話を含む。）による請求

の受理を求めるときはそれを認めるものとしていることに留意すること。また、退院等の請求や相

談に応じた際に、請求には至らないが、第三者による支援が必要と考えられる者に対し、法第３５条

の２の規定による入院者訪問支援事業を都道府県等が実施している場合においては、本事業を紹介

すること。 

さらに、精神医療審査会の事務を行う上で、法律に関し学識を有する者からの助言を得られる体

制を整えることが望ましい。 

 

（９）精神障害保健福祉手帳の判定及び自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定 

法第４５条第１項の規定に基づき申請された精神障害者保健福祉手帳の交付の可否及び障害等級の

判定業務及び障害者総合支援法第５２条第１項の規定による自立支援医療（精神通院医療）の支給認

定を専門的な機関として行うこと。 

 

（10）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に係る業務 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 （平成１５年法律第

１１０号）による地域社会における処遇については、保護観察所長が定める処遇の実施計画に基づき、

地域精神保健福祉業務の一環として実施されるものであり、センターにおいても保護観察所等関係

機関相互の連携により必要な対応を行うこと。 

 

（11）災害等における精神保健上の課題に関する相談支援 

災害・事故・事件等に関連して生じた、住民の精神保健上の課題に対する相談支援について、医

療機関、保健所、市町村等の関係機関と連携し、中核的役割を担うこと。 

 

（12）診療や障害者福祉サービス等に関する機能 

地域における診療、デイケア及び障害福祉サービス等の機能を確認し、必要に応じ、地域で提供

されていない機能を提供すること。ただし、精神医療審査会事務並びに精神障害者保健福祉手帳の

判定及び自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定を行うことから、その判定等が公正に行われ

るよう、透明性及び公平性の確保に配慮すること。 

 

（13）その他 

本運営要領に定めるもののほか、地域の実情に応じ、必要な業務を行うこと。 
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３ 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例（昭和６０年東京

都条例第２７号）（抜粋） 

最終改正：令和６年東京都条例第６５号（令和６年４月１日施行） 

 

（設置） 

第１条 都民の精神保健の向上並びに精神障害者の医療の充実、社会復帰の促進及び福祉の増進を図

るため、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター（以下「センター」

と総称する。）を設置する。 

２ センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第６条の規定に基づく精神保健福祉センターとする。 

３ 東京都立総合精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

東京都立中部総合精神保健福祉センター 東京都世田谷区上北沢二丁目一番七号 

東京都立多摩総合精神保健福祉センター 東京都多摩市中沢二丁目一番地三 

４ 東京都立精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

東京都立精神保健福祉センター 東京都台東区下谷一丁目一番三号 

 

（事業） 

第２条 センターは、前条第１項の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。ただし、第九号に掲

げる事業を行うセンターは、東京都立中部総合精神保健福祉センターに限るものとする。 

一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発及び調査研究を行うこと。 

二 精神保健福祉業務従事者等に対する教育研修及び技術援助を行うこと。 

三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち、複雑又は困難なものを行うこと。 

四 法第１２条に規定する精神医療審査会の事務を行うこと。 

五 法第４５条第１項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５２条第１項に規定す

る支給認定（精神障害者に係るものに限る。）に関する事務を行うこと。 

六 障害者総合支援法第２２条第２項の規定により、特別区及び市町村（以下「区市町村」という。）

が同条第１項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。 

七 障害者総合支援法第２６条第１項の規定により、区市町村に対し技術的事項についての協力その

他必要な援助を行うこと。 

八 都内に住所を有する回復途上にある精神障害者（以下「障害者」という。）に対し、社会適応

性を診断し、診療、訓練及び就労援助等を行うこと。 

九 障害者が安定した地域生活を送るための支援等に関して短期的な宿泊を必要とする者を宿泊さ

せること。 

十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業 

 

（利用の手続等） 

第３条 前条第八号及び第九号に規定する事業に関しセンターを利用しようとする者は、東京都規則

（以下「規則」という。）で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。 

うために設置された機関である。センターに配置されている精神保健福祉の専門職員を活用し、精

神医療審査会の開催事務及び審査遂行上必要な調査その他当該審査会の審査に関する事務を行う

こと。また、法第３８条の４の規定による退院等の請求等の受付についても、精神保健福祉センター

で行う等、審査の客観性、独立性を確保できる体制を整えること。 

なお、退院等の請求方法は書面を原則としているが、当該患者が口頭 （電話を含む。）による請求

の受理を求めるときはそれを認めるものとしていることに留意すること。また、退院等の請求や相

談に応じた際に、請求には至らないが、第三者による支援が必要と考えられる者に対し、法第３５条

の２の規定による入院者訪問支援事業を都道府県等が実施している場合においては、本事業を紹介

すること。 

さらに、精神医療審査会の事務を行う上で、法律に関し学識を有する者からの助言を得られる体

制を整えることが望ましい。 

 

（９）精神障害保健福祉手帳の判定及び自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定 

法第４５条第１項の規定に基づき申請された精神障害者保健福祉手帳の交付の可否及び障害等級の

判定業務及び障害者総合支援法第５２条第１項の規定による自立支援医療（精神通院医療）の支給認

定を専門的な機関として行うこと。 

 

（10）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に係る業務 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 （平成１５年法律第

１１０号）による地域社会における処遇については、保護観察所長が定める処遇の実施計画に基づき、

地域精神保健福祉業務の一環として実施されるものであり、センターにおいても保護観察所等関係

機関相互の連携により必要な対応を行うこと。 

 

（11）災害等における精神保健上の課題に関する相談支援 

災害・事故・事件等に関連して生じた、住民の精神保健上の課題に対する相談支援について、医

療機関、保健所、市町村等の関係機関と連携し、中核的役割を担うこと。 

 

（12）診療や障害者福祉サービス等に関する機能 

地域における診療、デイケア及び障害福祉サービス等の機能を確認し、必要に応じ、地域で提供

されていない機能を提供すること。ただし、精神医療審査会事務並びに精神障害者保健福祉手帳の

判定及び自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定を行うことから、その判定等が公正に行われ

るよう、透明性及び公平性の確保に配慮すること。 

 

（13）その他 

本運営要領に定めるもののほか、地域の実情に応じ、必要な業務を行うこと。 
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２ 次の各号の一に該当するときは、知事は、前項の承認をしないことができる。 

一 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。 

二 センターの管理運営上支障があると認められるとき。 

三 センターで行う訓練及び就労援助等の効果が期待できないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。 

 

（使用料及び手数料） 

第４条 センターを利用する者は、次の使用料及び手数料を納めなければならない。 

一 使用料 

健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項及び第８５条第２項又は高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号)第７１条第１項及び第７４条第２項の規定に基づき厚生労働大臣

が定める算定方法（以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。）により算定した額 

二 手数料 

(一) 診断書 一通 千五百円 

(二) 証明書 一通 四百円 

２ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、健康保険法、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料は、前項の規定にか

かわらず、当該法令等の定めるところによる。 

３ 知事は、前二項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるも

のについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を別に定める。 

 

（使用料及び手数料の減免） 

第５条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又

は免除することができる。 

 

（使用料及び手数料の納入期限等） 

第６条 第４条に規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受け

た都度納めなければならない。 

２ 知事は、特別な理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。 

 

（利用の承認の取消し等） 

第７条 知事は、次の各号の一に該当すると認めたときは、センターの利用の承認を取り消し、利用

を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。 

一 センターを利用している者が第３条第２項第一号から第三号までの規定に該当したとき。 

二 工事その他の都合により必要があるとき。 

 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

古紙パルプ配合率70％
白色度 70％再生紙を使用しています
石油系溶剤を含まないインキを使用
しています－ 84 －
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